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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○事務局長（中田繁利君） おはようございます。 

 決算特別委員会に先立ちまして、議長と町長から

ごあいさつをいただきたいと思います。 

 初めに、議長からごあいさつをいただきます。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 １８年度の決算特別委員会ということで、きょう

から始まるわけでありますけれども、えてして過ぎ

たことは忘れがちでありますけれども、１８年度の

予算編成のときにいろいろな意見が出されまして、

その意見に基づいて執行された１８年度決算の結果

でございますので、最小限の予算で最大の効率を上

げるということがある意味では課せられているわけ

でありますけれども、そういう面で成果報告書の中

にもいろいろと報告されておりますけれども、どれ

だけの成果が上がったのかということも含めまし

て、それぞれ皆さん方、住民に近い立場で見ておら

れるわけでありますので、ひとつ十分なる審査をお

願い申し上げたいと思います。 

 あわせまして、理事者側の大きな努力もまた陰に

はあるわけでありますので、その点も十分評価をし

ながら、この決算がまた２０年度の事業執行に当

たって生かされるようになれば幸いかと思うわけで

あります。 

 三日間という日程ではございますけれども、ひと

つよろしく審査のほどお願い申し上げたいと思いま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局長（中田繁利君） 続きまして、町長から

ごあいさつをいただきます。 

○町長（尾岸孝雄君） おはようございます。 

 委員の皆様方には大変御多用の中、また加えまし

て白いものがちらちらと舞いおりるような季節を迎

えまして、何かと御苦労の中で御参集をいただきま

してありがとうございました。 

 ただいま議長からお話ございましたように、９月

定例議会に御提案させていただきました平成１８年

度の各会計歳入歳出決算と企業会計の決算につきま

して御認定の御提案をさせていただきました。それ

ぞれに決算特別委員会をつくって慎重な御審議をい

ただくということで、きょうから特別委員会の御審

議をいただくわけでありますが、ただいま議長から

もお話がありましたように、私どもといたしまして

は限られた厳しい財源の中で予算を編成させていた

だいて、議員の皆さん方の御議決を賜って、その予

算の執行をさせていただきました。 

 厳しい限られた財源を有効かつ適切に使用するよ

うに努めながら決算を迎えたわけでありますが、そ

れぞれ皆さん方の立場で十二分に御審査を賜りまし

て、この両決算につきまして御認定を賜りますよう

にお願いを申し上げまして、開会に当たりましての

ごあいさつにかえさせていただきたいと存じます。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

○事務局長（中田繁利君） 正副議長の選出でござ

いますが、平成１９年第６回臨時会で議長及び議選

の監査委員を除く１２名をもって決算特別委員会を

構成しておりますので、正副委員長の選出について

は議長からお諮り願います。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出について

お諮りいたします。 

 議会運営に関する先例によりまして、決算特別委

員会の委員長に、副議長長谷川徳行君、副委員長に

総務産建常任委員長渡部洋己君ということでよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員長に長谷川徳行

君、副委員長に渡部洋己君と決しました。 

○事務局長（中田繁利君） それでは、長谷川委員

長は委員長の席へ御着席願います。 

 それでは、長谷川委員長よりごあいさつをいただ

きます。 

○委員長（長谷川徳行君） 皆さんおはようござい

ます。 

 一言ごあいさつを申し上げます。 

 先例によりまして、さきの第６回の臨時会で付託

されました決算特別委員会の委員長に就任いたしま

した。どうぞよろしくお願いいたします。 

 御承知のとおり、町におきましても、国の三位一

体の改革等によりまして地方交付税の削減、そして

その中において、本当に厳しい財政の中、１８年度

予算、一般会計、各特別会計並びに各企業会計１１

６億円余りの予算を議会に提出し、議会ではこれを

承認して議決いたしました。 

 本特別委員会は、１８年度予算を議決した趣旨と

目的に従って適正にして効率的に執行されたのか、

それによってどのような行政効果が発揮できたの

か、今後、行政運営においてどのように改善、工夫

されるべきかという観点を踏まえまして、次年度、

上富で言えば平成２０年度ですが、それの予算編

成、執行に反映させるための重要な審議だと思いま

す。 
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 委員の皆様、そして執行部の皆様におかれまして

は、この決算特別委員会で実りある審議と審査が、

そして委員会運営が円滑に進みますように御協力を

賜りまして、一言あいさつにかえさせていただきま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会を開催

いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本委員会の議事日程等について、事務局長から説

明をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御説明申し上げます。 

 本委員会の案件は、平成１８年第６回臨時会にお

いて付託されました議案第１号平成１８年度上富良

野町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案第２号平

成１８年度上富良野町企業会計決算認定の件の２件

です。 

 本委員会の議事日程について、１０月３０日に議

会運営委員会を開いて協議し、その内容はお手元に

配付いたしました議事日程のとおり、会期は本日よ

り１１月１９日までの５日間とし、本日は、これよ

り会場を第２会議室に移して、議席番号順に２分科

会を構成し、各分科会において分科長を選任して書

類審査を正午まで行い、昼食休憩後、担当外の書類

審査を午後３時３０分まで行い、その後、全体審査

を午後５時３０分まで行いたいと存じます。 

 ２日目の１６日は、議事堂において、各会計歳入

歳出決算及び企業会計決算の質疑を行います。 

 なお、一般会計の歳出につきましては、款ごとに

質疑を進めます。 

 ３日目の１９日は、分科会ごとによる審査意見の

取りまとめをいただき、引き続き審査意見に対する

全体での意見調整を経て、討論、表決という順序で

進めてまいりたいと存じます。 

 なお、分科会の構成と担当につきましては、既に

お配りいたしました議事日程表のとおり、第１分科

会は議席番号１番から６番までの６名の委員、第２

分科会は議席番号１３番の長谷川委員が委員長とし

て決しましたので、１３番長谷川委員長と議席番号

８番岩崎議選監査委員を除き、議席番号７番から１

２番までの５名の委員となります。 

 なお、本委員会の説明員は、町長を初め三役と議

案に関係する課長、主幹並びに担当職員でありま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいま説明の

とおりにいたしたいと存じます。 

 これに御異議はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員長

の許可といたしたいと存じます。 

 これに御異議はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱い

は委員長の許可とすることに決しました。 

 これより、本委員会に付託されました議案第１号

平成１８年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の

件及び議案第２号平成１８年度上富良野町企業会計

決算認定の件を議題といたします。 

 本件は、さきに説明が終了しておりますので、直

ちに分科会を開会し、各分科長を選任の上、地方自

治法第９８条第１項の規定による書類審査を行いま

す。 

 なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の審査といたします。 

 念のために申し上げます。 

 書類審査により知り得た事項の中には、秘密に属

する事項があると存じます。これについては、外部

に漏らすことのないように御注意願いたいと存じま

す。 

 また、要求資料は本委員会の審査のための資料で

あり、要求した委員個人のみでなく全委員に配付す

ることになりますので、審査に当たって所定の書類

以外に必要な資料等がございましたら、各分科会で

協議し、別紙決算特別委員会審査資料要求書に必要

事項を記入の上、委員長に申し出てください。 

 なお、資料要求は、本日の書類審査のときのみと

し、あすの質疑応答中は要求できません。 

 ただいまから、会場を第２会場に移します。 

○事務局長（中田繁利君） 第２会議室のほうへ移

動をお願いいたします。 

午前 ９時３２分 散会  
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平成１９年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号） 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 昨日に引き続き、御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会第２日

目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 議案第１号平成１８年度上富良野町各会計歳入歳

出決算認定の件及び議案第２号平成１８年度上富良

野町企業会計決算認定の件の議事を継続いたしま

す。 

 これより、平成１８年度上富良野町各会計歳入歳

出決算及び企業会計決算の質疑を行います。 

 初めに、各会計の一般会計より質疑を行います。 

 一般会計の歳出については、款ごとに質疑を行

い、質疑を終了していきます。調書及び資料等の質

疑につきましても、その款ごとに質疑を行ってくだ

さい。また、一般会計終了後、質疑内容が重複しな

い場合に限り全般質疑を行いますが、審議の進行

上、なるべくその款の質疑のときに終了させてくだ

さい。 

 委員並びに説明員にあらかじめお願い申し上げま

す。審議中の質疑・答弁につきましては、要点を明

確にし、簡素に御発言くださいますようお願いしま

す。 

 なお、委員におかれましては、一問一答方式によ

り一項目ごとに質疑を行いますので、質疑のある場

合は挙手の上、議席番号を告げ、委員長の許可を得

てから自席で起立して、ページ数と質疑の件名を発

言してください。 

 また、説明員は、挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し、説明してくださ

い。 

 なお、時間の関係もございますので、さきの委員

の質問と重複することのないよう質問をしていただ

きたいと思います。 

 それでは、質疑に入ります。 

 最初に、歳入全体。 

 １款町税の２２ページから、２１款町債の５９

ページまでの質疑を行います。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ２９ページ、分担金及び負

担金の関係の児童福祉負担金の関係でお願いをいた

したいと思いますが、児童福祉負担金の関係です。

収納の関係等を含めて載せてあります。しかし、未

収が中央保育所が１５万９,４００円、西保育所が

６５万２００円、わかば愛育園が１０万７,８００

円ということで調書の中に出ているのですけれど

も、中央保育所は収納率９９.５％、西保育所は９

４.４％、わかばが９９.５％ということで、西保育

所の負担金の未収が異常に大きいということで、例

えば平成１７年、西保育所は９万７,２００円しか

なかったのです。それで、一気に６５万２００円と

いうことになっているわけです。それから、調定比

で対比すれば９４.４％ということで、中央もわか

ばも９９.５％になっているのです。その関係で、

まずこの６５万２００円という未収金の内容につい

てお尋ねをいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村委員の御質問

にお答えを申し上げたいと思います。 

 児童福祉負担金、いわゆる保育料の関係でござい

ます。未納につきまして、委員御指摘のように、１

８年度も未納が生じているという実態にございま

す。そこで、その中身でございますが、委員の御指

摘のように、中央、西、わかば、この３保育所の中

で西保育所の数字が高いという状況にあります。 

 傾向といたしまして、１７年以前につきまして

は、そう偏ることなくばらつきがあって、例年未納

の解消には努力をしているところでございますけれ

ども、１８年度におきまして西の保護者の未納が目

立つという状況にございます。 

 この中身といたしまして、１８年度に限っては

個々の家庭の事情を把握いたしますと、やはりそれ

ぞれの家庭の事情がたまたま西保育所に集中した形

で額が膨らんだというふうに推測をしているところ

でございます。階層につきましては、中クラスとい

いますか、４階層で言う所得階層が多くて、いわゆ

る低所得者層に集中しているということでもござい

ませんし、１８年度の分析を見ますと、１８年度に

限ってそういった集中してきたものというふうに考

えてございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 現実の問題として、今、課

長のほうで４階層の人たちが多いと。現実に今回資

料請求していただいた４階層の人たちというのは、

所得課税額６万４,０００円未満ということで調べ

てみると、中央保育所は１９人いるのですよ。しか

し、西保育所は１０人なのですよ。それから、わか

ばは１６人いるのですよ。だから、その根拠にはな

らないのです、現実の問題として。だから、４階層
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だけれども、その中で例えば失業しただとか、いろ

いろな形が具体的にあるのかなという気がするので

す。ですから、この６５万２００円という、ほかの

保育所と比べると４倍から５倍なのですよ。そうす

ると、今言う課長の説明ではちょっと納得しがたい

面が。考えてみてそうでしょう、今言った人数。そ

うすると、第４階層ということであれば、ほかの保

育所はこれより人数が多いのだから、だからその中

でなお（発言する者あり）続行していいですか、時

間切れのチャイムかなと。その点、再度ちょっとお

願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村委員の再度の

質問にお答え申し上げたいと思います。 

 ４階層という数字が多いということを申し上げま

したけれども、それと会計閉鎖である５月までにど

うしてもおくれたという、そういった事情もありま

す。他の債務であるとかということも、中には聞い

ているところでございます。そういった中で、４階

層、勤め人の方がいらっしゃいまして、そういった

中では計画的に今後払うという確約を得た中で、５

月までには間に合わなかったという事情があります

けれども、その後において６名中３名の方は完納し

ている状況にございます。ということで、西に限っ

てのそういった傾向ということではなくて、たまた

ま１８年度におくれたという、５月までの会計閉鎖

に間に合わなかったけれども、その後においては完

納していただいているという状況であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ５月の閉鎖の段階はこの金

額、そして、その後完納されたということで理解し

ていいかというのが一つ。 

 それから、もう一つは不納欠損処理の関係なので

すが、現実に今年度もなっております。そうする

と、それはどこの保育所の部分の不納欠損かという

ことをあわせてお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの中村委

員の御質問にお答え申し上げたいと思います。 

 西保育所の１８年度の未納額であり、４階層と申

し上げましたけれども、６５万円のうち３件の方に

完納していただいております。未納の方はまだ２名

ほどございますという状況にあります。 

 それから、１８年度の不納欠損が１件ございまし

た。これにつきましては、当初わかば愛育園で、途

中で中央に変わったということもあったようであり

ます。平成６年、７年の状況ということでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ６５万２００円のうちの３

件が完納ということで、３件完納の金額、それから

まだ未納の２件の金額についてお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの御質問

にお答え申し上げます。 

 ６５万２００円のうち、完納分は３件、２０万

９,８００円であります。未納が残り４４万４００

円でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 残り２件の４４万４００円

の徴収等の関係について、これは見込みがあるとい

うことで理解をしていいか。 

 それから、もう一つは、滞納、未納をなくすよう

な努力ということで、どのような形にされているか

ということでお聞きをしたい。ある程度聞けば、担

当の三好君がお母さんやお父さんが迎えに来るとき

に時間を合わせて保育所の前で待っていて、個別の

対談をしているということもちょっとお話を聞いた

ものですから、そういうある程度の努力というのは

多とすると思いますけれども、あと２件の関係、ど

のような形で収納に努力をされているかお聞きした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの中村委

員の御質問にお答え申し上げます。 

 残りの２件でございますが、ただいま面談の中で

分納の誓約をいただいているところでございます。

そういった中で、滞納者につきましてそれぞれ面談

をした中で、どういった状況になるかということも

把握をした上で分納をお願いしているところでござ

います。 

 保育料だけではないという状況にもありまして、

なかなか思うようにはかどらない状況にもあります

けれども、町として、これらの保育料ばかりでなく

他の滞納もあることから、全体として協議をした中

で早期の未納の解決に努力をしているところでござ

います。 

 保育料につきましても、今年度、滞納者に対する

マニュアルをつくりまして、いち早く滞納の処理が

進むように努力をしているところでございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） ９番中村委員

の御質問に関連しまして、私、ことし４月から税及

び税外収入の総合収納の担当をさせていただいてお

ります関係から、私のほうからもお話をしたいと思

います。 
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 まず、保育料に限らず、特に今御質問の保育料の

未納の関係につきましては、ほとんどの方が税金、

あるいは水道、それぞれの理由から滞納されている

実態がございます。したがいまして、その生活状況

を把握しながら分納額を幾らまで払えるのか、こう

いった調査と協議を進めまして、一定程度の額を分

納したものを、税、あるいは保育料、あるいは水道

料にどのように割り振るかという点を、今、盛んに

担当者と連携をとりながら行っているところであり

ます。 

 また、保育料につきましても、担税能力がありな

がら悪質な滞納者も中にはおりまして、今年度に

入ってからですが、保育料の差し押さえを３件執行

いたしました。今後、こういった悪質な滞納者につ

いては、強制力を持って収納対策を進めているとこ

ろでありますし、また、分納を、納入の意識がある

方につきましては、繰り返しになりますが、そう

いった調整を図りながらそれぞれの収納を進めてい

るところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 現実に、今、主幹のほうか

らお話があったので、一応今回の監査の関係で所管

の意見の中では、７月に悪質な滞納者２件に対して

預金を差し押さえたということなので、その差し押

さえた金額等をお知らせいただきたいのと、もう一

つは、保育所関係、それから学校給食もそうですけ

れども、今回２件、４４万４００円残っているとい

うことになると、これは岡崎課長の答弁では、ほか

にもまた未納、滞納があるということになると、非

常に困難な条件が出てくるのかなと。特に保育料の

関係は、もし保育所を卒園されたら、また徴収が困

難になるのではないか。学校給食もそうだと思うで

す。卒業されたらまた困難という状況がありますの

で、できるだけ未収金をなくす、それから不納欠損

処理をなくすということで、なお一層努力をしてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村委員の差し押

さえに関しましての御質問にお答え申し上げます。 

 世帯的には２世帯であります。合計額２１万１,

４９８円の差し押さえを行っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） 中村委員からいろいろ御指摘

があったというふうに思いますけども、私も関連さ

せていただきまして、実は未収についての御質問を

させていただきたいというふうに思います。 

 それぞれ時効が分野で定められているというふう

に承知をいたしてございますけれども、実は町税の

ことに関してお尋ねをさせていただきますけれど

も、監査意見書の中でも、それから、今、同僚委員

からの御質問の中でもそれぞれ示されている分野に

ついては、１２年度からの意見が載っています。 

 実際に、これは現況、現年度分ということになっ

ておりますけれども、ちょっと固定資産のことにつ

いてお話をさせていただきますけれども、これが極

めて多額な１,３８３万９,０００円と、こんなふう

になってございます。これは１２年度からのトータ

ル数字というふうに理解してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ４番谷委員の御質

問でありますけれども、そのとおり１２年度からの

未収でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） この時効年度を過ぎて、税の

時効というのは５年だというふうに承知をいたして

ございますけれども、それ以前からのものがこの中

に入っているのか入っていないのかというのがまず

第１点。 

 それから、まさに固定資産税というのは収入の安

定性に富んだものであって、町財政にとっては、こ

れは安定的な収入財源だというふうに思っておりま

すから、この点についてはまさに基幹税目というふ

うに考えておりますから、この項目についての未収

があるということについては、特別な配慮をしなけ

ればならないと私は思っておりますので、その２点

についてまずお尋ねをさせていただきます。 

 それから、いわゆる時効を過ぎているものがもし

あるとするならば、それは時効の中断が成立をして

いるのかということについてもお尋ねをさせていた

だきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） ４番谷委員の

未収についての御質問でございますが、まず１点、

固定資産税に限らず時効がございます。税に関しま

しては、地方税法に基づきまして、委員御指摘のと

おり５年の時効になってございます。時効は、基本

的には徴収権が消滅をすることでありまして、この

時効を迎えることで請求権がなくなりますから、請

求行為ももちろんできなくなります。 

 ただ、時効をとめる手法が何点かございます。大

きく三つですが、まず、差し押さえを執行するこ

と、もう１点は誓約書、納入計画書なり、本人にそ

の債権を認めさせる手法がございます。三つ目は、

仮に１,０００円を徴収して、時効を迎えるものに
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例えば１００円ずつ入れていく、こういう三つの方

法が考えられます。委員の御質問にあります固定資

産税の平成１２年の今現在、未収金で上げてござい

ますのは、そういった手法をとりながら時効を中断

させて債権を補てんしているところであります。 

 ２点目の収納対策、特に固定資産税につきまして

は、町税の約４割近くを占めてございまして、委員

おっしゃるとおりの基幹税目となってございます。

したがいまして、私どもとしましては、そういった

時効をとめる手法を一方ではとりながら、時には強

制執行をかけながら、これらの収納対策を総合的に

進めているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） 一方では、ことしから制限条

例が制定されていると思うのでありますけれども、

これによって極めて抑止力も働いているということ

でありますから、１９年度に向けては相当な改善を

されているというふうに私も承知をいたしてござい

ますし、職員の努力も評価したいというふうに思い

ます。 

 それで、先ほど同僚委員からも御指摘もありまし

たとおり、名寄せをやって重複しているという方も

おられるのだと思います。そこで、分割納入が一つ

の抑止力になって時効の中断をされているというこ

とでありますけれども、従前ものまで私は追及しよ

うというふうに思いませんけれども、１２年度以前

のものが引き続き未収計上されているというものが

あるかないかと。それから、それが分割をされてい

るのだということでありますけれども、後ほど出て

きますけれども、病院とか水道とかというものにつ

いては企業会計ですから、病院に入れば、入院した

ら１回きりということもありますし、継続して入院

される方もおりますけれども、こういう税とかとい

うものは必ず毎年発生してくるというものですか

ら、今年度は例えば５,０００円だとしたら１,００

０円納入されても、結果的に未収が膨らんでいくだ

けであって、要は減少になるという状況でなけれ

ば、私は完全な未収対策にはならないというふうに

思っておりますから、その辺についての見解を伺い

たいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） ただいまの御

質問でございますが、基本的には先ほど言いました

ように、時効をとめるなり、あるいは強制執行をか

けるなり、これらの収納努力をしている一方で、ど

うしても払いたくても払えない事情を抱えている

方、相当数ございます。特にこの数年、不景気が続

いておりまして、例えば年間雇用されている方が季

節雇用になってしまう、季節雇用の方がパート雇用

になってしまう、パート雇用の方が首を切られてし

まうと、こういった事情を相当数見てございます。

これらの方々につきましては、委員おっしゃるとお

り、年間５,０００円かかる税金がどうしても１,０

００円しか納まらないと、こういった方相当数ござ

います。決算書にも載せてございますように、こう

いった方々をいわゆる不納欠損として、この債権を

放棄しているところであります。 

 もう１点お答えしてございませんが、税金につき

ましては、一番古くは平成１０年から抱えている事

案がございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２３ページ、町民税、固定

資産税関係についてお伺いいたします。 

 今、担当の主幹の方が言われましたが、やっぱり

経済的理由とその他もろもろのものが要因した中で

徴収できないという状況がある。一方で、昨年でき

た税の制限条例に基づいて、徴収ができると、強制

執行もできると、サービスの制限条例もできると、

こういう中で行政は成績主義に走ってはいけない

と。そこはきちっと押さえた中で、相手の経済状況

も踏まえた中で徴収されているのかどうか、もう１

回確認したいと思います。 

 それと、意見徴収書の中にも細かくその原因等が

書かれておりますが、不納欠損においてもむやみや

たらに不納欠損をしてはならないということがうた

われています。不納欠損のこの中に、個人住民税等

については町民税と１１件、４６万９,０００円何

がしかの滞納で欠損処分したというふうになってお

ります。そのほかにも固定資産税があると。これ

は、１件１件のケースに照らしてみれば、どういっ

たケースの中で不納欠損に陥ったのか。５年度分、

過年度分を含めたそういった徴収、行ってもなかな

か会えないだとかというふうになっているのかお伺

いします。 

 税条例のサービスの制限条例が出たときに、何ら

かで退職した方がどこへ行ったかわからないという

理由で、自衛隊の退職者も含めてそういう方が１０

０何人おられるという資料を前回もらいました。制

度上、課税は翌年課税されるわけですから、その時

点ではわからないと、退職時点ではわからない。翌

年いって初めてわかるというケースなのかもしれま

せんが、いわゆる転出だとか転入だとかそういった

ときに、個々の事例をきちっと把握できないのかど

うなのか。それを未然にやれば、不納欠損の処理に

おいても何らかの形で減少、いわゆる税収入をあら
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かじめということにはなりませんが、どこへ行くの

かという連携プレーをやれば、少なくとも不納欠損

や処理も少なくなるのではないなかと思うのです

が、そういうことは可能なのか。いわゆる個人情報

等の関係で、そういうことは難しいのかどうなの

か、この点確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ５番米沢委員の御

質問でありますけれども、まず、強制執行等につき

ましては、御承知のことと存じますけれども、長引

く経済不況の影響から、生活困窮の滞納者の増加が

原因だと思われます。また、一部では、納税につき

ましては二の次といった意識の低下が見られるな

ど、滞納者が減らないことが現状にあります。 

 このようなことから、ある程度の資力がありなが

ら納税に誠意を見せない滞納者については、公平性

を確保するということで、特に納税に協力している

町民の中には、滞納者と同様の経済状況にあるにも

かかわらず、納税に努力をしている人が多数いるこ

とを念頭に置きまして収納に当たっておりまして、

特に悪質な滞納者には強制執行などの強い対応をし

ているところでございます。 

 次に、不納欠損につきましてでございますけれど

も、不納欠損につきましては、財産調査、住所等の

調査結果、特に無財産、生活困窮、それから所在不

明の理由によりまして徴収困難と判断した場合につ

きまして、地方税法に基づきまして滞納処分の停

止、資産状況の回復を見込めないなど、停止が３年

間継続したものにつきまして欠損処分をしていると

ころでございます。 

 また、居所不明の関係の質問だと思いますけれど

も、これにつきましては１１件ありまして、４６万

９,２５５円というような不納欠損処分になってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） それで、１点答弁漏れがあ

るのですが、いわゆる成績主義に走ってはならない

と。行政というのは、絶えず相手の税の納入を促す

作業をしなければ、条例があるから、あるいはそれ

があるからということでそれに走っては、行政のや

る仕事ではないと思っている。ここをきちっと対処

されているかどうかという点、ちょっと確認したい

のが１点です。 

 それと、納入金額の点について伺いたいと思いま

すが、例えば仮に５０万円滞納額があるとします。

月々１万円ぐらいしか納入することはできないと、

こういうケースの場合は、お金として納入と認めら

れないのかどうなのか。たまたま聞きましたら、余

りにも滞納額と見合った納入金額でないから、これ

は納入したお金という形では評価しませんよという

ような話も一部聞かれます。それは、生活状況も踏

まえた中で収納担当者は言っているのだと思います

が、相手がきっちりと誓約書を交わしながら１万

円、あるいは納入できませんよということであれ

ば、それは意思があるわけですから、納入を否定し

ないわけですから、これはそういった見合わなくて

も納入されたという意思をみなしてくれるのかどう

なのか、この点。 

 それと、固定資産税の評価についてお伺いいたし

たいと思いますが、今、上富良野町では固定資産税

の評価等については、いわゆる調査です、これはど

のように調査をされているのかお伺いしたいと思い

ます。正しく固定資産を課税していて、押さえて毎

年課税する。例えば、何年も固定資産評価、課税の

調査もされないで放置していて、昔のありもしない

建物、あるいは高いときの実勢評価を課税評価とし

て課税させていると、そういうケースがあってはな

りませんが、そういう意味では調査方法はどういう

ふうにされているのか、この点を伺いたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） ５番米沢委員

の御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず一つは、成績主義のお話がございましたが、

決して私ども成績主義だけを主に行っているわけで

はありません。ただ、先ほど町民生活課長が言いま

したように、５,５００人近い納税義務者の多くが

納期内の納税に協力をしている一方で、ほんの一部

が滞納している実態、まさに声なき声、サイレント

マジョリティーといいますか、それらの方々の意識

の問題を常に私ども意識をして業務に当たっている

ところであります。 

 成績主義の話で言いますと、滞納者を基本的には

取る、押さえる、落とすと、こういった３区分に分

類をかけまして、まさに取るとは分納をかけてでも

これを完納に導く。押さえるというのは、まさに強

制執行をする。落とすというのは、これは大変申し

わけないですが、収納の見込みがないという区分で

分類をかけているところであります。もちろん毎

回、就職、あるいは退職、これらの状況変化がたび

たびありますから、その都度それらを修正をかけて

いきますが、今、委員おっしゃるような、いわゆる

５０万円滞納で１万円ずつ納めていくから、その人

は納税の意識があるからいいのではないかと、この

ような御指摘もありましたが、もちろんケース・バ

イ・ケースでありますが、その年間にかかる税額が

幾らなのか、分納される金額が幾らなのか、さらに
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は生活実態、本人に金額を言わせますと、やっぱり

少なく本人は納めようとします。私たちは、それら

の生活状況を見ながら、車の借金はどれだけあるの

か、あるいはほかのカードローンが幾らあるのか、

これらの実態をつぶさに見ながら、その分納額が適

当なのかどうなのかということを見定めながら行っ

ているところであります。 

 あと、固定資産税の評価の関係で言いますと、基

本的には課税客体をつかむために最善の努力を進め

るところでありますが、住宅等につきましては、都

市計画区域内にありましては確認申請が出てまいり

ますので、これらで掌握をする。確認申請の要らな

いような建物につきましては、年１回の町内会長さ

んの調査を行いながら、あるいは職員が独自のパト

ロールをしながら、これらの課税客体をつかんでい

るところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ケース・バイ・ケースとい

うことですから、決して過度に求めてはいけない部

分、これはうそついているのではないかというのも

あるのかもしれません。そういう場合は、そういう

ものをきちっと見きわめた中で対処するということ

はぜひ必要だと思いますので、そこをきちっと押さ

えた中で、納税担当者、あるいは徴収に当たっては

ぜひやっていただきたいというふうに思います。 

 それと、先ほどもう１点答えられていないのです

が、いわゆる転出した場合、把握するその時点でど

うなのかというところ、この点。 

 それと、地方税法の中では、固定資産の状況につ

いては、毎年少なくても１回、きちんと調査しなさ

いということの義務づけがあるかと思います。４０

８条の中に、市町村長は固定資産評価員または固定

資産評価補助員に、当該市町村所在の固定資産の状

況を毎年少なくとも１回は実地に調査させなければ

ならないということが書かれている。今聞いたの

は、そういうことがきちっと正しくやられているの

かどうなのかということだったのですが、もう１度

この点、こういったことに基づいて行われているか

どうか伺いたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） 答弁漏れござ

いまして、大変申しわけありません。 

 転出者の調査については、住民係で転出する情報

をリアルタイムにつかんでございます。本人が来ら

れた場合は、その場で呼びとめまして、呼びとめま

してといいますか、住民窓口のほうで私どもに連絡

が来る体制になっております。そこで支払っていた

だくか、もしくは約束を取りつけるわけであります

が、多くの場合、転出をしてしまって、のど元を過

ぎてしまいますと滞納が発生する事例が相当数ござ

います。 

 そうした場合、転出先の市町村に私どもは調査を

かけます。市町村はそれに答える義務が、応答義務

が地方税法に基づいてございますので、相手の市町

村から住民票の添付をしていただいて、送付をいた

だく。私どもはそこに催告書を送る、それで、つか

ないということが結構あります。さらに調査をかけ

ながら、再転出がされているのかいないのかの調査

を行います。そういうふうにして追跡をしながら調

査をかけていくわけですが、それでもなお不明であ

るという方について、居所不明というところが出て

まいります。 

 また一方で、住民票を置きながら全く違うところ

に住んでおられる方、これは上富良野町でも何十人

かございますが、こういったところはもう調査のし

ようがございません。したがいまして、そういう居

所不明という、請求行為をすることができないと、

これらについて、地方税法に基づきまして不納欠損

なりの処理を行っているところであります。 

 また、２点目の固定資産税の評価につきまして

は、委員おっしゃるように、法律に基づきまして最

低年１回以上の調査を行っているところでありま

す。また、固定資産税の対象になっていますこれら

を消滅するような、壊してしまうようなものにつき

ましては、これは本人からの申請が基本でございま

すが、これらについても掌握を進めているところで

あります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 関連質問といたしまして、

住宅使用料についてお尋ねします。 

 第１３款１項６目、３０、３１にページになりま

す。町税とか徴収するのと違って、住宅使用料とい

うのは住宅戸数とか使用料が決まっている、あるい

は入居者数も大体把握できると思うのです。そう

いったところで年間の予算等を組めると思うのです

けれども、予算額と調定額に５９０万１,４８０円

の差が生じた理由は何かと。 

 先ほどからお話を聞いておりますと、払いたくて

も払えない人もいると、非常にわかります。非常に

皆さん収集するのに努力をしているというのも重々

わかりますが、この５９０万円、６００万円弱の差

があるということは、最初から滞納者があることを

予測して計画したのか。ということであれば、全額

収集するという意欲にも欠けるのではないかという

ふうに思われますので、予算計上した理由をお聞か

せ願いたいというふうに思います。 
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 それともう一つは、意見聴取書によりますと非常

に努力していることが伺えられるのですけれども、

この中で連帯保証人制度を適切に運用すると、さら

に連帯保証人制度を適切にするというふうにうたっ

ております。この連帯保証人制度の現状、未収、要

するに払えない人ですね、その人の連帯保証人の現

状はどうなっているのかということ。 

 この言葉の文面から、ちょっととらえられないと

ころと言いますと、さらにということは、今までは

連帯保証人を余り活用していなかったのかどうか、

そこもあわせてお聞きしたいなというふうに思いま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ６番今村委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 町営住宅の使用料につきましては、平成１８年

度、調定戸数といたしまして４０３戸、調定額につ

きましては６,１３６万円でございます。また、収

入未済額につきましては１２名で、４９万４,５０

０円でありました。また、過年度分につきましては

２６名ということで、５５０万９,０００円に対し

１２１万７,０００円の納入でありまして、不納欠

損としまして７５万４,０００円を差し引きますと

３５３万６,０００円でございまして、現年と合わ

せると４０３万１,４８０円ということでございま

す。 

 要因につきましては、例年、通年雇用から臨時雇

用やパートになったことによりまして、生活苦が多

く見られるということでございまして、担当といた

しましても分納誓約をいただきまして、計画的に納

入いただくよう努めているところでございます。 

 また、保証人の関係につきましては、特に保証人

への請求につきましては、平成１８年度におきまし

ては１件もございませんけれども、平成１９年に入

りまして保証人に連絡いたしまして、逃げることを

は許さないということから実施しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかに。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ３１ページ、１３款１項５

目の商工使用料、セントラルプラザ使用料でござい

ます。ここのところですけれども１２８万３,２６

９円、それと、社会教育使用料としまして同じくセ

ントラルプラザが使用されております。４５万２,

９３０円。これを合わせますと１７３万６,１９９

円でございまして、社会教育総合センターが２１３

万９,２１０円、使用料として入っておりますけれ

ども、私は場所的なこともあるかと思いますけれど

も、比較的利用されているなというふうにとらえて

いるのですけれども、これはいろいろ見方があろう

かと思いますけれども、ここのところは商工会員と

一般の方との利用につきましては区別みたいなもの

はあるのでしょうか。 

 それと、前にもちょっと、入り口も階段になって

おりますし、バリアフリー的に少し改修してはとい

うような話も出ていたかと思うのですけれども、

もっと使いやすいバリアフリーに改修してはと思う

のですけれども、まずここの場所の位置づけについ

てどのようにお考えになっているのか、ちょっとお

尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ２番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 まず、セントラルプラザの使用料の関係でござい

ますけれども、これは商工会の事務所の専有の部分

でございまして、使用料を徴収しているところでご

ざいます。 

 それと、セントラルプラザの使用料１２８万３,

２６９円の中に、今、答弁をさせていただきました

商工会の専有使用料と商業研修の施設の使用料で１

２８万３,０００円ということでございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） それでは関連で、

村上委員の御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、セントラルプラザ、今、産業振興課長が言

いましたように、１階部分については商工施設、２

階部分につきましては学習等供用施設という位置づ

けの中で、私ども教育委員会のほうの使用の取り扱

いとなっております。そういう形の中で、もちろん

この使用については、一般町民の方が利用する際の

使用料ということでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ２番村上委員のバ

リアフリーの関係の御質問にお答えを申し上げま

す。 

 現在、既存のところにバリアフリー、玄関までの

部分についてはスロープがございますので、あと、

それを利用していただいて、中は今現在の中では

ちょっと難しいのではないかなということで考えて

おります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 今、商工会員と一般会員が

使用する場合は、そんなに区別はないのですか。利

用しますときの区分というものはございませんか。

そこお尋ねしたのですが、まだ回答をいただいてい
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ないのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） 区分はしておりま

せん。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） バリアフリーは、確かに横

はできております。でも、２階のところ、らせん階

段になっておりまして、これからですと滑りにくく

するような感じのものを考えたり、それから、あそ

こは煮炊きができませんので、そこら辺は持ち込ん

で食べたり、研修の場で懇親会をしたりということ

はできるわけですけれども、そういったことの今後

についてお考えなんかはどうなのでしょうか。お尋

ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ２番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 今の煮炊きの関係でございますけれども、実は煮

炊きをやりまして、商工会の会員の皆さんですとか

いろいろな人から、そこでメニューづくりですと

か、いろいろなものをやっておる場所がございま

す。 

 それと、持ち込みの部分ですけれども、今現在も

会議等を開催するときに、弁当、飲み物等を持参さ

れまして利用されているのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 商工会員の方があそこを利

用する場合は、もちろんイベント等で利用するのか

もしれませんけれども、煮炊きとかはあれだけれど

も、一般の場合は余りあそこで煮炊きをしてはなら

ないようなことを言われているわけなのですけれど

も、あそこは、では特別してもよろしいのですか。

オードブルなんかをとってやりますときは、あそこ

で食べたり飲んだりということはいいのですけれど

も、あそに厨房ございますね、あそこで煮物をした

り、そういうものをしてもよろしいのでしょうか。

何かそこら辺ちょっと区別があるような。 

 商工会もイベント等が、この間、味覚市がござい

ましたが、そういったときはあそこを大いに使って

いるみたいなのですけれども、そこら辺の使用の基

準というのでしょうか、規制というのでしょうか、

そういうのはどうなのでしょうか。ちょっとそこら

辺を伺いたいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ２番村上委員の御質問で

ありますが、先ほど御説明をさせていただきました

ように、１階は商工業研修施設というようなこと

で、商工業者の研修というようなことで使用目的が

決まっております。２階につきましては学習等供用

施設ということで、一般的に学習研修を進めるとい

うことで、２階に電磁気で厨房施設があって、そこ

で研修に基づいて調理教室だとかそういうことを

やっていただくことについての目的で設置がされて

いるところであります。そこら辺につきましては、

全体につきましては、今、商工会のほうに管理委託

や何かをした中で進めているところでありますの

で、その中で商業のためのイベントや何かに使うと

いうことについては、今使われていると思います

し、一般的に調理実習、研修だとか、そういうこと

に使うのが２階の調理実習室の利用の形態だという

ふうに考えているところです。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、よろしいで

すか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 関連で、セントラルプラザ

の関係です。 

 バリアフリー的な要素としてスロープはあるので

すけれども、スロープの最初のところががくんと落

ちてしまっているのですよ。まず、それが１点。 

 それからもう一つは、正面玄関に入るところの階

段のタイルが、一時ちょっと直してはあるのですけ

れども、これがまたはがれて連鎖的にいっている状

態。 

 それからもう一つ、２階へ上がる階段の手すりの

関係なのですが、たまたま私きのう町民トークへ

行って帰り、私の前にお年寄りがいたのだけれど

も、手すりを行っても最後は今度は左におりてき

て、左に回っていかなければならないです。そし

て、その手すり自体が、つかむと何となく切れるの

ではないかという、心配はないと思うのですけれど

も、ああいう形の手すりは今なっていないから、で

きれば階段の上がる左側に、一般的に言う丸いやつ

の手すりをぜひつけていただかないと。きのうも、

おりていく僕の前へ行って、もう一人つえの人がい

たので、おばあちゃん左へ曲がっておりないとだめ

だよと。手すりがぐっと曲がっていっていますか

ら、ですから、あれはあのままでよろしいですけれ

ども、上り口の左側にずっと階段沿いにぜひつくっ

ていただかないと、多くの利用ということを考えて

いけば、そういうバリアフリー的な配慮が必要なの

かという気がするので、その点意見を申し上げま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ９番中村委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 まず、１点目のスロープの関係でございますけれ

ども、現地スロープと関連でありますのでタイルの
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関係。タイルのほうも、私ども来年に向けて部分的

な補修を考えておりますので、その中でスロープの

ほうも段差がありますので、それも含めて対応して

まいりたいと。 

 それと、手すりについては現地を確認しまして、

またそれについても検討をしていきたいと、このよ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２８ページの児童福祉費の

負担金の問題についてお伺いいたします。 

 決算からも見えてくるのは、また、働いているお

母さんやお父さん方の話を聞いても保育料が高すぎ

ると。階層別にいっても、７階層のゼロ歳児でも７

万円から８万円を払わなければならない。仮に、４

階層、３階層でも、わずか課税所得が１,２００円

出ても一定の課税がされて、本当に大変だという状

況が聞かれます。 

 私、すべてがそうだとは言いませんが、やはり支

払い困難な理由も、こういったところにも一つの要

因があるのではないかと。ただ、収納が未収だから

これが悪いというだけではなくて、それでは行政側

の保育料の設定はどうなのかいうところをきっちり

押さえないと、これは一方的な論議になるわけで

す。この点を考えた場合、町長、どうですか、余り

にも高いとは思いませんか。この点ちょっとお伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

私のほうからお答え申し上げたいと思います。 

 委員からは、保育料の関連についても時々そうい

う御意見いただいているわけでありますけれども、

保育料の賦課段階からいろいろな事情を考慮するわ

けにはいかないわけであります。ただ、賦課した

後、ルールに基づいて賦課しますが、賦課後の負担

能力がどうかについては、先ほど町税の中でも申し

上げましたように、いろいろ個々の実態をつぶさに

把握しながら対処しているわけでありますので、そ

の点は御理解いただいていると思いますが、ただ、

こういう御時世でございますので、いろいろなもの

が上がる、なかなか下がらないということも含めま

して、負担感を強く持たれている方も多いかと思い

ますが、私ども賦課段階からこのルールに基づいて

やってございますので、当然、所得税額の区分に応

じてやっていますことから、そういう視点から見ま

すと、お願いしている保育料については適正だとい

うふうに思います。 

 あとは、今申し上げましたように、それぞれおの

おの生活実態、それから資力等に応じて適切に対処

してございますので、その点十分御理解いただきた

いというふうに思ってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 適正だというのは、そちら

側の理論だと思うのです。適正に課税、いわゆる評

価に基づいて料金設定がされているということです

から、それはそれだと思うのです。ただ、やはり今

の生活状況を見ますと、給与が減額された、何が

減っただとかいう形の中で生活が大変になってきて

いると。小泉改革の理由でいけば個人主義だと、そ

れは個人が努力すべきだと、こういう理屈なのです

よ。そこで終わってしまうのです、今の社会という

のは。だけれども、我々の行政というのはそうでは

なくて、そういう実態があるからこそそれではどう

するのだというところを、前に進めるということが

今求められてきているのです。 

 そういう意味では、こういうお母さんがいまし

た。少しは家計の足しにと思って働いたけれども、

全部保育料に消えていってしまう。最近よく言われ

ている、ごみ手数料も引き上げられましたと。本当

に生活は大変なのですよ。そういうことを考えたと

きに、ただ正しい課税評価で保育料の設定がされて

いるからという理由というのは、そこで相反するも

のが出てくるわけです。 

 やはり行政がやるべき問題というのは、こういう

困っている人たちに対してどういうふうに保育料の

軽減を実施するかというところです。財源をどこに

するのかということなのですが、この上富良野町に

は財政調整基金を初め、いわゆる積み立てたお金が

あります。こういうものをこういったところに充て

る、あるいは１８年度の決算の中でありますけれど

も、町長車を４００万円で買ったのです。困ってい

るときにこういうところに充てるだとか、僕は町長

車買わなくても一般の公用車、あるいはタクシーで

も乗れば、それはいいはずなのです。そういうやり

くりをやれば、全部なくせというのではないです

よ、その一部を取り崩しながら、こういった負担軽

減に充てる財源は十分あるのではないかなというふ

うに思うのですが、町長はこの点どういうふうにお

考えですか。また、そうすべきだと思いますが、で

きないとすれば、できない理由を明確にしていただ

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番米沢委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 保育料等々について、税等々の課税について、こ

れは適正なのか適正でないのかと、高いのか安いの
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かという判断につきましては、私自身も払う側にな

れば高いと認識しますし、私どもは課税するに当

たっても、例えば保育料の設定に当たっても、今、

基本的に国が定めた基準の９５％の保育料を徴収さ

せていただいております。これを例えば減額すれ

ば、基本的には町から一般財源を繰り出さなければ

いけない。現在、一般財源を対応している額も相当

額を抱えている。そういうようなことで、私どもと

しては保育料の対応につきましても、今後、中央保

育所の民間移譲等々を図ることによって数千万円の

一般会計からの繰出金を減額できるというようなこ

とも含めながら、そういったものの財源を生み出し

つつ対応していかなければならない。 

 今、例えば保育料を下げるということによりまし

て一般財源をそこに繰り出す。その財源を、今、委

員が御発言になりました基金を使ってはどうだと、

あるいは町長車の４００万円を使わなければ、その

４００万円を減額できたのではないかということで

ありますが、私どもは行政を新たな立場として全般

的な視野の中で予算措置をせざるを得ないと。片方

だけ偏らせることにはならないというようなことも

含めながら対応させていただいておりますので、基

金につきましても確かにあります。しかし、その基

金というのは使えばなくなっていくわけです。なく

なってしまったときに町の財政運営がどうなるかと

いうことを考えたときに、ある程度の規模に応じた

基金の確保というものは位置づけなければならない

ということでも考えておりますので、そういった観

点で財政運営をさせていただいたということで御理

解を賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 長くは言いませんけれど

も、町の理論というのは特定の方ということをよく

言われるのです。特定ではないのですよ、子育てし

ているわけですから社会的なものですよ、これは。

特定だと言うのだったら、いろいろな補助事業を

やっている分、特定ということになるのではないで

すか、町長。そういうことではなくて、社会的に子

供がこういうような保育所で伸び伸びと、あるいは

社会のルールを学んで成長していくという大事な過

程の中で、ここで預けて安心して子育てができる。

町長がことあるごとに子育ての充実しているという

ことを言うのですけれども、それは町長認めている

のだから、それはいいのではないかなと思うのです

けれども、私は違うと思う。 

 そういったところに、きちっと手厚い財源措置を

する必要があると思う。住民の立場からすればどう

いうふうにうつっているのかということをもう１回

考えていただきたい。中央保育所をお金がないと

いって譲渡するだとか言っていますよね、いろいろ

なもの。ごみ手数料も引き上げたと。我々は本当に

それにふさわしいような生活、安心して行政が送っ

ていただけるような状況になっているのかという点

では、そうでないと言う方もいれば、そうであると

言う方もいますが、保育所関連の財源を削ったので

あれば、こういったところを充実してほしいという

声があるのです、実際に。そういう問題だというふ

うに思いますが、町長、１８年度の決算見て、もう

一度こういった実態を踏まえた軽減策というのを実

施されるかどうかお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番米沢委員の御質問にお

答えさせていただきますが、町といたしましては財

政運営をどのようにしていくかということが基本で

ありまして、今、町は行財政改革実施計画を進めな

がら歳入に見合った歳出構造の財政運営をしていこ

うということで、来年２０年度を最終年度として今

計画を立てているところでありまして、現在は、御

案内のとおり、それぞれにスクラップをしながら、

あるいは手数料等々の収入の見直しをしていきなが

ら、また、歳出の大幅な削減をしながら、御承知の

とおり、ほんのこの間までは１００億円近くの一般

会計予算でありましたのが、今は６２億円と約４割

の収入が減ってきていると。そのために、今スク

ラップをしながら、歳出の削減をしながら財源確保

をしているというのが現状でありまして、これが

今、行財政改革事業計画のとおり、歳入に見合った

歳出構造の上富良野町の財政運営ができるように

なった時点では、今、委員から御質問にありました

ように、スクラップした部分の財源をもとにしてビ

ルドをしていくというような財政運営が可能なよう

に、少しでも早くそういうような財政運営ができる

ように、私としては努力していきたいというふうに

思っておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ２９ページ、保健福祉総合

センター使用料の関係でお尋ねをしたいと思いま

す。 

 １８年度の使用料が１,０７４万８,６４３円とい

うことですけれども、この中で健康入浴施設、これ

が平成１８年度は３４１万２,０００円ということ

で、総体の使用料の４２.９％を占めております。

それで、入浴券の３カ月券、１年券の販売の関係な

のですが、１７年度は３カ月券が２９１枚、１８年

度は２４０枚、１年券は１７年度は１７２枚、１８

年度は１６５枚ということになっております。言う
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なれば総体使用料の４２.９％を占めている、それ

から、３４１万２,０００円の１８年度入浴券のう

ち、７４％が３カ月、１年券です。ここで問題が出

てきたのです。というのは、土、日、祝日だとか、

その間だとかいろいろなケースがあって、例えば日

曜日もしくは土曜日に切れるからという人たちが、

これだけの人数がおりますから当然出てくると思い

ます。ところが、土曜日に行ったら売れません、日

曜日に行ってもだめ、祝日も当然だめと、そういう

関係で、この問題を何とかしてくれないかという要

望が利用される方から出されたのです。 

 それで、担当者に聞くと、できないものはできな

いのだと。言うならば、我々がいる間できるけれど

もという話だったけれども、その後、何とかしなけ

ればならないというような気持ちにもなっていると

いうことで、特に３カ月、１年にしている人は自分

の生活のリズムで、プールに行く、おふろに入ると

いうことがなってきているものですから、そういう

ことになると、土曜日に切れる、もしくは日曜日に

切れるというのを何とか事前に発行ができないか、

普通の平常日にそういうことができないかといった

ら、それができないということで断られたというの

ですね。 

 ですから、例えば通学定期あたりもそうやってあ

れした場合は、事前にこれ以前の有効ですよという

判を押して使えるようになっているのですよ。です

から、利用する方が非常に怒って、こんなことが町

民のための施設かということで私のところで言われ

たもので、調べたら利用状況や何かはこういうこと

で、それこそ利用料金の４２.９％も占めていると

いうことであれば、何とか抜本対策をしていかない

とだめではないかということで、窓口に行かれた

ケースもあったと思いますので、今後どう対処しよ

うとしているのか、その点の対処方法をお聞きいた

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ９番中村委員の御

質問にお答え申し上げたいと思います。 

 委員御指摘のように、販売機でありますけれど

も、１年券、３カ月券は交付するカードに写真を張

るという、そういったことから自動販売機が使えな

いという状況にあります。そこで御指摘のように、

土日は職員不在ということで発行できないというこ

とがございまして、不都合が生じていたということ

で、苦情も寄せられたということで私ども報告を受

けているところでございます。 

 その改善策としてでありますけれども、販売機を

使うことはできないということでありますが、３カ

月券、１年券の最終日が休みになる、土曜日になる

という場合においては、５日程度前にそういった手

続をするように改めようということで内部で協議を

いたしております。そういうことをいち早くお伝え

いたしまして、利用者の便を図りたいということを

考えてございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 改める方向で検討している

ということなので、ぜひ早い時期にこの点を改めて

いただくことでお願いをしたいのが１点と、それか

ら、利用者のためにそれらの周知をやっていただき

たいということを要望します。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員 

○９番（中村有秀君） できれば年内にもやってほ

しいという。特に、年末の連休等もあるから。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの御質問

でございます。 

 利用者の便を図るように、できるだけ早い状況で

対応すべく努力をしていきたいと思います。周知も

図るようにいたします。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにありませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ４４ページの利子及び配当

金にかかわって、運用のあり方、基金のあり方につ

いてお伺いしたいと思いますが、それぞれ財政調整

基金、あるいは公共施設基金という形で積み立てて

きました。ここで問題だと思われることが何点かあ

るかというふうに思います。 

 どこの自治体でも基金を積み立てることによっ

て、少しでも財政の調整機能を図ろうという形で積

み立てるのだろうと思っています。この背景には、

やはり地方交付税等の削減があるという状況の中

で、そういった状況になるかというふうに思います

が、そういった傾向の中で財政調整基金の積み立て

というのも、一定積み立てはどうしてもしなければ

ならないというような状況になっているのかなとい

うふうに思いますが、その点どうなのかというこ

と。 

 同時に、過度かどうかわかりませんが、余りにも

積み立てに依存しすぎて、住民のところに積み立て

た部分、あるいは一方的に住民の暮らしや福祉のと

ころに回すというところがおろそかになっていない

かどうかということです。 

 もう一つは、地域福祉基金というのがあります

が、この運用活用というのはこの間どのようになっ

ているのかお伺いしたいというふうに思います。
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今、低利という形の中で、なかなか利息運用がされ

ないという状況がありますが、しかし、この地域福

祉基金については、全体的にその運用がなされてい

ない部分もあるのかなというふうに思いますので、

この実態等についてお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川雅一君） ５番米沢委員の今の御

質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 基本的には財政調整機能を果たすということでご

ざいまして、今のところ実質収支の部分でバランス

よく、ある程度黒字になっているのかなという状況

でございます。その中で、全体的の投資での支消予

定の中で、本来であれば戻し入れという形で対応す

べきかというふうに思いますけれども、そのような

状況になっていないのが実態でございまして、でき

る限り今後、先の状態に合わせた基金の活用に入っ

ていきたいという考え方で積み戻しをさせていただ

いている状況でございます。 

 また、あと、過度的に住民の暮らしのおそれがあ

るのではないかということでございまして、先ほど

もお話が出ましたように、行財政改革の中で一つの

部分の展開の中で進めてございます。その範囲の中

で削れるものは削っていくような、住民の暮らしの

分を削るということではございませんけれども、中

央等の対応についての見直しも十分に図っていかな

ければならないということで、今の状況の中で進め

ている状況になってございます。 

 また、地域福祉基金についての利用度合いは、今

現在なってございません。仕組み的に特定な部分の

使用目的になってございますので、これにつきまし

ても今後幅広く、その地域福祉に係る部分に対応し

ていくべく、今、協議・検討をしていきたいという

ふうに考えてございますので、そういう部分の整理

の仕方で対応していきたいということで取り進めて

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 町全体がどこの町村でもそ

うかと思いますが、地方交付税の削減との関係で、

あるいはこれは早くからなのですが、こういったと

ころに積み立てをしなさいということをしなければ

ならないと、せざるを得ない状況も生まれてきてい

るわけですが、一方で余りにも過度にこういったと

ころに積み立てるばかりに、やはりいろいろな地域

に密着したものが一部疎外されたりだとか、してい

るという実態があるのではないかなというふうに思

います。 

 例えば、実際行われているのですが、いわゆる訪

問介護、あるいはこの間やってきた利用者負担軽減

の問題でも、その制約を所得制限するだとか、そう

いうような形の中で利用枠をどんどん狭めてきてい

るという状況があるわけです。そういうところにこ

ういった基金の一部を回すだとかをやれば、十分可

能な財源がある。何百万円ではありません、何十万

円の話をしているわけですから、そういうことを今

こういうものを使ってやる、あるいは積立金の一部

を、訪問介護ならそういったところに負担軽減の財

政措置をするために拡充するだとか、そういったと

ころがやれる部分というのはたくさんあるわけで

す。そういったところが落とされてしまって、いわ

ゆる財政改革という形の中で全部一つになって、全

部削減だという形になっているのではないかなとい

うふうに、私はこの決算を見て改めて感じたわけ

で、やはりこういったところはきちっと是正すべき

時期ではないかなというふうに思いますが、町長は

この点どのようにお考えなのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えしますが、今の各基金について

は、ここでごらんのように年間運用でこの程度の果

実しかないわけであります。ただ、基金それぞれ条

例を持って有してございますので、それぞれの条例

で定めたその目的に沿って、係る事態に取り崩すの

が主たる目的だというふうに思いますので、今後も

そういう方向に沿って適切に対処しなければならな

いというふうに思います。 

 ただ、交付税等の関係、それから以前は基金をた

くさん有すると、富裕団体ということで国からいろ

いろと介在をされるような状況でありましたが、今

現在は地方分権の時代でございますので、しっかり

町長の責任において財政の健全化をし、それから係

る事態のときには自己責任において事態に対処する

という、そういう目的でこの基金を現在有してござ

いますので、今、委員がおっしゃられるように、町

民の多くの皆様方が負担を軽減してほしいというこ

とに、本当にこの基金を充てたらいいかどうかにつ

いては、慎重にならざるを得ないというふうに考え

るところであります。 

 いずれにしましても、この基金をどう使うかにつ

いては、やはり今、事務事業の評価の制度を高め

て、以前から行っているものが今後も必要であれば

計画する努力をしなければならないでしょうし、も

う効果の薄くなったものについては、見直し、縮

減、もしくは廃止をするような対応をしているのが

今の実態でございますので、と言いながら、今現

在、もしくは将来に向けて、新しいものに行政が対

応しなければならない事柄がたいくさんございます
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ので、そういうものに対応する必要度合いの高いも

のについては、当然、基金の使途も視野に入れて行

政対応をしなければならないということでございま

すので、いずれにしましても、いっときの負担の軽

減のために基金を使ってしまうことで、その対応が

将来に向けて持続的に対応できないということであ

れば、やっていることがどうなのかということもあ

るでしょうから、多角的に物を見て判断をしている

ところでございますので、その点ひとつ十分御理解

をいただきたいというふうに思うところでありま

す。 

 特に、先ほど総務課長からも説明申し上げました

ように、地域福祉基金につきましても制度的には果

実運用という形で条例がありますので、なかなかこ

の制度の果実ですと、使うのに効果が上がるような

使い方はできませんので、今、少子高齢化の中で、

町として実態を見て町が行えるものについては、あ

る意味こういう基金を活用して対応しなければなら

ないということも内々検討を協議してございますの

で、またもう一方、今、要介護者がこれから少子高

齢化の中でふえても減ることはございませんので、

そういうことをにらみながら、できるだけ今の健康

状態を長くして健康に暮らしてもらうということ

で、保健の充実についても来年以降、制度改正の中

で町もそれなりの取り組みをしなければならないと

いうことで考えてございますので、そういう新しい

幅出しの中で必要な財源については、今、申し上げ

ましたような基金をできるだけ活用できるような形

で何とか対応してまいりたいと。そのことについて

もまた時期を見て、十分議会とも協議しながら進め

てまいりたいというふうに考えてございますので、

御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午前１０時３２分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

──────────────────                

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開します。 

 質疑を続けます。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ３１ページの住宅使用料の

滞納の関係です。 

 先ほどちょっと出ておりましたのですが、今回、

決算特別委員会に資料が出されました。その滞納の

期間別内訳ということで、最長は１２年間以内、１

件、８１万４,７００円という滞納があるというこ

とで、２４件、４０３万１,４８０円の滞納額。公

営住宅の条例からいくと、出ていただかなければな

らないということにはなるのだけれども、それぞれ

の事情があろうかと思います。そして、今回、初め

て住宅使用料の不納欠損が４件、７５万４,８００

円ということが出てまいっております。ただ、最大

滞納額があった平成１６年、６８５万４,２８０円

が今回４０３万円ということで、それぞれ収納の努

力の跡が伺い得れます。 

 ただ、この滞納の中で、先ほど同僚委員の質問で

連帯保証人が１８年度は１件もしていないというよ

うな答弁がありました。それで、この意見調書の中

にも今後やっていくということでございますけれど

も、私は以前、一般質問等で分納誓約をするという

ことと、それから連帯保証人に請求をする行為を、

これはぜひやるべきだと。いろいろな形でやってい

ますけれども、生活状態が悪くてこういう結果の蓄

積がなったのかなという気がいたします。 

 したがって、まず１点は、滞納の分納誓約での分

納が全部なされているのかどうか。 

 それから、もう１点は連帯保証人の関係で、私は

以前質問したときには、公営住宅入るから判こを貸

せやということでやった、これはだめだよ。美瑛や

中富良野でやっている連帯保証人の印鑑証明をつけ

て、そして納税証明もつけてやるというような形に

変わってきております。したがって、連帯保証人に

対する請求はどの程度行われているか。 

 それからもう一つは、住宅使用料の未納で生活保

護者の滞納ということがあります。先般、１０月２

８日の朝日新聞には、代理納付、言うなら生活保護

費として支給された学校給食費、公営住宅家賃、介

護保険料の一部は納付されていない実態の中から、

代理納付が本人にかわって支払う制度ということ

で、去年の４月から受給者の同意がなくても事務所

の裁量で実施できるようになったと。これは福祉事

務所の関係なのですが、この代理納付の関係につい

ては、うちの町で適用されるのかどうか。法律的な

ことはわかりませんが、その点あわせてお願いをし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ９番中村委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 まず、分納誓約と連帯保証人の関係であります。

特に連帯保証人につきましては、先ほど申し上げま

したように、１８年度におきましては保証人に連絡

をしなかったということでございまして、平成１９

年度につきましては連絡いたしまして、納入されて

いるということを私のほうで確認してございます。

今後におきましても連帯保証人につきましては、き
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つく連絡いたしまして、納入いただくということで

努めていきたいというふうにして考えてございま

す。 

 また、生活保護につきましては、１５年度４件、

１６年度２件、１７年度２件、１８年度３件という

ことでございまして、それ以前につきましては、生

活困窮ということで不納欠損しておりましたですけ

れども、それ以後につきましては、生活保護世帯に

つきましては住宅使用料というのが入りまして、分

納していただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） ９番中村委員

の代理納付の関係の御質問にお答えしたいと思いま

す。 

 基本的には、法的な部分では代理納付は認められ

ております。特に税金の場合はよくありますが、判

断能力に欠けてきた高齢者の方にとって、例えば息

子さんが、あるいは娘さんが、こういう代理納付が

結構ございます。しかし、これら以外のケースで言

いますと、そういった特殊なケース以外で言います

と、あくまでも納入義務者、公営住宅で言いますと

入居者、これが大原則になっているのは言うまでも

ないところであります。したがいまして、法的な制

約は一方ではございませんが、特殊なケースという

ふうにとらえております。 

 あと、若干連帯保証人の関係で補足説明をさせて

いただきますと、委員おっしゃるように、連帯保証

人の請求は、私たち債権を持つ町にとっては当然の

ことであります。ただ、長い歴史の中で、これらの

保証人の厳格化をしていない部分も確かにあろうか

と思います。いわゆる保証人を立てていても、債務

保証をきっちり明記していない、当時はそういうこ

とを想定せずに、いわゆる身柄保証人といいます

か、判断能力がなくなったときに次の行き場所だと

か、こういった保証人の性格が当時からあったこと

は確かでありまして、しかし、今こういう滞納が生

じる現状にあって、一昨年前から保証人の債務保証

をきっちり取るべきだということで担当課との調整

を図ってございまして、今、町民生活課長が申しま

したとおり、昨年度からは保証人の厳格化に努めて

いるところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 再度確認いたしますけれど

も、この１８年度の住宅使用料滞納期間別内訳の中

では、分納誓約をしての分納というのは全部やって

おられるということで理解をしたいのですが、それ

が１点。 

 それから、代理納付の関係、私はやれとは言いま

せん。一応基本的には生活保護費の中に、学校給食

費、公営住宅家賃、介護保険料が入っているにもか

かわらず未納になっているということだろうと思う

のです。そういう関係で、代理納付というのが昨年

の４月からできるようになったということで、私は

こういう制度が厚生労働省の中でまた出てきたのだ

なということでは理解ができ、うちでもそれは適用

できるのだよということで確認をいたしました。 

 問題は、入るときに連帯保証人をやる、最近入る

人は債務の関係も全部やってはいるのですけれど

も、ただ、亡くなっている人、転出している人、い

ろいろなケースがあるので、連帯保証人の現行維持

をしなさいよということで、私は一般質問等も含め

てやっております。実際にもう亡くなっている人、

このまま書類が残っているというケースもあるだろ

うと思いますし、転出しているケースもあるだろう

と思います。そういうことになると、債務の請求行

為ができなくなるのではないかという気がするもの

ですから、この連帯保証人の現行維持についてはど

のようにされていて、今後どうしていくかというこ

とで確認をいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） 連帯保証人の

関係の御質問にお答えしたいと思いますが、委員

おっしゃるように、長い過去の滞納の中で、当時の

連帯保証人さんが亡くなっている、あるいは高齢に

伴って負担能力がなくなってきている方、おっしゃ

るとおりそういう方々がおります。 

 ただ、先ほど言いましたように、連帯保証人から

債務を請求することは法的に合法でございますか

ら、これらの方々に最近は請求をかけている。た

だ、先ほど言いましたような、死亡は余りありませ

んが、死亡、あるいは転出、負担能力がなくなって

きていると、そういう事例にあります保証人につい

ては、随時違う保証人を立てるような努力も今現在

しておりますが、中には全く保証人になれそうにな

い方々がいることも確かでございます。これら少々

時間はかかりますが、これらの保証人の構成、さら

には今現に入っている方の分納誓約も含めた収納対

策、これら総合的に進めていく必要があるなという

ふうに理解をしてございます。 

 繰り返しになりますが、新しい入居者については

厳格化を既にとり行っているところでありまして、

今後そういうことが、１０年前の住宅使用料がいま

だに滞納になっているという状況をなくするための

努力を今進めている最中でございますので、ひとつ

御理解をいただきたいというふうに思ってございま

す。 
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○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ４１ページ、地域見守り活

動推進事業、これは道からの補助を受けて２０万

円。昨日お聞きしましたら５９カ所、１１０番、子

供たちの駆け込みの場所、こういったところをやっ

たのだということで、私はこういう事業というのは

本当に必要だと考えますけれども、どうもこれ何と

いうか、つくり放しになっているのではないか、も

う少し行政もかかわりが必要でないかと考えるので

すけれども、その点いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 村上委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 この地域見守り活動推進事業につきましては、平

成１８年におきまして道の新規事業ということで創

設されたわけですけれども、上富良野町におきまし

ても通学路等の児童の安全対策について実施したい

ということで手を挙げた事業でございまして、事業

の中身につきましては、啓発の看板、のぼり等の設

置、それから生活地域安全マップということの作成

をしたところでございまして、それらにつきまして

は、今後も地域の方々とともに地域の安全を図って

いくということで生活安全対策協議会でも推進をし

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） そういったことで、今、犯

罪もふえておりますし、大変これは必要な事業だと

考えておりますが、前に地域の怖いおじさん、それ

から地域の怖いおばさん、そういったマークをつく

りまして、子供さん方の駆け込みとかそういったこ

とも考えてやったこともあったのですけれども、そ

の結果がどのような効果があったのかとか、そう

いったことが全く知らされてこないという。つくり

放しだとか、そこまであれですけれども、取り組み

はされるのですけれども、本当に今まだまだいじめ

の問題もたくさんありますし、それから犯罪、事件

でもちょっとしたことも起きておりますし、どれぐ

らいの効果があったのかという、前にたしかそうい

うのをつくったと思います。 

 今回もこの事業をやったことで、１１０番、５９

カ所つくって取り組んだわけでございますけれど

も、駆け込みの件数とか、そういったものはいかが

なのでしょう。ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 地域の安全という

ことで、啓発、看板、のぼり等につきましては５９

カ所設定させていただきまして、それらに対して啓

発をやっているところでございまして、これから地

域の見守り隊、今、某地域で歩いていただいて、活

動していただいておりますけれども、それらとあわ

せまして、犯罪から守るということの意識、さらに

は子供たちに対する啓発、安全マップということ

で、今後も検証しながら進めていきたいというふう

にして考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 先ほどの住宅使用料滞納

の件についてお伺いしたいのですけれども、昨日出

していただいたものによりますと、滞納期間別内訳

が１２年間とか１０年というかなり長い期間滞納さ

れているということなのですけれども、これらの滞

納している方が現在も入居しているのか、５年以上

の方について入居されているのか、ちょっとお伺い

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 少々お待ちください。 

 今、資料が手持ちにないということで後ほど。 

 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） １０番和田委

員の御質問でございますが、１２年前の８１万４,

７００円の方につきましては、今現在入居はされて

ございません。退去されております。たしか記憶で

は２年前かなというふうに記憶しておりますが、１

２年前の方については、今現在退去をしているとい

う状況です。さらにつけ加えますと、今この方につ

いては毎月の分納をしていただいているところであ

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） 大変申しわけ

ありません。５年以上ということで言いますと、最

高額の１２年前の方は、今お話のとおりでありま

す。５年前に限って言いますと、今現在ほとんどの

方が入居されている状況であります。さらにつけ加

えますと、これらの方に全く何もしていないわけで

はもちろんありませんで、現実に住んでおられます

ので、少なくとも１年間に新しくかかってくる家賃

は当然のことでございますが、それプラス過年度の

分の収納を今かけているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、歳入の質疑を

終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、歳出の質疑を行
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います。 

 歳出につきましては、先ほど申し上げましたよう

に、款ごとに質疑を行います。 

 最初に、１款議会費の６０ページから、２款総務

費の９３ページまで、一括して質疑を行います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ６５ページの電算化推進費

のところで、ＬＧＷＡＮ設備保守というのですか、

電算化の推進費のとことろですけれども、ここのと

ころが２９万２,５７２円ということで、１８年度

の予算は４８万６,０００円、何万ぐらいだったら

わかるのですが、１９万４,０００円、予算は４８

万６,０００円でしたが、今回の保守についてはこ

の金額で終わっているということなのですけれど

も、どういう理由で、では、ほかのももっと安くで

きたのではないかと思ってしまうのですが、ここの

ところ、この予算に対しまして１９万４,０００円

も、約半分ぐらいの金額で済んでおりますけれど

も、これはどういったことでこういうあれなので

しょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） ちょっと手元に当時

の積算資料がございませんので、後ほど御報告いた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、よろしいで

すか。 

 ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） 今のに関連して質問させて

いただくのですけれども、いわゆる電算化を推進し

たということで、情報化の推進ということで成果表

のほうにも書いてありますが、これの導入に当たっ

ては１,７００万円という非常に高価な機械であ

り、また、その後の保守においても約８００万円以

上の保守点検料がかかりますが、まず１点目がこの

保守料、これは毎年同額、もしくはこれに相当する

金額が保守料としてかかっていくのかどうかお伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） この導入に当たりま

して、そのシステムを健全に維持していくために

は、折々にある程度、例えばＯＳ側の更新がある周

期で来るとか、制度改正などがあった場合、若干の

システムの変動があります。その関係で、保守料も

若干の年間変動があるということで、若干数値の増

減はあります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） 若干の増減ということは当

然あるでしょうが、大幅にソフトが入れかわるとき

は大きく変わるでしょうし、そうでないときはそう

でないとしても、約８００万円ぐらいの保守料は毎

年かかると考えてよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） そのとおりです。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） それでは、それを踏まえて

お聞きいたしますが、いわゆる導入に対しまして

１,７００万円、また、年間の保守料が８００万円

強ということで言いますと、簡単に申しますと、導

入は別といたしまして年間約１.５人工ぐらいの人

件費等々の保守料がかかるということになります

が、これによってどの程度の人的換算といいましょ

うか、人工換算になりましょうか。それの効果が図

られて、それらが人件費等々にどのような形で反映

されていったのかをお聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） この保守料に関しま

しては、いわゆる人工換算できる作業部分と、あ

と、機械を保守する上の保険料的な要素が含まれた

保守料になっています。それで単純に、職員が直接

その業務に当たる場合ということに、すんなりイ

コールという形にはならない部分がかなりございま

す。そして、当然にこういうシステムの関係につき

ましては、システムエンジニアリングという部分の

特殊技能が必要になりまして、それを職員に置きか

えた場合という想定が私どもではかなり困難なこと

かなと。 

 そして、そういう特殊技術を持っておられる方に

つきましては、業界の標準単価というものがござい

まして、我々一般の事務屋の人工計算ということで

は、なかなか換算ができない部分があるかなという

判断をしております。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） 済みません、私の聞き方が

まずかったのか、質問で聞いたことと答えが全く違

うのですけれども、保守がかかるのは仕方がない、

わかります、これは技術的なことですから。私が言

うのはそういうことでありません。年間に８００万

円かかるわけですよ。さらに、導入にはこれだけの

大量のお金がかかったわけですよね。一般的な企業

で言うと、ＪＲにしても何にしても機械化をするこ

とによって、そこで切符を切る人は削られるわけで

すよね、それを聞きたかったのです。この機械を導

入したことによって、どれぐらいの作業効率が上

がって、それが人工換算にするとどういうふに反映

されたかを教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） 電子技術に基づきま
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すいろいろなシステムにつきましては、新たな需要

といいますか、電子技術を持ってして対応する事務

というものがございまして、この手法によってしか

できないというサービスがかなりあります。それ

で、それを直接何人分効率化できたかというところ

が、かなり難しいものがあります。例えば、住基

ネットシステムですか、あれでいろいろな交付措置

をするなどというサービスがございますけれども、

あれは従来の形の人が行うという想定で、そういう

人手で行うという前提で設定されたサービスではご

ざいません。同じように各部署、税務とか住民窓口

業務、それから介護とかいろいろなシステムを運用

する上で新たな電子技術に基づいたサービスという

ものがございまして、それが果たして何人工の業務

改善につながっているかという、そういう効果の検

証は行っておりません。かなり難しい部分がありま

して、行っていないのが現状です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） わかりました。 

 いわゆる新総合計画行政システムに関しては、こ

のハード及びソフトを用いなくてはできない新たな

サービスということで認識させていただいてよろし

いですね。わかりました。それはそれでよろしいで

す。 

 電算化及び情報化の部分に関して、この款でふさ

わしいのかどうかわからないのですけれども、いわ

ゆる一般職員のパソコン等々というのは、いろいろ

な形でノート型でありますとか据え置きであったり

とか、それはよろしいのですけれども、その中で今

ＬＧＷＡＮを組みながら、各庁舎内のメールを回し

たりですとか、それから町長なり部局の連絡をして

いる。これは非常にすばらしいことであり、情報の

共有ということではいいと思います。 

 １点ちょっと気になるのですけれども、あくまで

もこれは私物ではなく、公の機械であるということ

から、まず１点はセキュリティ上の問題で、ネット

等々につないでいるということであれば、このセ

キュリティをしっかりしてもらいたい。間違っても

情報共有ソフト、いわゆるウィニーのようなものは

入れない、入れていないと思いますが。 

 もう１点、よく市販の機器というのは、プラスで

すけれども、ダウンロードをしてゲームができるよ

うになるのですけれども、間違ってもこのようなこ

とを就業中に行っている人はいらっしゃいません

が、休憩時間も含めて、役所のパソコンの中にゲー

ムソフトが入っているなどということはないとは思

いますが、その点１点を確認します。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） ゲームソフトの関係

ですけれども、実は通常のパソコンを業務用であろ

うと購入した場合、おまけソフトという形で、若干

のゲームソフトが添付されております。これはあえ

て削除行為をしない限り搭載されたままになってお

りまして、昼間の休憩時間しか今現在業務を休む時

間はありませんけれども、その時間の余暇で気分転

換のために若干の利用があるかもしれません。それ

は、実は点検しておりません。御存じだと思います

けれども、カードを使用したりするゲームがありま

すけれども、今後、勤務時間中に業務以外のパソコ

ン利用をしないように徹底を図りたいと思います。 

 また、私物化と見られるような傾向が見られまし

たら、適時指導して改善していきたいと思っており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ７５ページ、生活安全対策

費のところでございます。 

 ここが７９７万３,９６０円ということで、予算

に対しましてマイナス５２万４０円、こうなってお

ります。これは６団体を統合しまして、ことし１８

年４月ですか、生活安全推進協議会を設立をしたわ

けなのですが、そこの中で１年の成果のほうをいた

だいておりますが、防犯の発生が逆に昨年と比べま

して１６件、８１件見ております防犯の発生件数

が。それでどうなのでしょうか、それに統合します

ことについて消耗費が４倍ぐらい、これは設置に向

けて１８万８,１８３円がかかったかと思うのです

けれども、こういった組織を見直すことは必要だと

は考えますけれども、この弊害というものが出てい

るか。弊害というのはどうでしょうか。弊害が出て

いるのではないなかというような、逆に犯罪件数な

んかも起きたりしているものですから、そこら辺は

どのようにお考えなのか、ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ２番村上委員の御

質問でありますけれども、生活安全推進協議会に対

する負担の関係だと思いますけれども、これにつき

ましては平成１８年４月から生活安全推進協議会と

いうことで、各町内から会費を徴収いたしまして、

交通安全部、地域安全部、女性部ということで、総

合的な生活安全対策に努めていただいているところ

でございまして、犯罪の件数につきまして今手元に

ございませんですけれども、これらにつきましては

民間ということで独自に活躍されているということ

で、今後におきましてもますます協力いただきまし
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て防犯対策に努めているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 六つを統合されたというこ

とですので、１年たったわけですけれども、こう

いったことをしたときに効果があらわれる、効果的

にということもあろうかと思うのですけれども、そ

れによってまた逆に１６件もふえているというのは

いかがなものかということで、今持っていらっしゃ

らないということで、後で教えていただきたいと思

いますけれども、その検証が必要でないでしょう

か。六つを統合したことによって、効果的な面もあ

るかもしれませんけれども、この予算から見まして

５２万４０円少なくおさまっているというか、使っ

たというかあれですけれども、その弊害面をどのよ

うに、そこら辺はどうなのでしょうか。検証という

のは必要だと思うのですけれども、いかがでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 村上委員の御質問

でありますけれども、私といたしましては、弊害と

いうようなことでは思っておらないところで、これ

につきましても、あくまでも地域の皆さんのボラン

ティアという形の中で推進いただいているというこ

とで認識しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ６９ページの庁舎施設等の

管理費ということの関連でございますけれども、昨

日、平成１８年度の施設燃料使用料調書をいただき

ました。その中で、例えばＡ重油は、最高と最低の

ところでは９円９銭の差があります。それから、Ｌ

Ｐガスから言えば１０円５５銭ということでござい

ます。それぞれ入れる時期だとか、入れる場所等に

よって若干の差異があるのはいたし方ないと思いま

すけれども、私も昨年の決算特別委員会でＬＰガス

の関係、一番高い南プロパンさんと、ほかの業者の

差というのは１１円８銭ありました。これを何とか

解消に努めていただきたいということで、１７年度

の決算特別委員会で申し上げましたけれども、今回

も同じようにＬＰガスは、南プロパンさんの平均１

立方メートルの中では３８８円４７銭、ほかの業者

は３７７円９２銭ということで、その差は１０円５

５銭あるのです。 

 いずれにしても、これを解消するということで、

昨年の決算特別委員会で努力をするということに

なっておりましたが、庁舎管理の関係の燃料費は、

昨年は４０１万円でしたが、今回は３３５万円とい

うことで大幅に軽減されてきております。したがっ

て、ＬＰガスの関係についての昨年の決算特別委員

会以降、１８年度の予算執行の中でどのような形で

されているかということでお聞きをいたしたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川雅一君） ９番中村委員の今の御

質問でございます。 

 １７年のときにも委員からの御指摘がございまし

て、実は１８年度の決算におきまして、そのままの

状況の形になってございます。現実的に町内業者と

いうことで、いろいろな面でお話をさせていただき

ながら、余りこちらのほうから積極的に単価的なも

のというお話はされてございませんけれども、本年

度に入りまして、実は１９年になりましたけれど

も、いろいろと業者の方々にお話をいたしまして、

言葉は適切でございませんけれども、何とか標準な

価格で対応していただく方向にならないかというこ

とで、実はお話をさせていただいている状況でござ

います。 

 その中で、今前向きに進み方も対応していただく

ように、実は本年度ですけれども、そういうことで

調整をさせていただいているという状況でございま

して、１８年度、おっしゃるとおり、その差があっ

たということは事実でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 現実に平成１７年度、私は

数字を上げて、Ａ重油の関係、灯油の関係とＬＰガ

スの関係を質問させていただき、その方向で何とか

するということで、言うなれば価格を統一すれとい

うことではないけれども、前回は１１円８銭の差を

何とか縮めるようなということですけれども、現実

には１０円５５銭ですから、４８銭くらいは安く

なったかなという感じはするけれども、どうもほか

の業者との開きが余り多すぎるものだから、現実の

問題として積極的に下げれ下げれとは言えなかった

面ということでございますけれども、貴重な財源の

中での需用費ということでございますので、何とか

今年度はもうちょっと大幅値下げのための最大限の

努力をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川雅一君） ただいまの御質問でご

ざいますけれども、こちらのほうとしても貴重な財

産でございますので、最大限努力をさせていただき

たいというふうに考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 
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○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） ６５ページ、総務班渉外経

費の交際費の部分でちょっとお伺いをいたします。 

 昨日いただいた資料の中に、慶弔に関する町長交

際費の支出基準についてということで、この中に基

準が設けられていて、町民に対して３,０００円の

香典と。これは、以前は、１７年度までは香典並び

に参列ということで対応していた部分があるかと思

いますけれども、１８年度に改正されまして、裏表

印刷してあるのですけれども、４月１カ月でさらに

改正されていると。そういった部分で、どうしてこ

の部分が１カ月で改正されたのか。ここを見ると、

職員の配偶者の同居の父母を含むという新たな項目

が追加されている部分かなというふうに理解してお

ります。 

 それともう１点、町長交際費の支払い調書の中

に、町民に対して３,０００円の規定があるにもか

かわらず１万円の香典が支払われていると。このこ

とに対して、どのような理由でこのようになってい

るのかお伺いをいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川雅一君） ３番岩田委員のまず一

番最初の質問の内容でございますけれども、委員

おっしゃるとおり、職員の配偶者並びに父母に関す

る部分で不合理があったということで、一月間でご

ざいますけれども訂正をしたということは事実でご

ざいます。 

 １万円の件が今ちょっと見当たりませんので、時

間をいただきたいというふうに思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） 今御質問の１万円の

件につきましては、黒塗りしてございますところを

ごらんいただいていると思いますけれども、近隣の

管内市町村関係のおつき合いの中で設定されており

まして、同時に、この１万円を支出した相手につき

ましては上川町の元名誉町民、失礼しました、今見

たところ、何件か１万円というのがございます。こ

れは、町村間のおつき合い関係でございまして、そ

の都度判断するという項目を適用して、近隣のおつ

き合いの中で不均衡が生じないようにという配慮を

した香典料となっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 最初の質問ですけれども、

どういう理由でこういうふうに盛り込まれたのかと

いうことをお聞きしたのですけれども、そういうお

答えではなかったので、再度質問をさせていただき

ます。 

 それから、町民に対しての１万円の香典というこ

とで何件かあるので、町内に住んでいるけれども町

外関係の方だということで理解していいですか。そ

の当時、町外の方で、そういう有識者であったとい

うことで理解してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） 特例として、金額が

定められたもの以外で支払っているものについて

は、基本的に町外のおつき合いになります。加え

て、特別な事情がある限り、町内の方についても配

慮が必要な部分、特例として配慮している場合もあ

ります。 

 それから、５月１日付の改正に伴います配偶者の

同居の父母を含むという追記事項につきましては、

同居している場合、職員と同一の家計を担ってい

る、また、理事者側としても、直接雇用している職

員に対して儀礼を尽くす必要があるだろうというこ

とで、この特例的な付記事項を摘要欄に加えて改正

をしております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） ただいまの協議して決める

ということで、一部理解いたしましたけれども、配

偶者の父母を含むということで１カ月足らずで改正

されたということは、職員に対して、内部に対して

は手厚く盛り込んだと、しかし、一般町民に対して

は廃止したと、こういうことで、一般町民の差と職

員の父母、子供に対しての差、この点については、

一般民間企業であればそのような判断もあるかと思

いますけれども、町長として、首長として、どこに

その差があるのかという点で、私はちょっと理解で

きないのですけれども、その点もう一度お伺いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 交際費の支出基準の関係

についてでありますけれども、町長は行政長でござ

いますので、町民の方々の関係するおくやみについ

ても、今までは御案内のとおり、その会場まで出向

いていたのが実態でありますが、なかなか結果とし

てそうできないことについて御理解いただいている

と思いますが、決して町民の方と職員の格差をつけ

るつもりで、私どもはこの基準を是正したわけでは

ありません。町長自身も、実際に町の行政長として

職員を雇用、任命権者でございますので、そういう

関係で生計の同一の方々に儀礼的に配慮しなければ

ならないものについては補足するということでござ

いまして、３月の改正を４月以降適用しましたが、

なお、さらに補足するものについて、今申し上げま
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したような付記をもって５月から一部修正をしたと

いうことであります。 

 繰り返しますけれども、この基準は万能でござい

ませんので、今後ふぐあいがあれば、そのふぐあい

をどう改善したらいいのかについて十分協議をし

て、交際費の支出のあり方について適切に対応して

いきたいというふうに考えているところでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） ただいま副町長のほうか

ら、ふぐあいがあればということでお話がありまし

たので、私も通夜、葬儀に参列していて、参列され

た方から町長はきょう来られるのかと、来られるの

か来られないのかという質問に、私も、いや、わか

らないということで、ほとんどの葬儀参列が町長の

席をあかせて待っていると。そんな中で、葬儀員も

出席してくれるのかくれないのかわからないと。 

 そんな中において、町長は一般町民であって、プ

ライベートで参列されていることも当然あると思い

ます。そんな中で、そこをきちっと規定として設け

るのであれば、きょうは公務ですよと、きょうはプ

ライベートですよと、そういう線引きをきちっとし

て、葬儀員にそれを知らせるということをしなけれ

ばいけないというふうに私は思います。 

 また、プライベートで出席されるのであれば休暇

をとって、私用車に乗って参列すべきではないかと

いうふうに私は考えますけれども、その辺、町長は

どのようにお考えかお伺いをいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） プライベートは、そのとお

りだと理解しています。 

 私の場合、休暇届だとか休暇というのはありませ

ん。特別職の場合は服務規程がございませんので、

休暇届だとかそういうものは一切ございません。た

だ、私用で動くときは、委員おっしゃるとおりだと

いうふうに思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 何回もくどくなりますけれ

ども、そこで葬儀員に知らせる知らせないというこ

とが必要であると私は考えますけれども、その点に

ついてはいかがお考えなのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 私のほうからお答え申し

上げますが、いずれにしてもいろいろ議論の経過が

ございまして、最終的にそれぞれの会場で余り大き

な混乱もないようにということで、いろいろ住民会

長を通じましてお話申し上げましたり、それから、

最終的には町広報で少しお知らせをさせていただい

たところであります。 

 皆さん御承知かと思いますが、町の表彰条例に基

づきます自治功労者については、町長が一応公務と

して出てまいりますということを私どもは申し上げ

てございます。余りこういう内容のものについて

は、それ以外は出ないという説明の仕方がいいのか

どうかわかりませんが、いろいろな諸般の状況、時

代の流れを御理解いただいていると思いますので、

今、委員がおっしゃられるように、それぞれの葬儀

会場で大きな混乱になっているということであれ

ば、もう少し十分な配慮をするように努力したいと

いうふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ８３ページ、自主防災組織

育成の関係でございます。 

 平成１７年３月３１日に上富良野町の地域防災計

画ということが全面改定をされました。したがっ

て、業務の大綱の中で、町民及び事業所の基本的責

務ということで、平常時の備えと災害時の対策とい

うことで出ています。したがって、平常時の備えと

いう中では、自主防災組織の結成ということがなっ

ております。私は、地域防災計画の以前のやつが非

常に非現行だということで指摘をして、これが全面

改正の今、作業を進めているのだというようなこと

でございました。 

 したがって、自主防災組織ということで住民会単

位でつくるということで、先般の１１月５日の住民

会長懇談会の中で、この問題の規約だとか、いろい

ろなひな形が出されておりました。その中で、２５

住民会のうち２３住民会が組織化をされているとい

うことの報告がありました。したがって、それであ

れば、平成１７年の全面改定の１７年３月３１日以

降、１７年度に自主防災組織結成が何住民会、１８

年は何住民会、そして今２５のうち２３ができたと

いうことですから、まだ未組織のところは２住民会

があるだろうと思いますが、その住民会名もあわせ

てお願いをしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） 中村委員の御質問に

お答えいたします。 

 委員のおっしゃるとおり、現在２３の住民会で自

主防災組織が組織されております。ただ、この自主

防災組織の活動実態はというと、一番最初に組織さ

れたのが、１７年改定前の防災計画策定時期の昭和

６２年から平成５年までの期間に、防災計画に基づ

いて各住民会単位で組織することを奨励いたしまし

た。まず、６２年から数年間、これは３年間ほど

だったと思いますけれども、補助金という財源を支

給いたしまして、その財源をもとに住民会単位で自
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主防災組織を結成するようにという奨励をいたしま

した。その結果、その時点で、平成５年までに２３

住民会が組織されております。残る２住民会が現在

なお組織されておりません。この住民会につきまし

ては、東中住民会、旭野住民会の２住民会がまだ未

組織ということになっております。 

 それで、平成１７年の全面改定の計画に基づきま

して、現行いろいろな地方で大規模災害が起こって

おります。その対応なども教訓といたしまして、組

織済みの２３組織につきましても、新たに活動を

もっと明確にして組織力を高めようということで、

１８年以降ですか、住民会に積極的に呼びかけまし

て、組織改編、それから未組織の２住民会も加えて

全住民会に自主防災組織が結成され、もしくは再編

成されて活動を促進したいという趣旨で、住民会の

会議の折々にいろいろな資料を提供するとともに、

出前講座なども要請があれば出向きますということ

で啓発を続けております。 

 今回の１１月５日に開催されました住民会長懇談

会の折には、さらに具体的に規約のもうちょっと細

かい、従来まで本当のモデルパターンしか示さな

かったのですけれども、今回示したパターンにつき

ましては、上富良野町に即した形でもうちょっと加

工してわかりやすく、それと同時に、自主防災活動

の計画のひな形もお示しして、全般的な見直しに入

りやすく、そして新たな二つの組織結成を促す趣旨

で今努力しているところです。 

 その呼びかけにこたえていただきまして、ここ

一、二週間の中で具体的に検討したいので指導して

いただきたい。それから、住民会の会合を持つの

で、そのときに資料などを添えて役員だけでもまず

説明してくれというような呼びかけがございまし

て、今のところ３住民会から具体的な動きが始まっ

たという情報が入っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私は、旧の地域防災計画を

見ると、いろいろな固有名詞や個人の名前も入って

おりましたけれども、それが現行維持されていない

と。今回の改定の中では、防災対策委員の役職等で

入っていて、名前が入ってなくて、いつでもそうい

う状態だということでは理解できたのだけれども、

今の６２年から平成５年までということで２３住民

会ができたといっても、その後、１３年もたってい

れば役職は変わるわあれだということで、現行維持

がされてないということで、今改めて再編成をしよ

うという動きだろうなという気がするのです。 

 したがって、非常時の備えということで自主防災

組織の結成、もう一つは災害時の対策ということ

で、自主防災組織の活動ができる体制をとっていか

ないと、ただ形だけ住民会の役職でいろいろ名前を

つけるということは適切でないなということでござ

います。 

 したがって、今、３住民会が検討をしているとい

うことでございますので、一次防災組織が１９年度

中に何とかしていくための努力、今までの反省の上

に立ってやっていただきたいということで要望して

おります。 

○委員長（長谷川徳行君） 要望だけでよろしいで

すか。 

 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） 今、温かい言葉をい

ただきましてありがとうございます。 

 実は２５の住民会、１９年度中にということは

ちょっと困難がある部分が、実はせんだっての住民

会の懇談会でもお話ししております。それで、本年

度につきましては、ある程度今回の呼びかけに反応

いただいたところを重点的に、今モデル的に組織立

てを強めて、できるだけ早急に２５住民会すべてに

自主防災組織の活動組織を定着化していく予定と

なっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 中村委員、よろしいで

すか。 

 ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） 今の自主防災組織のところ

でちょっと教えていただきたいのですけれども、１

８年度と言ったのか１９年度と言ったのか、ちょっ

と記憶ではっきりしないので教えていただきたいの

ですけれども、旭町地区のほうで自主防災組織を結

成されて、非常に頑張っている住民会がありまし

て、そこに消防を通じてだと思うのですけれども、

いわゆる大きな補助金が採択されまして、行ったの

がこの金額だと思っているのですけれども、これは

１回だけなのですか。例えば、今言うように、残り

ある四つが仮にできたとして、全部できて２４つ

で、我々も同様、もしくはそれ以上に頑張るという

ような事態が生じた場合に、いわゆるこれは宝くじ

か何かわからないですけれども、そういう補助金、

別立てがあるのかないのかちょっと教えていただき

たいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） 旭住民会のほうで適

用された事業につきましては、自治宝くじの財源を

いろいろな地域活動に交付するという制度を使っ

て、１００万円の交付金をいただいて、町を経由し

て住民会に補助するという形で支援しております。

これは、消防庁のほうで呼びかけている組織育成の

ための手段なのですけれども、この事業につきまし
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ては、年間で全国でもごく限られた対象しかありま

せん。それで、上富良野町は一度受けますと、恐ら

く二度と受けられないという性質の事業になってお

ります。 

 また、別に地域活動をいろいろな支援する手だて

もありますが、今のところ外部からの財源を当てに

してできるものはないかなと。それで、可能性とい

たしましては、今、住民会の活動を奨励する町の単

独補助事業がございます。これは、所管するのは町

民生活課の自治推進班のほうで所轄する補助事業な

のですけれども、これをうまく活用して年間１００

万円ほどの補助枠がございます。これは執行状況を

見ながら、また、運用すべき適切な事業があれば、

御相談いただければそれなりに対応できるかなとい

うことで考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にありませんか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ７５ページの生活灯電気料

補助のところでございます。３５１万２,９００円

のところですけれども、これは８４町内会で１,０

０８灯の電気料の補助でございますけれども、こと

しは第２種のほうが七つ新設して、そのかわり四つ

撤去したと。今、あさひさんがありますところ、あ

そこが本当に暗くて大きな事故もございました。そ

れで、予算から見まして４０万円ぐらいマイナスに

なってはいるのですけれども、この生活灯、町内会

で少しは補助をしなければ、町内会も一部負担とか

はあるのですけれども、生活灯の設置につきまし

て、１基つけるのにはどれぐらいの費用がかかるも

のなのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ２番村上委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 生活灯電気料の補助につきましては、町内会で維

持管理していただいておりまして補助するものでご

ざいまして、第１種、第２種に分けてございまし

て、特に第２種につきましては、新設につきまして

は１基約１０万円程度ということで補助しておりま

して、補助につきましても電気料金は５０％、修

理、移設、新設につきましては５０％の補助という

ことで、２種でありますけれども８６６灯で補助し

ているところでございます。１灯約１０万円でござ

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） それでしたら、４０万円

残っているわけですね、予算の額から見まして。そ

うしたら、１灯ぐらいはつけれるのではないかと、

こんなふうに考えるのですけれども、何せ暗い、本

当に大きな事故がありました。御存じだと思います

けれども。それから、高校とセブンイレブンのあそ

この交差点とか非常に暗いところ、優先順位はどの

ようにして決めていらっしゃるのでしょうか、

ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（服部久和君） ２番村上委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 基本的に予算が余ったから、うちのほうでここに

つけるという性格の補助金ではございません。各町

内会で御希望されるところに、うちのほうは補助金

をつけるという形です。ですから、あそこが暗いな

と思っていても、町内会の皆さんが町内の財政状況

を含めて考えて、やっぱりここにつけなければなら

ないといったときに初めてうちのほうに申請が上

がってきますので、うちのほうはいつでも間口をあ

けてお待ちしておりますので、予算がある限りは希

望に沿うように補助金を出している状態でございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 例えばということで、４０

万円残ったからどうということでありませんけれど

も、今つけてほしいという要望なんかは出てないの

ですか。今のところ、その状況はいかがなのです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（服部久和君） 村上委員の御質

問にお答えします。 

 新設したいという希望があれば、うちの窓口のほ

うに来ていただければ、その都度補助金いいですよ

ということで設置するような形で進めております。

ただ、予算に限りがありますので、そのときは次年

度にしてくださいということは言いますけれども、

予算のある限りは町内会が申請するとおりに進めて

おりますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 午後１時まで、昼食休

憩といたします。 

──────────────────                

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

──────────────────                

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開し、質疑を続けます。 

 その前にお願いがございます。 

 当初、一般会計終了後、全体質疑を予定していま

したが、今までの質疑の状況を見ますと十分質疑が
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されておりますので、各款ごとの質疑を終了し、全

体質疑は行わないので、その旨皆さんに御協力を願

います。そのために、各款ごとに十分な質疑をされ

ますようお願いいたします。 

 なお、町長は、他の公務のために午後３時に退席

しますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、質疑を続けたいと思います。 

 先ほどの２番村上委員の質問に対しての答弁をい

ただきます。 

 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） 先ほど、２番村上委

員からのＬＧＷＡＮの保守に関する委託料の支出結

果についての御質問がありました。答弁がおくれま

したけれども、ただいまから御説明申し上げます。 

 予算段階で４８万６,０００円を組んでございま

した。この予算の内容につきましては、通常の設備

保守のほかにＵＰＳという無停電電源装置、これは

緊急の電源が断たれた場合、多くは事故停電といっ

て電力会社から電力が来なくなってしまうようなと

きに、かわりに蓄電池を使って安全にシステムを

シャットダウンする、安全にとめるための電源補給

をする装置がございます。これが鉛を中心とした蓄

電池を使っておりまして、御存じの方は多いと思い

ますけれども、これは時間がたつに従って劣化をし

ていって、ある時点で供給電力が急激に低下すると

いう性格を持っております。これはメーカー指定に

なりますけれども、３年ごとに点検をして劣化度を

判断して更新しなさいという規定がされておりまし

て、そのための予算として１９万円ほど、例年より

上乗せして予算化しております。 

 ただ、結果として、劣化度試験を行ってもらった

結果、それほど劣化が進んでいない。この原因とい

たしましては、私ども管理所管で知る限りでは事故

停電という、急激に電力が供給されて、バッテリー

側から、蓄電池側からの供給でシャットダウンとし

たという事例がございませんでした。ということ

は、いわゆる通年の経年劣化、時間がたてば劣化が

進むという部分だけだったということで、まだしば

らく持つと、そういうことを決断いたしまして、本

年度、１９年度も交換をしないという、１９年度の

予算にも計上しておりません。それで、結果として

１９万３,０００円ほど予算額から減額された執行

となっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ２番村上委員の先

ほどの生活安全対策の中で、犯罪発生件数が１７年

と１８年で１６件ふえているということでの質問で

ございますけれども、これにつきましては富良野警

察署からの報告でありまして、内容につきまして

は、自転車盗み、車上ねらい、自販機荒らしなどが

ふえているということで、統計上の数字でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、質疑に入り

たいと思います。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ６７ページの関係で、情報

管理の関係でお尋ねいたしたいと思います。 

 私、再三、町民の情報提供コーナーを利用して、

いろいろな形で資料収集なり状況確認等を行ってま

いりました。それで、このことについては、できる

だけ現行維持というようなことで、例えば会議が終

われば会議録の掲示をするというようなことでお願

いをしてまいりました。しかし、今回、例えば教育

委員会の会議録、第８回教育委員会が１９年７月２

５日に行われています。この後、８月、９月、１０

月は恐らく会議録を次の委員会で閲覧し、署名をす

るということになっているからあれですけれども、

現実に７月２５日の第８回以降の会議録がないとい

うことで、その後、開催していなければいいのです

よ。その点の確認をしたいのと、それから農業委員

会の会議録、平成１９年３月２８日、第２１回の農

業委員会会議から以降ないのです。これもそれ以

降、開催されていなければいいのですけれども、

私、一般質問やそれから議案審議の関係で、これら

の情報提供をきちっとやってほしいということでお

願いし、それに答えて、町長、それから当時の助役

等が課長会議等でその点を徹底しなさいということ

で、課長会議の会議録に載って、総務課関係はき

ちっとなっているのです。僕は、ほかのほうは見る

時間がなかったから見なかったのですけれども、そ

ういう点で、開催されていないのならいいのですけ

れども、開催されているのならどういう意味でおく

れているかということも含めて答弁をいただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川雅一君） ９番中村委員の情報提

供コーナーの情報提供が不備であるということでご

ざいます。 

 今、教育委員会が来ておりませんけれども、再三

委員から御指摘ございます。情報管理担当は総務課

になってございますので、再三の御指摘に対して大

変申しわけございませんけれども、今後はその内容

を再点検して、また、各教育委員会等にもお話を徹

底して、今後そのような体制のないように進めたい

というふうに思います。 

 総務課といたしまして、情報管理担当でございま
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すけれども、みずから各担当課のほうで整理をしな

ければ、幾ら管理班、管理のほうといってもちょっ

と状況的には難しくなりますので、各担当課のほう

に今後徹底して図りたいというふうに考えてござい

ますので、そのような対応を進めたいというふうに

思いますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） 中村委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 農業委員会といたしましては、会議等を実施して

おります。その中で、今御指摘がありました公開に

ついて、情報等を提出していないということであり

ますので、今後迅速に整理をした中で提示していき

たいと、このように思っております。申しわけあり

ませんでした。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 教育委員会の関係も開催さ

れていると思うのです。今までの例をずっと見てみ

ましたら、毎月１回開催されてということなので、

その点、とりあえず所管の課長がきっちり掌握をし

ていかないと、確かに附属機関等も含めて総務課の

情報班のほうでやるということは大変な作業なのか

なという気がいたします。したがって、それらの徹

底をしていただきたいということと、もう一つは、

会議録はぴしっとなっているけれども、いつ情報

コーナーに出したかという日にちを何とか入れるよ

うな形で、そうすると、例えば教育委員会の関係

で、７月から行って毎月なり半月に１回は来てはあ

そこを見ていても、いつ出されてきたかということ

の確認ができないのですよ。ですから、あそこの情

報コーナーに提供した年月日を入れてもらえれば、

この会議はこの日にここへ提示されたのだなという

ことで理解ができるもので、その点、一つの確認方

法として、できればお願いをいたしたいということ

です。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川雅一君） 今の中村委員の御質問

でございますけれども、今後その足跡、わかるよう

な対応の措置をしたいというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） ７３ページの自衛隊の基地

対策に係る部分でちょっとお伺いしますが、富良野

地方自衛隊協力会補助並びに上富良野支部の補助が

このようになっておりますが、町長の昨日いただき

ました歳費等々を見ても、非常に協力体制を十分に

図っているところが見られますし、この部分は非常

に大きな成果があらわれていると思いますが、まず

最初に１点お聞きしたいのが、この部分が今後とも

継続的にしっかりと、町と駐屯地とのかかわり合い

をより深いものにしていかれるかどうか、まずお聞

きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川雅一君） 金子委員の今の御質問

でございます。 

 当然ながら駐屯地とのかかわり方を図っていきた

いというふうに思います。ということでございます

けれども、ございますというよりも、そういう状況

でなければ、今後、町の財政的ないろいろな部分の

対応の仕方ですとか、協力関係も当然出てくる部分

もたくさんございますので、そういう面につきまし

ては、十分に今後も対応していきたいというふうな

考えを持っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） 今の答弁を踏まえてになり

ますけれども、１７年度からだったと思いますけれ

ども、いわゆる自衛隊のあり方、規模が変わって、

あのときはオール北海道として、北方の守りという

か防衛を西方に移さないように、北海道全体として

札幌の大会に集まった記憶がありますが、やはりこ

れからは道内の中でも言葉が適切かはわかりません

が、綱引きが恐らく始まってくると思いますので、

私はやはり半世紀以上にわたりまして、基地と町と

の関係が非常にすばらしく構築できているものと考

えておりますし、今後も日本一よりよい関係を目指

していく町として、この部分をしっかりと町のある

べき姿として予算措置を今後とも図っていくべきと

考えますが、町長その辺はいかがお考えでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ７番金子委員の御質問に

私のほうからお答えいたします。 

 ただいま活動については総務課長から申し上げま

したように、この組織の目的が十分効果を残せられ

るように活動に努めたいと思いますし、今、極めて

大変重要な時期でございますので、町長はもちろん

のこと、この沿線が足並みそろえた状況、中央行動

をとっているところでありますし、それらの活動を

十分支えられるような予算の枠組みを当然考えてい

るところでありますので、御理解いただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にありませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ６５ページの行政改革推進
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に係ってお伺いいたします。 

 ここで、自治基本条例の検討費用という形で、講

師謝礼という予算が組まれています。また、町では

行政改革の一環として、出前講座等の住民との情報

の共有、あるいは信頼関係を築くという点での出前

講座懇談会等が行われています。 

 お伺いしたいのは、この自治基本条例で検討会議

が、この間、決算の書類を見ますと８回開かれたと

なっております。また、この間いただいた報告書等

を若干目を通して見ますと、やはり今後この自治基

本条例をつくる上での多くの問題としては、住民と

の認識がずれない形で共有できる情報をお互いにき

ちっと持つ。また、それぞれのそういう中で、住民

や行政側もいろいろな知識を取り入れながら、お互

いにまちづくりの方向に対していろいろと資質の向

上も図らなければならないと、大まかに言えばそん

な感じなのかなと。この間、そういう課題があると

いうことで認識していますが、検討した中で改めて

お伺いしたいのは、今後どうしてもこういった非常

に急ぐということもないような気もしますが、十分

住民との合意も必要な問題だと思いますので、課

題、問題点が見えた部分があれば、もう一度確認し

ておきたいと思います。 

 それと、出前講座、懇談会等について、町民の方

に聞きましたら、最近役場も変わってきているとい

う話もやっぱりされています。いいという人もいれ

ば悪いという人もいるのですが、これは世の中の常

とは言いませんが、しかし、町長はこういった出前

講座、住民講座を開いてどういうまちづくりを、当

たり前の話というか、型どおりの話をしようとされ

ているのか。また、これにかかわって町職員の努力

というのはきちっと評価されているのか。特段に持

ち上げて褒めたたえよというのではなくて、きちっ

と評価して意識、あるいは物事を進める上で、お互

いがお互いを信頼し合わなければ、こういう問題も

住民との関係でも、町長と職員との関係でも成り立

たないと思いますので、そこら辺をもう一度、町民

の方々からも評価をされていますので、この点どう

いうふうに評価がされているのか、あればお伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 自治基本条例の関係であ

りますけれども、この先のことを考えると重要な仕

組みであるというふうに思いますし、地域の方々の

総意を結集する意味でも、条例の制定については意

味深いというふうに思っているところであります。 

 ただ、今、町民の方も含めまして、町長が成案を

得る非常に重要な時期にありますが、多くの町民の

方と温度差なく価値観を共有できるのには、まだま

だ時間もかけないといけないというふうに思うとこ

ろであります。これは組織内部についても同じでご

ざいますので、十分丁寧に時間をかけながら、しっ

かり全体で意志統一できるような形で進めていきた

いというふうに思います。 

 職員の取り組みにつきましても、一人一人が同じ

方向を向いて言動をとることによって役場全体の組

織の評価につながりますので、まだまだ十分でない

ところにつきましてはそれぞれ努力をするように、

内部的にもお互いが声をかけるように努めていきた

いというふうに思うところであります。 

 この自治基本条例の関係については、６名の町民

の方で構成する検討会議で一定の意見を町長もちょ

うだいしていますので、その段階で大きな課題、問

題点があるという、まだそこに至ってございませ

ん。これから多くの方に町の基本的な考え方を申し

上げる中で、いろいろな意見をいただきながら実現

できるその度合いも含めて問題等の整理がなされる

というふうに思うところであります。 

 いずれにしましても、職員がある意味ではエキス

パートにならないといけませんので、しっかり内部

の議論をしながら、また、議会もこの地域づくりの

大きな役割の一つでございますので、議会との関係

をどのようにしたらいいのかについても、今、内々

考え方等をすり合わせしなければならないと思いま

すが、いずれにしましても一定程度時間をかけて、

何とか５次総計のスタートにどのようにつなげられ

るのか、その点を一つ目標にしながら一歩一歩手順

を踏んで前に進めてまいりたいと思いますので、御

理解と御協力をいただきたいというふうに思うとこ

ろであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 自治基本条例につきまして

の米沢委員の御質問でありますけれども、今、副町

長が申し述べたとおりであります。 

 ただ、私、今年度の執行方針の中で、自治基本条

例につきましては１９年度中に制定するよう努力す

るという執行方針を述べさせていただきました。そ

の後、検討委員会等々の御審議をいただきまして、

答申もいただきました。しかし、検討委員会の中で

は非常に審議の中で、この自治基本条例の必要性に

ついてはわかるけれども、この条例というのは制定

すればいいというものでないと。住民が理解して、

町民が理解した上で対応しなければならない条例だ

ということを篤と御指摘を賜りまして、執行方針で

は今年度中というお話をしておりましたけれども、

今、副町長からもお話ありましたように、いろいろ

な課題の解決をしなければならない部分もあります

し、住民との議論もしなければならないと。広報も
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しながら、最終的にはパブリックコメント等々も考

えてはおりますけれども、そういう単純な形ではな

くて、住民の理解を得た上で、住民との調整を図っ

た上で制定をしていきたいということで、今、副町

長からお話ありましたように、第５次総計に向かっ

てどう対処し、どうつないでいくかということをも

視野に入れながら今後検討させていただきたいとい

うことで、まず、執行方針で述べておりましたけれ

ども、１２月定例議会に、次期定例に提出するとい

う段階にはなっていないということで、そういう気

はないということで、ひとつ御容赦いただきたいな

というふうに思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） まず、簡単なことなのです

けれども、７３ページ、企画一般管理費の中の負担

補助金交付金の関係です。 

 前、私は質問したのですが、開発道路白川美唄線

の期成会の関係です。それで、主要事業成果報告の

中の１７ページには、開発道路白川美唄線建設促進

期成会、今、参画している期成会ということで載っ

ております。したがって、私は、道や国の関係でこ

れが廃止になったということでお伺いをし、１６年

までは負担金があったけれども、１７、１８は計上

していないのです。それで、この中で言っているこ

の関係の活動が実際にされていたのかどうかという

ことでお伺いをいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番中村委員の白川美唄線

についての開発道路の件について、私のほうからお

答えさせていただきますが、さきにもお答えさせて

いただいたというふうに思っておりますが、この期

成会はそのまま存続されております。しかし、国の

ほうとしてはなかなか難しいというようなことでい

るわけでありますが、組織的には打ちどめ的な形を

とっておるところでありますが、ここ二、三年、私

どもが負担金を納めないで組織の会員としては残っ

ていると。この白川美唄線につきましては、清富の

ところで打ち切りになってしまったわけです。そう

いうことで、清富から美瑛までの道路につきまして

は、２車線でなくて１.５車線で終了させるという

ことで決着がついているところでありまして、上富

良野町としては２年ほど前からこの負担金は納めな

いで、対象となっております、東川、東神楽、美瑛

だったと思いますけれども、その地域の方々が負担

金を納めながら組織としては継続されている。しか

し、今、清富までの１.５車線が完了するととも

に、この組織というものも再度見直しして解散とい

う方向に進むであろうというふうに認識いたしてお

ります。 

 そういうようなことで、今、上富良野町としては

一切この組織の中には含まれていないということ

で、活動の中には含まれていないということで御理

解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 主要事業の中では、町の懸

案事業の推進、町民などから要望されて、国・道へ

の要望行動を各期成会や町独自で行ったということ

なのだけれども、今はやっていないということで理

解していいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 今、町長から申し上げま

したように、費用の負担はここ当分の間されていま

せん。ただ、活動については、構成員の一メンバー

として上富良野町も入っていますので、活動は要望

等についても調整つく限りは連携してやっているの

が実態でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） ７１ページの車両に関する

ことで若干お聞きしたいのですけれども、昨年、１

８年度に公用車両を１台購入されたということで、

これは全く問題ありませんし、安全に乗っていただ

ければいいのですが、これはあくまでも特定の人物

のものではなく、だれでも乗れますよということで

ありましたが、昨年度は一般の職員が何回ぐらい乗

られたのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川雅一君） 大変申しわけございま

せん。その統計数字は出していない状況でございま

す。１号車ですよね、申しわけございませんが、何

人乗ったという部分では。日誌を調べれば出てまい

りますけれども、総体的に数字というような押さえ

方をしてございません。申しわけございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） 公開日誌ではないですけれ

ども、日誌がもしありましたら、１９年度で結構で

すので教えていただきたいと思います。 

 そのことが問題ではなくて、それはよろしいので

すが、車両もこれからだんだんと廃止をしていった

り売却をしていったりしながら、全く入れかえはし

ないということにはならないと思いますが、原油高

のあおりもありまして、非常にガソリン、軽油が値

上がりしている現状でありますので、今後において

車両を更新する場合のためにちょっとお聞きしたい

のですけれども、今、非常に軽自動車の性能もよく

なりましたし、安全面も高くなったと承知しており

ますので、そういった入れかえに関しまして、今後

― 31 ―



 

においては軽自動車などを検討される余地がないの

かをお伺いいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川雅一君） ７番金子委員の御質問

でございますけれども、今、車両整備計画を立てて

ございまして、軽車両を含めて普通乗用車も低いク

ラスをということで、今、検討・協議してございま

す。実際今のところ、軽自動車も普通乗用車のｃｃ

の低いやつも金額的にそう変わらないような状況

で、逆に言えば軽自動車のほうが高いという一つの

情報も入っているものですから、そこのところを基

本的には町場で走るもの、それから旭川、富良野等

を走る部分もございますので、より安全なものを全

体的に考えて、その配車ということで今整備して進

める状況になってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他に。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ９３ページ、監査委員の活

動の関係についてお尋ねを申し上げたいと思いま

す。 

 主要施策の成果報告書の２２ページ、監査委員費

ということで、監査で、その中で補助団体等の監査

ということがあります。これは当然、上富良野高等

学校の平成１５年度からの関係等も入ります。した

がって、昨日、監査決定書というので、文書番号１

６と１９について資料提供をいただいたところで

す。その関係で、まず、１８年６月２日に行った文

書番号１６の監査決定書の関係についてお尋ねをい

たしたいと思います。 

 監査の結果ということで、それぞれ書いてありま

す。私が気になるのは、改正、是正、改善、指摘と

いうようなことがなくて、５番目に検討を要する事

項というのがあります。例えば、２番目の給食車の

扉のレバー、側面に穴があいているので対処策を図

られたい。これあたりは、その車両の日誌があっ

て、それで確認してこれがどうなったかということ

が、監査員の目を煩わす前にこのことが処理されて

いかなければならないのではないかなという気がす

るのです。そういう点で、対策を図られたいという

のだからあれだけれども、それがあるはずだと思う

のですが、その点どうなのでしょうかということで

確認をしたい。 

 それから、確認をする事項ということで、６番目

にじん芥車は後日事務局員で確認をすると。この監

査決定書の流れをずっと見ていると、車両の関係は

必ず職員が利用しているからいないケースもあるの

で。これはどうしようもないと思うのです。ですか

ら、例えば平成１７年６月２日の文書番号２８号で

は、出張中の車両３台、週１、１台、これは事務局

員で確認をするということなのです。ですから、今

回の文書番号第１６号でもそういうことになってい

るのだけれども、それであれば、確認した結果がど

うなのかということが出てこないと全然わからない

ですね。事務局に丸投げして、それでオーケーとい

うような感じが受け取れる可能性もあると思うので

す。 

 したがって、これは絶対的に車は動いております

から、そういう点で、これらの関係について処理す

ることが、言うならば監査結果の中で確認ができな

かったので後日あれした。この車両はかれこれどう

だったというようなことを出すべきだと思うのです

けれども、その点が日誌の関係等も含めて、この第

１６号について監査委員の答弁をお願いしたいと思

います。 

 それから、文書番号第１９、言うならば１８年６

月９日、これは上富良野高等学校の例の不祥事の問

題があって、２７万５４１円が返納された関係で

す。この中で、口頭で注意したと事項という②の中

に、支出の領収書のコピーのものが一部あるため、

今後、改善を図られたいということとはどういうこ

となのかのということで、もしわかればどういう内

容の領収書なのか。今はコピーの性能がよくなって

きていますから、極端に言えば上富良野高等学校の

元事務長の加藤さんあたりがそういうことをやりか

ねないとも思うので、私は今回、上富良野高等学校

の佐藤事務長があって、今度は旭川商業高校の事務

長がまた似たようなケースで業者のあれをもらって

いますね。ですから、こういうことを再燃させない

ためにも、支出の領収書コピーは口頭注意でいいの

かどうなのか、その点の見解をお尋ねいたしたいと

思います。 

 それからもう１点、監査規定というのがありま

す。この中に、監査等の公表というのが第３０条に

あります。これは報告のうち、第１４条１号から４

号までというのが、今言う定期監査、随時監査、行

政監査、財産援助団体に対する監査なのです。これ

については速やかに公表しなければならない、公表

は○○町村方式公告式条例によるほか、町村広報に

掲載するなど、広く住民に周知することができる方

法により行うということになっているのです。この

点が全然欠けているのです。ですから、せっかく監

査をしていても、これらの関係が適切に処理されて

いないという感じを受けるのですけれども、その

点、代表監査委員としての所見をお伺いいたしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員。 

○代表監査委員（高口 勤君） 今、いろいろと御
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指摘のあったことに関しまして、集中管理車の維持

管理とか、あるいは給食車の扉のレバー、側面に穴

があいっていると、この辺につきましては、集中管

理車ですからいろいろな部署で使用しているわけ

で、その辺のところの使用した状況の日誌、その辺

が少しきちんとされていなかったと、そういうよう

なことがありました。 

 それから、側面に穴があいているというようなこ

とにつきましては、使用している途中というので

しょうか、使用している中での車両検査ですから、

それの修理につきましては考えていたというような

こともありますので、必ずしも管理のほうで手落ち

があったというようなこととして私たちは考えてお

りませんでした。 

 それから、じん芥車につきましては、２番の口頭

で注意した事項という中で、こちらの車両検査をす

るという、その通知が各課全体に周知されていな

かったというようなこともありまして、その検査の

日にじん芥車が来ていなかったということもありま

して、後日、事務局員のほうで確認をしていただき

ました。 

 それから、上富良野高校の振興会につきましての

検査ですけれども、大変申しわけありません、どう

いうような領収書がコピーされていたかということ

は、今資料がありませんし、ちょっと記憶がありま

せんので、これにつきましてはまた調査して報告し

たいというように思います。 

 ただ、こういうことにつきましては、口頭で注意

をしておきましたけれども、確かに私ども監査委員

として事後の指導につきまして、特にまだ確認はし

ておりませんので、今度、定期監査の折にきちっと

した処理がなされているかどうか、確認していきた

いというように思っております。 

 以上です。（発言する者あり） 

 確認した結果ですとか、あるいは財政援助団体と

か、そういうものに関しての監査の結果の報告等に

つきましては、少し適切な処理というか、報告がな

されていなかったということは反省しておりますの

で、今後これにつきましては事務局とも相談し、適

切な処理をしていきたいというように考えておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） まず、文書番号１９の監査

決定書の関係なのですが、支出の領収書のコピーが

一部あったけれども、これはどこのあれだかわから

ないと。私は、監査委員ならメモをとって、何月何

日、どこの発行の金額何ぼというようなことぐらい

はやらなければならないと思うのですよ。そして、

現実に出てきたらそれを確認する、それを速やかに

やらなければならないですよ。今をもってまだわか

らない、言うなれば今資料がないからわからないと

いうことですけれども、監査委員の立場としてはそ

のぐらいやるべきではないですか、まずその点が１

点です。 

 それからもう一つは、集中管理しているといって

も、言うならば学校給食センターのあれでしょう、

給食車の関係は。そうすると、集中管理からちょっ

と目の離れたところになって、それが日誌がどうの

こうのということがどうなっているのか、総務班の

ほうに車両の関係についてお聞きをしたいと思いま

す。 

 それから、確認の結果ということは十分配慮して

なかったということですけれども、やはりこれはこ

うなったのなら、事務局員が確認したらこうこうで

ございますということが、この文書の中に出てきて

いいのかなという気がいたします。 

 それから、先ほど答弁がなかったのです、監査報

告の公表の関係です。１４条の１から４まではそう

いうふうに公表しなさいということが、監査の必見

の中に明らかになっています。そのことがおざなり

にされているわけでしょう。極端に言えば、監査決

定書の関係だって、我々が請求したから出てくるの

であって、この中には議会でもってちゃんとなって

いるのですよ。ですから、その点が認識不足なの

か、もしくは監査事務局を補佐している職員のある

面でアドバイスといいますか、こういう点がこうだ

というようなことが欠けているのかなという認識を

するのですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員。 

○代表監査委員（高口 勤君） 大変申しわけあり

ません。各監査、あるいは検査した結果につきまし

ては、今後ともきちっとした形で議会報告なりして

いきたいというように思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川雅一君） ９番中村委員の御質問

の中にございました教育委員会の給食車の日誌の状

況でございますけれども、本来、教育委員が担当し

てございますので、こちらのほうから申して、後ほ

どまた御説明をさせていただきたいというふうに思

いますので、しばらく時間をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にありませんか。 

 ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） ８７ページの住民窓口班の

部分でちょっとお伺いしたいのですけれども、毎年

お伺いさせてもらって申しわけないのですけれど
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も、住基ネットの状況なのですけれども、１８年度

１０名新しくつくられたということで、１７年度が

２名ということですから、少し伸びているのかなと

思います。何か特別これがふえるような対策という

のがとられたかどうか、ちょっとお聞かせくださ

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 金子委員の住基

ネットワークシステムの関係でございます。 

 住基ネットワークシステムにつきましては、住民

に広報等で周知してございますけれども、なかなか

利用していただけないということが現状でございま

す。その関係で、ことしにつきましては、特にこれ

からｅ－Ｔａｘと言いまして、国税の電子申告です

か、それらも税務署からお願いされまして、今後、

町職員、それから住民に周知しまして取り進めよう

な形になってございますけれども、特に職員にも電

子申告をするような形で進めようということで、住

基ネットワークの住基カードをこれから少し職員に

周知しまして、取得していただくような形で進めて

まいりたいというふうにして考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） まさしく、今、課長がおっ

しゃったように、ｅ－Ｔａｘがこちらの住基カード

を使えて報告するということで、若干の普及が期待

されるのではないかと思いますが、実は統計的に言

いますと、北海道がこのｅ－Ｔａｘ業務、一番悪く

て、なおかつ富良野税務署管内が北海道内でも一番

悪いということで、ここ富良野圏域の税務署が日本

一、ｅ－Ｔａｘでの普及率が悪いという現状になっ

ておりますので、法人会などを通じてこれらの普及

を町とともに全面的にバックアップしていただきた

いということと、もう一つ、御承知のとおりだと思

いますが、カードリーダーとパソコンが必要となっ

てくるわけですので、今、町の公の施設にあります

パソコンなどで、一般町民でパソコンをお持ちでな

いような方でも、そちらにカードリーダーなどを接

続して気軽にできるようなことなどをされるかどう

か、ちょっとお伺いしたいのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 金子委員の御質問

でございますけれども、その件につきましては、先

日、総務課と私どもと税務班と協議を持ちまして、

パソコンの利活用だとかカードリーダーの関係につ

きまして協議しまして、有効活用を図っていただく

というような形で検討しているところでございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ８３ページの防災行政無線

の保守点検で、保守等についてという形で載ってお

りますが、これは家庭についている防災無線かとい

うふうに思いますが、これは何台を想定しているの

かというのと、１台当たりの点検料がどういうふう

になっているのか、その点。 

 それと、防災関係でお伺いしたいのは、いわゆる

耐震性の診断の問題でありますが、総務省や自治

省、あるいは国からこれを早急にしなさいというよ

うな指示も出されているかというふうに思います

が、この点、１８年度においては、そういった具体

的な検討を既に始められているのかどうなのか。こ

れは非常に重要な点なので、この点をお伺いしてお

きたいというふうに思います。 

 現在、小学校等、あるいは病院、あるいは庁舎等

でまだされていない部分もあるのではないかなとい

うふうに思いますので、その点がわかればお知らせ

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（北向一博君） 米沢委員の質問にお

答えいたしますけれども、防災行政無線の点検保

守、これは各家庭の個別無線機というものではあり

ません。放送側の送る側のシステムと、あと、屋外

の無線放送塔が２５基ございます。その屋外にさら

されている部分の保守点検ということでございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 米沢委員の耐震化の関係

について、私のほうからお答えしますが、まだ現

在、耐震化に向けた推進計画については持ち合わせ

てございません。この年度末、もしくは来年度に向

けて、推進促進計画を何とか樹立したいということ

で考えてございます。 

 御案内のとおり、公共施設、学校施設を含めまし

て、法に照らすと十分ではない施設がございますの

で、それらについては今申し上げましたような計画

を持って、それぞれ将来に向けて引き続き公共施設

を現状のまま使うものであれば、耐震化改修をする

よう年次計画につなげてまいりたいというふうに考

えているところであります。 

 あと、個人の関係については、先日も北海道の広

報を見ますと、耐震診断をしますというようなこと

もございましたので、個人の方についてはそういう

誘導も含めて全体の計画を樹立したいというふうに

考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 耐震の関係で、北海道の指

導では、図面があればとりあえずやりますよという
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ことなのです。ですから、図面を提供して、とりあ

えずやっていただいて、その結果が出ればまた実質

的にという方法があるのかなという感じするので

す。最初はお金をかけないようにして、そして最終

的になれば、最新の耐震の再検査をして、その結果

ということの方法で進めてはどうかなという気がす

るのですが、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 中村委員の御質問にお答

えしますが、私もそのような気持ちでいますし、今

申し上げましたように図面があれば、その図面上で

診断指導ができるということでございますので、で

きるだけそういう方向に町がつなげられるように、

町民に情報提供をしてまいりたいというふうに考え

ているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、１款議会費、

２款総務費についての質疑を終了いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 説明員が交代しますの

で、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、３款民生費の９

４ページから１１９ページまでの質疑を行います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ９７ページ、国民年金事務

費のところで、国民年金の事務の電算機器システム

改修の件でございますが、データの保管については

大丈夫なのでしょうか。届け出の一部のデータの保

管につきまして、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ２番村上委員の国

民年金の事務費の関係でございますけれども、これ

につきましては、年金の免除に係るシステム改修費

ということで計上させていただいているところでご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） では、国民年金の記録方法

で、どこか変わったところがあるのですか。改修と

いうのはどういうことでありますか、お尋ねしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 資料が今不足して

いますので、後ほど答弁させていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にありませんか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ９５ページ、社会福祉協議

会の補助の関係です。 

 昨日、社会福祉協議会の補助事業実績報告書とい

うのをいただきました。そうすると、決算で、今回

の資料では２,０７２万８,２３３円、それから決算

書の９５ページには２,０８８万５,２３３円という

ことで１５万７,０００円少ないのです。この経過

が一生懸命その実績報告書を見て、１５万７,００

０円になる数字がどこかということでわからないの

で、その点が１点。 

 それからもう一つは、補助金精算書、きのういた

だいた報告書の最後のページです。手当の関係が３

４万８,５４９円ということで、余った根拠は何な

のか。 

 それから、もう１点は事業補助の関係で、老連運

営費１０万円のところを７万１,６８１円支出をし

て、２万８,３１９円が残ということで、これらを

含めて３８万２,７６７円が返納されたということ

であります。私も老連の役員をやっている関係で、

運営費がないないと言いながら、こうやって２万

８,３１９円も余ったというのはちょっと心外なも

のですから、その経過等に含めて御説明をいただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） 中村委員の質問

にお答えいたします。 

 １番目の１５万７,０００円の不足でございます

けれども、前任者の事務局長から現在の事務局長に

かわるということで、試行期間といたしまして１月

から３月まで事務引き継ぎ等を含めまして、その引

き継ぎの関係で試行期間の賃金といたしまして３カ

月分計上して、その分補助をしている数字が１５万

７,０００円で、社会福祉協議会自体の総額の例年

の事業と別に補助している実態がございますので、

その点で御了解いただきたいと思います。 

 それから、２番目以降のことにつきまして、その

中身につきまして、ちょっと事務局のほうと確認し

ていない部分がございまして、今ここで精算の中身

についてこうですということを申し上げる資料とい

うか、記録がございませんので、申しわけないので

すけれども後ほど御返答いたしたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ３カ月、１、２、３という

ことで、見習いで入れるということは私どもも承知

をしております。ただ、これがこの中に入っている

かというのは、何か書類上あってしかるべきなのか

と。ただ、僕は、１、２、３で、１月は年始があっ

たり祝日があったりで、１月分はいいのではないか

なという気持ちは持っていたのだけれども、皆さん
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方が一つの流れを早くということであればしょうが

ないなというふうに思ってはいたのですけれども、

この１５万７,０００円というのは説明の欄にちょ

こっと入れておいたほうが僕は適切でないかなとい

う気がします。 

 それからもう一つは、残った金、トータルで３８

万２,７６７円、これは後ほど確認をして、また御

報告をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １０３ページ、介護保険費

です。ここのところで、上富良野町では介護予防に

非常に力、それから在宅福祉、これを主流にやって

いるところでございますけれども、介護認定者の出

現率、これが１６年が１５.１、１７年が１４.５、

１８年が１４.６とほぼ横ばい出現率、平均の介護

認定者の出現率ですけれども、ここのところ、何と

いうのでしょうか、虚弱者の高齢者の方がふえてま

いりまして、結構居宅者の方が１８.３％ぐらいを

占めているわけでございますけれども、介護度１か

ら２のところはちょっと横ばいといいますか、少な

いのですけれども、今度３から４、５ここのところ

がふえてきているといいますか、ちょっと重度化し

ていると思うのですけれども、この出現率の押さえ

はどのように考えておられますか。まず、その点１

点。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の高

齢者の介護に係る部分の御質問の内容でございま

す。 

 委員御指摘のように、高齢化が進展する中におき

まして、やはり要介護の方々の占める比率というも

のも高まっていくものというふうに推測されるわけ

ですけれども、そこで町では介護予防という名のも

とに、重度化させないという取り組みを展開いたし

ているところでございます。 

 将来的数字の推計の中におきましても、６５歳以

上の高齢者率は年々高まっていく中におきまして、

要介護者という率をいかにして上げないかというこ

との努力の中において、過去の率であります１５

％、１６％という数字には至らないものというふう

に、１４％あるいはそれ以下の数字で推移するよう

な取り組みというものも努力してまいりたいという

ことであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） そういうふうに望んでいる

ところございます。日ごろ要介護に力を入れてい

らっしゃるところでございますが、上富良野町独自

の在宅サービスなんかあるのですけれども、それを

余り利用されていない面もございますので、そう

いったところも見直しが必要ではないかと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 村上委員の御質問

でございます。 

 決算の中で、町単独の在宅サービス等の支出が、

ゼロという数字があります。これにつきましては、

町の上乗せ措置ではありますけれども、介護保険法

によります規定の訪問等を利用者さんが、さらに

もっと必要とする場面があった場合に町単独の費用

を充てるということでありますが、その分について

のケアプランの中で利用できる範疇でもって利用者

さんはおさまっているといいますか、それを超えて

の利用が１８年度におきましてはなかったというこ

とで考えているところでございます。この制度をな

くしたということではなくて、これからもそういっ

た意味では、そのケースによっての対応というもの

を十分受けとめてまいりたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 介護度がどんどん重症化に

ならないように、重度化にならないように、いろい

ろ取り組みをされているところでございますけれど

も、高齢化に伴いまして生活機能がどんどん落ちて

きているということで、要介護、介護度の低い方に

つきましては日ごろの生活の援助なんかも少し削減

しましたよね。ところが、また生活機能がどんどん

低下してきて、今また訪問介護、これが物すごく伸

びてきいているところでして、だからその資質を高

めるといいましょうか、その人の生活のいろいろ慣

習もあるでしょうけれども、介護度が重度化しない

ように、何とかそれを支えてホームヘルパーですと

か、いろいろ地域でも力を入れていらっしゃるとこ

ろなのですけれども、少し住宅の改修なんかも、バ

リアフリーなんかも快適な生活を過ごしやすいと

か、それから筋力トレーニングとかやりますけれど

も、８０を過ぎて筋力トレーニングはいかがなもの

かといういろいろな面で、そういった健康づくりの

今やっていらっしゃことも、トレーニングの方法な

んかも、これからまた３年ごとに介護保険料も見直

しになりますけれども、出現率が今のところ１８人

ぐらいにはならないだろうというお話なので、上富

良野は大変一生懸命取り組んでおられると思うので

すけれども、そういったことで、トレーニングとか

いろいろな方法の見直しをひとついかがかと思いま

すけれども、それらについてどのようにお考えなの
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か、ちょっとお聞きいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 村上委員の御質問

でございます。 

 委員の御意見のように重度化させない、高齢者が

増加していく中において、要介護者の多さというの

もふえていくものというふうに予想される中におき

まして、その段階に入ると申しますか、支援段階に

おきまして介護予防をするということで、保健福祉

総合センターかみんにおきましてもデイサービスで

あるとか、その方々に合った体力をつけるための催

しというものも実施した中で、その方の持てる機能

を最大限に引き伸ばして、自力による生活を営むこ

とができるように、今後とも我々介護に携わる者一

同努力してまいりたいというふうに考えてございま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １０３ページのボランティ

アのまちづくり事業という形で進められております

が、状況としては利用回数等も書かれております。

実際ボランティアのまちづくりという形の中で携わ

る人員はどのぐらいいるのかというのと、こういっ

た方々の研修等というのはやられているのかどうな

のかお伺いしたい。 

 さらに、近年、こういったボランティアの力を生

かそうという形のまちづくりが進められておりま

す。上富良野町にもＮＰＯ法人という団体がありま

して、自力で何とかいろいろな事業をしながら地域

に貢献しようということが行われています。 

 そこでお伺いしたいのは、今こういう団体に対す

る法人住民税の減免制度を取り入れている自治体が

多数占めるというような状況になってきておりま

す。近隣の町で言えば、美瑛町、中富良野町、ある

いは下川、美深町、愛別、上川という形の中で、そ

ういう減免制度を取り入れた条例であったり、運用

であったりだとかしながら育てようという機運が高

まっておりますが、上富良野町はこういった団体に

対する支援策という形でいろいろな支援策があると

思いますが、こういう団体に対する法人の減免条例

をつくりながら、支援をするというのも一つの方法

ではないかなという思います。 

 この間、補助団体の補助を打ち切ると、減らす

と、なくすという形になってきていますので、せめ

てこういう部分での自立支援を促すという方向での

対策も当然やるべきではないかと。それは協働・協

力のまちづくりの理念にも合致する話でありますか

ら、この点どういう考えなのかお伺いしておきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） ボランティアの

関係で、社会福祉協議会のほうに現在担当者が１名

おりまして、人数につきましては確認しておりませ

んけれども、多分、総数で七、八百名程度は登録が

されているのかなと思っております。 

 あと、研修につきましても、このボランティアの

関係で委託している中に研修費として使われている

部分ありますけれども、まだまだ研修する部分にお

いては不足しているということも考えられると思い

ます。 

 また、先ほどの減免制度につきましてのボラン

ティアの関係の普及につきましても、これは全庁的

に取り組みをしないとならないことでありまして、

ほかの市町村の動きや何かもこれから受けとめなが

ら、上富良野町としてボランティアの輪を広げるよ

うな努力をしてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） ボランティア

団体の法人町民税の減免の関係の御質問にお答えを

させていただきたいと思います。 

 ＮＰＯ法人を指しておられるのかなというふうに

理解しておりますが、実はＮＰＯ法案が何年前でし

たか、もう四、五年になろうかと思いますが、国の

議論の中でＮＰＯ法人については非課税にすべきだ

という議論が相当ありましたが、結果、収益事業に

ついては課税をせざるを得ないということで、国の

法律が決定したというふうに考えております。 

 したがいまして、上富良野町でありますＮＰＯ法

人、たんぽぽがそうでありますが、減免の条例を

持っているところ、うちは御指摘のように条例は

持ってございません。ただ、条例を持っているとこ

ろにつきましても、先ほど言いましたようにＮＰＯ

法案自体が所得税、収益事業で収益を上げた場合に

は所得税が課税されてございます。したがいまし

て、所得税が課税されるイコール法人道町民税も課

税されるといったルールになってございます。 

 御指摘のたんぽぽの会につきましては、残念なが

らといいますか、活動がどんどん広がってきた中で

一部収益事業もやっておりまして、これら所得税も

実は課税をされていると。したがいまして、私ども

はルールに基づいて法人町民税の課税をせざるを得

ないというな状況でありました。 

 繰り返しになりますが、ほかの自治体で減免条例

を持っていても、そこが収益事業があって所得税が

かかった場合には法人町民税をかけないということ
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は、極めていかんな状況だと考えています。それ以

外の、例えば減免をすることができるのか、一定程

度課税して減免をすることができるのかどうかとい

うのは、御指摘のように今後他の自治体の状況も見

ながら研究をしていきたいなというふうに考えてご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ぜひ研究していただきたい

ということで、研究するということですから、その

ことをぜひお願いしたいと確認しておきたいと思い

ますので、この点もう一度確認をお願いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 私のほうからお答えしま

すが、今、担当主幹のほうから申し上げましたよう

に、制度の趣旨を十分踏まえまして取り組まなけれ

ばならないと思いますが、いずれにしましても、地

域の中でＮＰＯ法人が課税のことが大きな障害に

なっているのだとすれば、町もそういう組織ができ

るように側面的にも何らかの支援策を講じなければ

ならないというふうに思いますので、十分前向きに

検討するようにしていきたいというふうに思ってい

るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） １１１ページの西児童館事

業運営、関連して東児童館の関係でお尋ねをいたし

たいと思います。 

 主要事業の調書を見ると、来館の述べ児童数が、

西が９,５４０人、東が７,６３３人、年間の行事数

が西が１９回、東が２２回と。ただ、こういう実績

の中で、更生員が西も東も３人ずつと。しかし、今

度は更生代替の賃金が、西は１１万１,８９０円、

東が７９万３,９５０円と約７倍以上の代替賃金が

出ております。ただ、これは西はとりあえずこう

なっているけれども、東から西とそういう状況で移

動しているかどうかはわかりませんけれども、た

だ、実績報告の中ではこういう形になっておりま

す。また、事業の講師謝礼が、西は３,０００円、

東が４万１,０００円ということです。 

 私がここで言いたいのは、上富良野の児童が西児

童館、東児童館を利用するのであれば、できるだけ

同じレベルの中で児童館の運営をやってほしいと。

これを見ると、東と西では格差があるのです。その

点でどう判断するかということをお尋ねをいたした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育支援班主幹。 

○子育支援班主幹（吉岡雅彦君） まず、１点目の

賃金の件でございますが、東児童館は放課後対策事

業を１８年度やってございまして、そこで３２名の

登録があって、その中に１人、障害を持ってお子さ

んがおりました。その関係で、１人つきっきりの状

態になるものですから、その分の賃金が５６万６,

８２０円かかってございます。それを抜けば、一般

的な代替の賃金は、東児童館では２２万７,１３０

円ということで大分下がることにはなります。た

だ、放課後対策をやっている関係で、やはり通常の

児童数も東のほうがかなり多くございます。 

 また、一つ一つの事業をやった場合も、例えば西

でしたら３０名ぐらいで募集してもおさまると。東

ですと５０名を超えるというようなことで、自衛隊

官舎とかが近く非常に児童数が多いことから、どう

しても事業はやっぱり多めということになってござ

います。特段差をつけているということではござい

ません。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） そういう特殊な関係で５６

万円余ということで支出をしているということだ

と、残り２３万円と１１万円であれば、来館延べ人

員から言えば、ある面で妥当かなという気がするの

です。 

 ただ、事業講師謝礼が、これは事業を起こして謝

礼を出すということになってくると思うのですけれ

ども、ただその点で東と西の運営の事業の検討だと

か打ち合わせだとか、そういう調整だとかというの

は、そこにいる言うなれば更生員の考え方でやられ

ているのか、それとも子育て支援のほうで、そうい

うことで予定計画書を出させて、それに基づいて検

討して進めているのか、その点確認をしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育支援班主幹。 

○子育支援班主幹（吉岡雅彦君） その点は、ま

ず、例年予算編成をする前に各児童館と打ち合わせ

を行います。その中で、新年度はどう考えるかとい

うことでやってございます。ちなみに西のほうは、

これはカルタのほうの講師謝礼でございます。東

は、さらに茶道だとか絵手紙という別なことをやっ

てございます。西のほうは、どちらかというと自分

たちが教えられる範囲内で工作なんかの教室を開い

たりということでやってございます。あくまでもこ

れは各児童館の考えによります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 各児童館の考えということ

は、ある面で自主的にやるということは必要だけれ

ども、子育て支援班としてやっぱり上富良野の子供
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たちが、児童が、できれば同じレベルまではいかな

くても、似たような形で活動を展開するアドバイス

を子育て支援班として調整をしながら、ある面では

指導するなり、ある面で予算措置をするというよう

な体制をつくっていかないと、僕は前回も東と西の

児童館の関係であれしましたけれども、今回の決算

を見るとやはりその差が歴然と出てきているもので

すから、その点やっぱり今後これらについての対策

について考慮していただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの中村委

員の児童館に係りましての御質問でありますけれど

も、委員御指摘のように、今、決算上においてこう

いった差が見られるわけですけれども、確かに同じ

上富良野の子供で格差が生じてはということもある

面では懸念されるところであります。ただ、東児童

館、西児童館それぞれ地域性もありますし、その特

色といいますか、そこの児童館ならではの行事とい

うものも必要なことというふうに考えますが、その

点ではやはり年間を通じての行事のあり方というも

のも、保健福祉課としても一緒に考えていくように

したいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 住民窓口班主幹、答弁

お願いします。 

○住民窓口班主幹（高橋司津子君） 先ほど、村上

委員から質問ありました国民年金事務電算機システ

ム改修の内容ですが、先ほど住民生活課長も言いま

したが、免除申請が学生免除とか全額免除、半額免

除とかいろいろ多段階にわたって行えるようになっ

たため、審査機能もあわせて判定するシステムを改

修しました。それとあわせて、税との絡みもありま

して、所得に応じて全額免除になるか、半額免除に

なるかと決定するものですから、税とのシステムと

の関連で改修しました。 

 それで、この費用につきましては、全額交付税か

らいただいております。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） 先ほどの中村委

員の御質問ですけれども、老連の運営費につきまし

ては、１０万円の補助に対しまして通信費が２万

８,５４８円、消耗品ほかが４万３,１３３円という

ことで、老連の事務費として使用するお金が余った

ということで、老連を運営するための経費に充てる

べきではないということで返してもらっているとい

う現状でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、４款衛生費の１

２０ページから１３５ページまでの質疑を行いま

す。 

 １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） １３１ページのクリーン

センターの絡みでお聞きしたいと思います。 

 クリーンセンター、平成１１年からだと思います

けれども、当時建設されたときに、ここに載ってい

る一般廃棄物処理施設設置地区連絡協議会、ここへ

毎年だと思うのですけれども、ここにあります１０

０万円を地区にあれしているのですけれども、これ

は年数を決めてあれしているのか、それとも決めな

いでずっとあれしているのか。それと、今現在、地

区に該当する戸数は何戸ぐらいあるのか、それを教

えてほしいと思います。 

 それと、ちょっと確認なのですけれども、草分地

区にある医療廃棄物の処理場というのですか、あそ

こは町はかかわっていないというか、そういったも

のは払っていないと思うのですけれども、そこら辺

の確認をいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 渡部委員の御質問

でございます。 

 地区連絡協議会に対する負担でありますけれど

も、地域におきましては地区住民会に加入し、かつ

地域において農地を取得し、処理施設を安全に稼働

できるように協議することを目的に町が応分の負担

をしているところでございます。その地域の住民に

つきましては、戸数は１０戸でございます。 

 以上でございまして、次に、草分地区の医療廃棄

物の関係でございますけれども、町と地区連絡協議

会とのかかわりは今のところございません。（発言

する者あり）期限につきましては定めていないとい

うことで、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） 今、お答えいただきまし

たけれども、１９年度もそれは予算を取ってあるの

ですけれども、来年２０年で大体１０年一区切りと

いうのですか、それで、あそこも今はダイオキシン

もほとんど出ない状態というのかな、住民の方にそ

んなに公害的なものはないのではないかなという気

がするのですよね。 

 それで、急にやめるといってもあれですから、来

年を一つのめどにして少し減額だとかしていくとい

うか、そういう対応を考えてはどうかなと、そうい

うあれはないのかどうか。 
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○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） １１番渡部委員の御質問

にお答えしますが、これまでも町長がいろいろとこ

の関係については申し上げていたと思いますが、私

ども行政のほうからそういう角度の話を持っていく

予定は、今のところございません。地域のほうから

そういう話があれば承らなければならないと思いま

すが、今のところそういう考え方でいますし、特に

この種のものについては非常に慎重にならざるを得

ないと思いますので、その点ひとつまたこの機会に

深く御理解をいただきたいなというふうに思ってい

るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 渡部委員、よろしいで

すか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私も町長さんと再三このこ

とで、いずれにしてもダイオキシンの問題からこの

ことが発生しているのですね。前は４０万円で、そ

れが一気に１００万円ということになったのは事実

なのです。それで、一つは、平成５年９月２日に白

井弥太郎さんと菅野學町長が交わした覚書があるの

ですけれども、これはこのままなのか、もしくはダ

イオキシンの問題が出て、尾岸町長と向こうの住民

会長、どなたかわかりませんけれども、そういうこ

との覚書が交わされて１００万円ということも含め

てなっているのか、その点ちょっと確認したいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番中村委員の御質問であ

りますけれども、覚書については担当のほうでお答

えさせていただきます。 

 基本的に、今、前任者と地域の皆さん方との協定

を結びまして、あそこに設置するということの了解

を得たと。その当時からの了解の対応では、上富良

野町の一般廃棄物の処理をすると、焼却と埋め立て

をするということで地域の皆さん方との了解を得

て、あそこへ建設をさせていただいたところであり

ます。 

 ただ、その後、さきにもありましたように、ダイ

オキシンの関係で非常に地域住民に迷惑をかけたと

いうような状況下にありまして、地域住民からする

ならば、なぜ我々の地域がこのような犠牲にならな

ければならないのかというようなことが非常に大き

くクローズアップされまして、基本的にはいろいろ

と調整させていただきながら、クリーンセンターの

管理運営を厳格に対応して、ダイオキシンの発生を

抑える等々の対応をさせていただいて、地域住民の

御理解をいただいて、今、設置稼働させていただい

ているところでありますが、その後、いろいろな圏

域の流れの中で、富良野圏域から粗大ごみを、ある

いは衛生ごみを受け入れるというようなことで、そ

ういったものを対応しているということで、途中状

況が変わってきたということで、その都度、地域住

民の皆さん方の御理解をいただいた上で対処すると

いう約束事がございまして、そういった部分につき

ましても地域住民の了解を得ながら対応させていた

だいているというようなことでありますし、加えま

して、基本的には地下水の問題だとか、いろいろな

問題を将来的にその地域に残すわけでありまして、

東中の埋立地区のように、もう閉鎖して終わってい

ても今なお水質管理、周辺管理等々を永劫末代に対

応やらなければ住民の皆さん方の安全を確保でき得

ないというふうに思っておりますので、そういった

施設を設置させていただいているというようなこと

から、そういう約束事をこちらのほうから変更する

ということは、今までもお答えさせていただいてい

るように、いろいろな過程の中で難しいと。 

 それからもう１点は、今、既に新聞紙上で委員の

皆さん方も承知されていると思いますが、南富良野

町が一般廃棄物の焼却をしてくれということで声が

かかってきております。基本的には７.５トン、７.

５トンの１５トンの焼却施設を持っておりますが、

今、７.５トン、１炉を何とか稼働しているという

ようなことで、住民の皆さん方の減量対策の中で非

常に減ってきているというようなこともあります

し、言うならば南富良野町の焼却部分を引き受けて

も能力的には何ら問題ないと。しかしながら、この

こともやはり地域住民の皆さん方と協議をして、御

理解を賜らなければ対応でき得ないというようない

ろいろな部分がございますので、そういったこと

で、地域住民の皆さん方がそういう部分についての

理解を示していただいているということに私どもと

しては感謝申し上げておりますので、ひとつ皆さん

方の御理解をいただきたいというふうに思っており

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 先ほどの覚書につ

きましては、下に書類が置いてありますので、後ほ

どということで御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 新たな覚書があるというこ

とで理解をしていいですね。平成５年９月２日に出

された覚書がそのまま続行しているのか、もしくは

新たな、言うならばこれは操業前の話で、用地のあ

れからの関係から絡んで平成５年にあれしています

から、その点ちょっと確認いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 
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○生活環境班主幹（服部久和君） ９番中村委員の

御質問にお答えします。 

 平成５年のときに一番最初に協定が結ばれまし

て、会の運営に対する補助と周辺の整備を行うとい

う内容の協議書、協定書が交わされたと思います。

その後、ダイオキシンの関係で１００万円に補助金

が増額になっているのですけれども、その１００万

円に対する新たな協定というものは、記憶をたどり

ますと新たに協定は結んでいないと思います。協定

書という形のものではなく、記憶ですけれども、議

事録を双方確認して１００万円という形のものを出

しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 議事録の確認ということに

なると、双方印鑑を押しているということで理解を

してよろしいのでしょうか。はい、わかりました。 

 それで、それはいつの月日でなっているのでしょ

うか、議事録の確認は。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（服部久和君） ９番中村委員の

御質問にお答えします。 

 現在そこまで記憶しておりませんので、後ほど日

にちを確認させていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私のところは、平成５年９

月２日の覚書の写しがあるのですけれども、その中

で町はやることはやるということでぴしっと書いて

あるのです。例えば、先ほど話があった地区住民の

飲料水、白井さん、片倉さん、白井さん、白井さん

の水質検査を年１回以上実施し、その結果を本人に

報告するものとするということで、クリーンセン

ターの平成１７年度までの実績を見ると、それがぴ

しっとされているのです。 

 ですから、僕は、今、同僚委員が言ったように、

１００万円というのは大分金額が財政的に苦しい中

であれだからということで、それで例えば、今、飲

料水をやっている、それから土壌検査も２地区で

やっているです。それからもう一つ、ダイオキシン

は、法律では年１回でいいのを上富良野町は年２回

やって、それぞれ前の数値は夢のような数値で０.

０００何ぼということで、こんなすばらしい数値は

余り、今回、四国のほうを行ってみて非常に感じて

きました。 

 それからもう一つは、河川も上流、下流で検査を

していると。そういうことで、非常に安全性が確立

されたかなという気がするし、そのための対策も

とっているというようなことで、地域道路の環境整

備のため自動草刈り機を無償貸与するだとか、道路

の関係の改良舗装だとかというようなことを含め

て、ここにぴしっと書いてありますので、言うなれ

ば環境が十分整っているからもう１００万円でなく

て、渡部委員の言うように８０万円から７０万円

か、ある程度減額をしていくというような方法を

とっていく状態でないかという気がいたします。 

 それで、できればこのことは町長の口から、副町

長の口からも言えないわ、向こうから言ってきたら

応じるかなということだけれども、できればそうい

う条件整備で我々もこれだけやってきたのだよとい

うようなことを含めて、住民との対話の中でそれら

についてお話をしていただけないかなと。これが平

成１２年からですね、１００万円は。ダイオキシン

の問題が出た後でですから。それは後で議事録の調

定月日を見ればわかるだろうと思いますが、できれ

ばそういうことで、財政の苦しい中であるから何と

か対話をして理解をいただくような努力を、町長も

うそろそろ行かなければならないけれども、町長の

お話を伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番中村委員から、何度も

この件につきましては御質問をいただいておりま

す。 

 ただ、今まで前任者が、あそこにあの施設を設置

するために協定書を結ぶに当たっては、非常な苦労

をして理解をいただいてあそこに設置を決めたのだ

というふうに思っておりますが、その後、私が就任

いたしましていろいろな問題を起こしました。その

ことによりまして、地域の皆さん方に多大な迷惑を

おかけし、そしてどうしても恐ろしいのは農産物の

風評被害、これに対する地域としての責任をどうす

るのだという、町としての責任をどうするのだとい

ういろいろな御指摘、そして、何で町民の最も嫌が

るものをおれのところへ持ってきているのだと、こ

れに対する迷惑料的な、心配料的ないろいろな部分

については、やはり行政として東中地域の埋立地に

対して対応してきたように、あの地域の人たち、住

民の人たちにも町民全体の焼却施設等々の設置をし

ていただいている、そういった迷惑料的なものは今

後も継続していかなければならないし、そういった

約束事をまたほごにして、富良野圏域全体のものま

で持っていって対応しようかということで今理解を

得ている。そういうように、前向きに地域の皆さん

方は理解していただいてきておりますので、今現

在、私としては、基本的に地域の住民の皆さん方

に、これは財政的に厳しいから、あんたたちちょっ

と我慢してくれやというような話し合いを今する段

階でない。現時点では、また地域の皆さん方に変に
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誤解を生み、変な対応で理解をしてもらえなくなる

ようなことのないような対応を継続していって、ク

リーンセンターの経営を存続させていかなければな

らないということを第一に考えておりますので、今

まことに財政的には厳しい中でありますけれども、

また、南富良野町の部分も地域の皆さん方と御相談

を申し上げて御理解を賜らなければならない段階

に、この額を減少させてくれというようなことに

は、私としては今考え方を持っていないということ

で、町民の皆さん方の理解をいただきたいなと、委

員の皆さん方の理解をいただきたいなというふうに

思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １３１ページ、葬祭場管理

の件ですが、私、前にも申し上げましたが、火葬が

あるときだけの管理を考えてはどうかと。これ常

時、ないときも東洋実業さんに４００万円近い、３

９８万７,９００円ですか、これでやっていただい

ているのですけれども、こういうようなことを御提

案申し上げているのですけれども、全く昨年と同じ

予算づけで、同じ予算が使われているのですけれど

も、これにつきましてはどのようなお考えなので

しょうか、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ２番村上委員の御

質問でございますが、墓地、葬祭場の管理につきま

しては、これらの管理につきまして平成１７年から

業務を見直ししまして、休みをふやして委託料を減

額したところでございます。 

 特に火葬のある日は、当日、あるいは前日からの

処理になりますことから、通年で管理してございま

す。また、葬祭場の使用につきましても８０件から

１００件程度ということで、それらの管理につきま

しては、また施設の延命も図れるということで、年

間通して管理しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 他町村で火葬場を抱えてい

るところをいろいろ調べてみましたところ、常時で

はなくて火葬があるときだけというような管理の方

向をとっておりまして、大体、今、公共施設の維持

管理費も大変なときですし、財政も今は大変でし

て、予算も毎年削って、先ほど町長がお話されてお

りましたが、１００億円からの予算が６０何億円と

いうことで、そんな中で嘱託の方なんかで雇用をし

ますと、草刈りとかそういったことで１２０万円ぐ

らい、これぐらいの金額でやっているところもあっ

たりしますので、これは少し減額されたとおっ

しゃっていますけれども、まだ３９８万円、全く昨

年と変わりございませんので、４００万円近いお金

をかけているわけですので、やっぱり今ちょっと改

革、あり方についても見直しを考えなければいけな

いのではないかと思うのですけれども、もう一度、

課長、今後につきましてもどんなお考えなのか、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ２番村上委員の再

度の質問でございますけれども、これらを管理する

ことによって延命措置も図られているということを

御理解いただきたいと存じます。 

 また、ことしに入りましても、広域で使用するに

当たり、中富、上富とのかなりの協議もやりまし

て、中富につきましても今かなり老朽化がされまし

て、ぜひ上富にお願いしたいというような話も来て

いますので、それらの管理等につきましてもまた検

討しなければならないということで考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） １２５ページの保健福祉健

康推進班の部分でお伺いしますが、いわゆる健康予

防ということで、さまざまな予防に日々努力されて

いることと思いますが、若干数字で見ますと、１７

年度に比べまして、がん検等々で数字が減っている

部分があるのですけれども、この部分は要因という

のは何かあるのかお教えください。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹。 

○健康推進班主幹（岡崎智子君） 金子委員の御質

問にお答えいたします。 

 がん検診につきましては、検診の対象者の見直し

というのが行われまして、２年に１回の検診とか、

検診の対象のあり方が変わってきたということで、

広報の仕方ですとか、周知の仕方ですとか、その辺

に変化があったのが一番減少の要因になっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） その部分に関しては理解し

ました。 

 では、お聞きしたいのですけれども、実際さまざ

まな予防の検診を受けられまして、具体的に早期発

見につながり、効果的にあらわれたという数字とい

うのはつかんでいらっしゃるかお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹。 

○健康推進班主幹（岡崎智子君） がん検診に関し

ましては、毎年５名から７名程度の方のがんを発見

― 42 ―



 

しております。多い年は９名とかという年もありま

すけれども、累積しますと毎年かなりの人数が発見

されております。 

 やはり最近ふえてきていますのが、肺がん検診で

すとか、前立腺がん検診ですとか、さまざまながん

も発見されている率が高くなってきています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） 非常にすばらしいことだと

思います。 

 １２７ページの母子保健の中の妊婦健康診査の部

分でちょっとお伺いしたいのですけれども、現在こ

れは何週の方の妊婦さんを対象に行っているのか教

えてほしいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹。 

○健康推進班主幹（岡崎智子君） 妊婦検診につき

ましては週数の指定はしておりませんで、妊娠され

た方、１回の妊娠に１枚の妊婦健康診査の受診券を

発行しております。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） 上富良野町は、御承知のと

おり１.８５という非常に出生率の高い町でもあり

ますし、この町の中で出産することはできないので

すけれども、近郊の富良野もしくは旭川という非常

に医療機関の整った場所にありますが、やはり妊婦

さんの体というのは３８週を迎えるまで急激に変化

したりする場合もございますし、昨今で申します

と、非常にたらい回しになるということ、この辺で

はありませんけれども、やはりかかりつけがあった

としても、いざ非常分娩が発生して、受け入れられ

るときに対してすんなりできるような指導とかもあ

わせてやっていかなければならないと思うので、少

子化で日本全国が困っておりますし、上富良野とし

ても高い出生率守っていかなければならないと思い

ますので、この辺少し手厚くやっていく必要がある

と考えますが、その辺いかがなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹。 

○健康推進班主幹（岡崎智子君） 町の中では、

今、妊婦検診で妊婦の方がどういうふうな検診を受

けられているのかとか、何週のときに妊娠届け出を

することで、そのときに初期・中期・後期と、必要

な時期に必要な検診と相談が受けられているかとい

うふうな実態を少し見ているところです。実態がま

とまった上で、次に向けた必要な対策というのを考

えていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） がん検診ですけれども、が

ん検診で３名の女性が大変早期に発見されまして、

手術も成功しまして、今元気にしております。それ

で、私も今ピンクリボンの乳がん撲滅運動に参加し

ておりますが、この啓蒙を大いにもっともっとＰ

Ｒ、今、大変乳がんが多うございまして、早期発見

で９０何％が助かりますので、何といっても早期発

見でございますので、今回予算をちょっと余してお

りますが、そういったことでよろしくお願いしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は要らないです

か。 

 他にございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２点お伺いいたします。 

 この事業調書では、ヘルスアップ事業に向けて若

干層に対する受診対策を今後強化すると。それが年

をとっても健康維持につながるということで行って

います。今回見ますと、２０代から３９歳の受診者

数が２２６名と、前年度が７７人という形で３.５

倍かそのぐらいになっておりますが、これはアプ

ローチの仕方等を変えたのかどうなのか。相当力を

入れていらっしゃると思いますが、この点、具体的

に何か改善点がありましたらお伺いしておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹。 

○健康推進班主幹（岡崎智子君） 米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 １７年度の国保ヘルスアップ事業の結果、若い

方、４０歳で健診を受けたときに既にもう血管が傷

んで、脳の血管などに変化を起こしている方もい

らっしゃいましたので、１８年度は何とかその方た

ちがもっと早い時期に予防ができる形を考えたいと

いうことで、１８年度につきましては個別に御案内

を送付したりとか、自分の血管を自分で確認できる

場を持とうというような声かけなどを集中的に行い

ました。 

 あと、若いお母さんたちのサークル活動の場など

にも出かけまして、自分の血管の状態を見るための

血液データを見る必要性というような集会も行った

という中で、４倍の受診数にふえております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、４款衛生費に

ついての質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 
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○委員長（長谷川徳行君） 次に、５款労働費の１

３６ページから１３７ページまでの質疑を行いま

す。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、５款労働費に

ついての質疑を終了いたします。 

 次に、６款農業費の１３８ページから１５５ペー

ジまでの質疑を行います。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） この事業調書を見ますと、

成果報告書です、３３ページに遊休農地の対策状況

ということがうたわれております。面積的には現在

７６.６ヘクタールの規模で実際あるという形に

なっておりますが、この対策等についてお伺いいた

します。実際どういう遊休地なのか、どういう条件

のもとで遊休地になっているのか、それも含めてお

伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ５番米沢委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 まず、遊休農地の現状でございますけれども、委

員が今御指摘ありました７６.６ヘクタールがうち

の町の遊休農地になっております。その中身といた

しましては、離農されたときに賃貸、また、売買等

がなされないところが遊休農地になっていくのが現

状でございまして、その中でもこの７６.６につき

ましては、かなり条件の悪いと言ったらちょっとお

かしいのでありますけれども、第１種農業地域でな

いようなところに点在しているのが現状でございま

して、今後の対応につきましては、その分で農業委

員会としては転用ですとか、あと、これはほかのと

ころに転用する場合でも許認可がございまして、農

振地域の、これは北海道の許認可行為でございます

けれども、これをまず農業振興地域から除外をしな

ければ山林等に転用できないというようなこともあ

りますので、それも今うちの農業委員のほうで現地

調査をかけまして、どういうところにそういう農地

が集約されているのか、そして今後どのような形で

利用していくのが一番ベストなのか、うちの町を含

めまして近隣の中富の農業委員会と情報を密にしな

がら進めていこうと、今考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、６款農林業費

についての質疑を終了いたします。 

 次に、７款商工費の１５６ページから１６５ペー

ジまでの質疑を行います。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １５９ページの商工事業補

助という形で、商店の活性化等に伴って、この成果

報告書も出されておりますが、お伺いしたいのは、

基本的に地域の商店の活性化、あるいは改築するこ

とによって、それに伴う建築に係るものの効果が上

がる、購買できるという形の中でやられました。 

 また、同時に、商売上もこれを引き金して工夫を

行って、商店そのものの活性化ですから売り上げに

もつながるような、そういう方策のもとで行われた

というふうに思いますが、これが最終年度というこ

とでありますので、その成果としてはどういうもの

が得られたのか、販売面、あるいは地元の資材、あ

るいは物品購入等でどのような効果が得られたの

か、この点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ５番米沢委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 まず、１８年度の実績といたしましては４件でご

ざいまして、この目的、今、委員が述べられました

ように、効果といたしましては、町内の建設請負業

者の方に限ってこの事業が認められると。そして、

そのほかに、今言われた来客者の増加等がいろいろ

ありますけれども、その検証につきましては、地元

業者の貢献については当然あったものと承知してお

りますけれども、今後、販売の増加ですとか、それ

については私どもまだ検証しておりませんので、で

きるだけ早い時期にそれも含めて検証して報告した

いと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、７款商工費に

ついての質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、８款土木費の１

６６ページから１９１ページまでの質疑を行いま

す。 

 ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） １６９ページの町道舗装維

持補修等々についてちょっとお伺いいたしますが、

いろいろと傷んでいる舗装の補修、また、未舗装の

部分の検討等々があると思うのですけれども、今現

在の計画というものがもしありましたら教えていた

だきたいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 
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○建設水道課長（早川俊博君） 町の中の簡易舗装

整備関係の御質問かと思いますけれども、この簡易

舗装につきましては、春先に町民に対して砂袋でく

ぼ地を埋めるような対応という形で御迷惑をかけて

いるところでございますけれども、そういったこと

で、１８年度におきましては１路線という形で決算

という形をとってございます。また、１９年度にお

きましては、６月に補正をいただいて、当初２路線

を追加させていただいて、今年度につきましては４

路線を施行している状況にあります。 

 また、今後につきましても、本当に路線の数が多

いものですから一気にはできませんけれども、今年

度当初並みの最低でも２路線は計画的に進めていき

たいというふうに考えているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） 計画的に進められているこ

とは承知しているのですけれども、これはプライオ

リティというか、優先順位からいって、現在、簡易

舗装が行われていて、それで傷みが激しいところを

先にやるのか、もしくは交通量等々、また通学路、

防災上の拠点の道路というのを優先的にやるのか。

また、例えば住宅がある程度張りついている中にお

いて未舗装の部分を優先的にやるのかという、その

部分が多分まだ見えてきていないと思うのですけれ

ども、そういうのはどのように考えられているので

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（早川俊博君） 金子委員の御質問

にお答えさせていただきます。 

 所管の考えといたしましては、一番の優先順位と

いたしましては民家の張りついている部分、生活道

路を第一位に上げていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １８９ページから１９１

ページですか、町営住宅の管理費の件でございま

す。ここが予算よりも１３２万５,４９０円ふえて

おりまして、特に修繕料のところ、ここが２１７万

２,５０３円ですか、予算より２００万円ぐらいふ

えているのですが、公営住宅は現在４３８戸、その

うち緑町公住３２戸を除いたら４０６戸かと思いま

す。それで半数以上が耐用年数を、老朽化していま

すので、入っている方があっちを直してほしいと

か、ここを直してほしいとかいろいろあるかと、そ

ういう声も多いかと思うのですが、ふえましたとこ

ろ、これはことしどういったところを修理されたの

か、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（早川俊博君） １８年度は担当し

ていたものですから、お答えさせていただきます。 

 修繕費の前年対比、１３０万円ほどふえておりま

すのは、当初予定になかった部分が、１戸空き家の

部分があったのです。それで、大規模修繕を要する

箇所１３０万円ほどかけて修繕をかけております。

その部分を、６月だったか９月だったかと思います

けれども、補正をいただいてそれを修繕した経緯が

ございまして、当初予算よりもふえている部分でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 町営住宅につきましては、

老朽化されて古いところがたくさんございますの

で、早急に長期計画が必要でないかと思いますけれ

ども、その点いかがでございますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ２番村上委員の御

質問でありますけれども、町営住宅の修繕計画とい

うことで、現状での修理につきましては緊急的な部

分の補修及び入退去時の部分的な補修で対応してい

るところでありますけれども、今後におきまして

は、職員による技術的な診断に基づきまして修繕計

画を作成しまして、財政計画を考えまして年次的に

実施していくように考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 関連で。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 緊急的という形で、なかな

か緊急に対応してくれないという実態があります。

予算がないということで。生活している人にしたら

待ったなしで、この間も聞いていましたら、いろい

ろな行事があって床が落ちて直してくれたというこ

となのですが、そういう形で腐ってきているのです

ね、はりが。はりのはり方が本当に細いものですか

ら、そうして腐ると。構造的なものもありますの

で、そういった意味では早急に対応して、すぐ緊急

時対応できるような対策をとらないと、だめになっ

てきている地域がやっぱりあるのですよね。ここに

住んでいる人に聞いたら苦情が、言ってもやらない

から自分で直しただとかあります、実際。それを担

当者に言ったら、構造上の問題だからこれだめです

と、予算がありませんと言われて、本当に悲しい思

いをしている人がたくさんいますので、屋根のふき

かえから始まって、この点、決算にもあらわれてい

ない数字の部分もありますので、予算の増額だとか

する必要があると思います。この点を伺いたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 
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○生活環境班主幹（服部久和君） 米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 現状、公営住宅の状況、老朽化して非常に劣悪な

状態であるということは、ただいま米沢委員のほう

から言われたとおりだと思います。しかしながら、

今早急に対応しないというお話を若干されておりま

したけれども、これについては１９年度予算執行の

中でそれなりの、決して満度の予算額ではありませ

んけれども増額を図りまして、修理の要望があった

時点でそれらの補修をしているところです。 

 ただ、今後について、場所によっては老朽化だと

か湿気により床が落ちるというそういう状況は確か

にありますので、現在、富町の新築等の計画をして

おりまして、その後に続く建設計画等を十分検討し

ていきたいと思っておりますので、御理解を賜りた

いと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 今の点ですが、やはり確か

に対応してくれる部分もある、全部が全部だと言っ

ていませんので、すべて対応してくれないと言って

いるのではありませんので、やっぱり扇町、泉町、

特に老朽化しているのは本当にひどいです。カビが

生えているだとか、そういう状況になっていますの

で、１回取りまとめ用紙でそれぞれ状況出しても

らって、いつのときからなくなってしまったのです

が、次から次から来るものだから、その用紙を取り

まとめてまたできなかったら大変だということで、

その取りまとめ用紙がなくなってしまったのですよ

ね。そういうものも含めて実態というのをちゃんと

つかむ必要があると思いますが、もう一度取りまと

め用紙をきちっとあの地域の方に配付して、本当に

どうなのかという実態調査をすべきではないでしょ

うか。この点をお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 米沢委員の御質問

でありますけれども、先ほどもお答えしましたよう

に、ことしにつきましては、今、職員により緊急的

な技術的な部分も考えまして、修繕計画を作成して

まいるということで考えておりますので、どうぞ御

理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １番向山委員。 

○１番（向山富夫君） 直すとか壊れたという話が

出たついてでございますので、ちょっとお尋ねいた

しますけれども、１７５ページ、橋梁の新設・改良

のところでお尋ねしたいのですが、現在、町で道河

川、町河川を含めて橋梁の耐久度というか、現在の

劣化度というのですか、そういうようなのを調査し

ておられるのでしたらお尋ねしたいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（早川俊博君） 向山委員の御質問

にお答えさせていただきます。 

 過去には島津橋を耐震診断した経緯がありまし

て、それで診断の結果、補強しなければならないと

いうような形で、ことしも改修といいますか、補強

工事を行っているのが現状です。 

 また、ほかの橋についても今現在、古い橋ですと

河川改修や何かで新しくかけかえ工事が進んでござ

います。また、まだ古い橋も残っているのが現状で

ございますけれども、今は道のほうでも橋梁の耐震

診断、耐久度調査というものを進めるように、そう

いった話もありますので、目視ぐらいの診断かと思

いますけれども、そういった形で現況の橋の耐久度

といいますか、そういった部分について対応してい

きたいというふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １番向山委員。 

○１番（向山富夫君） 最近、外国でも日本でも橋

が落ちるというのがはやってきたそうでございます

ので、うちの町もそんな例になっては困るので、御

案内のように、橋ですからもう５０年も６０年も使

うことになると思うのですけれども、当初、橋を設

置した当時の車両の形が、近年は特に大型化という

ことになってきておりまして、選挙の遊説なんかで

方々の橋を通らせていただくのですけれども、きょ

う、あすはないでしょうけれども、今の貨物車の大

型化に耐え得るような、そういうようなことを念頭

に置いて調査されておられるのか。また、そういう

ようなことで心配する必要がある、うちの町におい

てそういうような橋梁があるのかどうか、現在おわ

かりでしたらお聞かせいただきたいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹。 

○建設班主幹（松本隆二君） 向山委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 今現在、上富良野町において橋梁というのは１１

９橋基ございまして、そのうち木橋は１橋だけ富良

野川の上流にかかっているわけでございます。木橋

については別個といたしまして、永久橋につきまし

てはほとんどが、大型車両が大きくなっても平米当

たりに対する過重というものは、重さが大きくなっ

て橋に対する、面に対する、大きくなりますから、

平米当たりに対して過重はそんなに変わらないので

すよね。それで、昔設計したから、今の大型車両が

通って壊れるというような可能性は低いと思われま

す。古いからといってもたないということは、一概

にして言えないかなという考えでおります。 

○委員長（長谷川徳行君） １番向山委員。 

○１番（向山富夫君） 当時、何十年も前のことで

すから、設計のときに当然かかる重量というものを
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計算をして設計して施工していると思うのですけれ

ども、それが今の大型車両になっても耐え得るよう

な、そういう余裕を持ったような設計が当時されて

いたというふうな、そのために大丈夫ですよという

理解をしてよろしいのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹。 

○建設班主幹（松本隆二君） はい、そのとおり、

安全率と申しますか、ぎりぎり設計するわけでござ

いませんで、２倍、３倍になる安全率をかけてござ

いますので、その点は十分耐え得ると思われます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番向山委員。 

○１番（向山富夫君） それでは、最後にもう１回

確認させていただきますけれども、急いで補改修、

あるいはかけかえを必要とするような橋梁は、現

在、うちの橋梁の中にはないというような理解でよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹。 

○建設班主幹（松本隆二君） はい、そのとおりで

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午後 ３時２５分 休憩 

午後 ３時４０分 再開 

──────────────────                

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、質

疑を再開いたします。 

 先ほど、中村委員からありました代表監査委員よ

り、コピーの件の答弁の申し出がありましたので、

先にそれを許します。 

 代表監査委員、答弁。 

○代表監査委員（高口 勤君） 先ほどですけれど

も、補助団体等の監査の中で、上富良野高等学校へ

の振興会の補助の件で、その中で支出の領収書がコ

ピーのものが一部あるため、今後、改善を図られた

いという監査結果を報告しましたけれども、この内

容につきまして、先ほど確認しました。 

 これは、高等学校に入学する生徒の就学援助費と

いうことで、制服ですとかジャージですとか、そう

いうものの購入に充てる費用として援助しているも

のです。その購入した代金の領収書が、コピーが何

件かあったということでございます。そういうこと

で御了解いただきたいというように思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 父兄のコピーということで

すよね。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員、答弁。 

○代表監査委員（高口 勤君） 購入した結果を学

校のほうに提出することになっているのですよね。

その提出する領収書がコピーであるものがあった

と。それはもちろん父兄のほうから提出された領収

書でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それであれば、コピーはそ

のままなのですか。一部ということは何枚かあった

ということで、１枚ということではないということ

と、あれは２万円でしたか、補助。そういうこと

で、何枚なのかわかれば教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員、答弁。 

○代表監査委員（高口 勤君） そうですか、何枚

だったかということはちょっと確認してありません

けれども、複数枚であることは確かであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それはあれですね、現在の

領収書に、本物の領収書に差しかえるということは

不可能ということなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員、答弁。 

○代表監査委員（高口 勤君） 恐らくそのようで

あるというように判断はしておりますけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 現実の問題、それが出てき

たら、学校側として受け取る場合に購入費の領収書

は本物でないとだめだよと、自宅にコピーでも置い

てくださいというような指導をしていかなければ、

なおこのことがまた再燃するおそれがあるので、そ

ういう点で本来的には領収書は本物の領収書に取り

かえてもらって、それを書類として添付しておくの

が僕は筋だなと思いますけれども、ただ、時間が経

過しておりますから、その点が不可能なのかなとい

う気がするけれども、もしそれであればそれで学校

の先生か教頭か事務長でもいいですけれども、確認

の印を押してそのまま置いておくという方法がある

のではないかと思いますけれども、その点、代表監

査委員いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員、答弁。 

○代表監査委員（高口 勤君） そのことについて

も学校のほうにきちっと確認をしまして、そして今

後そのような措置をとるように指導していきたいと

いうように思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 それでは、先ほどに引き続きまして８款の質疑を

行います。 

 ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） １８７ページの見晴台公園

整備について若干お聞きしたいと思いますが、１７
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年度から始まりまして約１億円弱の工事になってお

りますが、観光の導入を目的とした公園ということ

で承知しておりますが、これは今後にもなると思う

のですけれども、この部分の効果についてどのよう

にお考えなのかをお聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（早川俊博君） 金子委員の御質問

にお答えさせていただきます。 

 公園整備につきましては１８年度で完了いたしま

して、１９年度から維持管理という形で供用開始し

てございますけれども、その中で町中に誘導とか地

域振興という形の部分では、情報案内所を設けて、

そういった中で情報を提供して町中に誘導という形

が当初からの設置目的でございました。 

 そんな中で、情報案内業務につきましては、７月

から１０月の頭までこういった形で開始をさせてい

ただきました。そんな中で、初年度ということもあ

りまして、指定管理者の観光協会あたりは手探りで

運営したというようなことも聞いてございますし、

そんな中で案内業務の場所に訪れた方につきまして

は、月にしますと多い月で７００人近くというよう

な数字が残ってございます。その期間中には１,５

００人余りの方が訪れて、飲食ですとかパンフレッ

トのリーフレットあたりを持ち帰ったというふうな

ことは聞いてございます。 

 ですから、そこで完結して町中に何人程度誘導さ

れたのかというと、その辺はまだ未知数な部分があ

りますけれども、ことしの経験を踏まえまして来年

度以降につなげたいというふうに考えてございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番金子委員。 

○７番（金子益三君） この建設の是非がいろいろ

あったわけでありますが、やはりつくった以上は最

大の効果を図るべく方策をとらなくてはいけないと

思うのです。 

 成果表にもありますけれども、１９年度から十勝

岳観光協会に指定管理者という形であそこの管理運

営を行っておりますが、聞くところによりますと、

構造上あそこを富良野地域からの導入というのは非

常に物理的にも難しいと。信号があり、見晴らしの

悪い状況の中で、小高い丘に車線をまたいで入って

いくというのは非常に難しく、旭川方面から来た人

に対していろいろな情報提供をしやすい形になって

おりますが、小山がありますので、通常旭川方面か

ら走ってきたときには、そこに情報センターがある

ことは目視では不可能なわけですよね。 

 駐車帯にとまったお客さんなり観光客を呼ぶため

の方策をとろうとしているわけですが、あそこは設

計するに当たって、いろいろヒアリングを行ったも

う一つの団体等々と協議がなかなかうまくいってい

なくて、例えば看板はだめ、のぼりはだめと、そん

な中で導入していくにはどうやっていいのかわから

ないと。産業振興課のほうに聞いたら、どんどん産

業振興のために完結しないためにも人を呼んでくれ

と。しかし、実際呼ぶ方策をとろうとすると、それ

は景観上だめであるという若干のねじれが起きてい

るのが現状でありますので、その辺縦で区切るので

はなく、もう少し柔らかい発想の中で、あそこを管

理運営する部分を柔軟にできるような方策がとれる

のかどうか、ちょっとお伺いしたいのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（早川俊博君） 金子委員の再質問

にお答えさせていただきます。 

 そういった案内所を開所してから、小山ですか、

丘が邪魔して旭川方面から来る方について、案内所

の場所がわからないというような話もありまして、

そういったことで看板の設置を駐車帯のわきに、

シーニックカフェというような形で案内板を設置し

ました。今後についても、開発局もシーニックバイ

ウェイの関係で、景観を損なうというような形で、

そういった看板を路上に立てることは、許可がおり

ないというようなこともございます。 

 そんなことで、今、シーニック団体のほうから要

請がありまして、開発局のほうに公設の見晴台公園

の案内所という形で、公設の案内板を設置していた

だくようにお願いしておりますし、開発局のほうも

快く引き受けていただきまして、来年度あたりには

つくのかなというふうに感じているところでござい

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 先ほどの橋梁で、向山委員

の質問の関連事項なのですけれども、安全係数が２

倍３倍あるからいいという話はないと思うのです。

安全係数はあくまでも安全係数であって、２倍３倍

になっているからそれまで通れるよという話はない

と思うのです。例えば、５トン積みのトラックに実

際は１０トンまで積めるから、１０トンまでいいと

いう話はないですよね、それと同じで。 

 あと、大型でも新型になってくると大丈夫だと、

多分、接地圧、接地面積の話だと思うのですけれど

も、これもダブルタイヤを履いているとか、シング

ルタイヤとかいろいろな型の車があると思うので

す。だから一概には言えないと思うのですけれど

も、そこら辺はどうなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹。 

○建設班主幹（松本隆二君） 今の質問についてお
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答えいたします。 

 今、委員おっしゃるようなことは言える思いま

す。ただ、橋によって設計、これからそういう調査

を義務づけられると、将来的に全橋梁ですか、それ

がそういう調査をしなければならないと義務づけら

れると思うのですけれども、上富良野町においても

これから全橋梁において目視なり、古い設計書など

を参考にしまして再度チェックいたしまして、例え

ば通れない、危ない橋がそういう調査でわかれば、

直ちに荷重の規制をかけるなりをして安全に通れる

ようにはしたいと思います。 

 また、調査の結果、調査は地質だとか時間も経費

もかかるわけでございますけれども、ある程度近隣

の地質、ボーリングなどを考慮いたしまして調査い

たしまして、安全に通れるような橋を確認したいと

これからも思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 先ほど、村上委員、米沢委

員のほうから出ていました公営住宅の修繕管理費の

関係なのですが、米沢委員のほうは実態調査の取り

まとめを早急にして改修計画を立ててはどうかとい

うことだったのですが、そのことが出てこないで、

改修計画を進めるということですから、私は一つ

は、所管が変わって町民生活課は大変だろうと思い

ますけれども、できれば実態調査をして、そして改

修計画を立ていくというのが筋道だろうと思うので

すが、現在、実態調査をされたものがお手元にあっ

て、それをもとにして改修計画を立てていくという

形での答弁なのか、その点ちょっと確認したいと思

うのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 中村委員の御質問

にお答え申し上げます。 

 実態調査の関係でありますけれども、実態調査の

結果はございません。それで、私たち職員におきま

して実態を調査しまして、職員による技術的な診断

に基づきまして、修繕計画なり改善計画なりこれか

ら作成していかなければならないというふうに思っ

ていますので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それでは、実態調査の関係

は、先ほど米沢委員のところでは出したところもい

るし、出していないところもいるというようなあれ

だったけれども、一応、町民生活課の中ではその実

態調査はないとことですね。改めて職員が実態調査

をして、それに基づいて修繕計画を立てていくとい

うことで理解してよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま、私、申

し上げましたように、うちの町民生活課におきまし

て実態調査をしまして、それで修繕計画を立ててい

きたいというふうにして考えております。今はござ

いません。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 職員がということで、建設

水道課の技術屋の専門家も含めてやるのか、あくま

でも町民生活課の今の職員体制でやるのか、移管し

た経過もありますので、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 中村委員の御質問

でありますけれども、技術的な部分につきまして

は、技術職員にお願いしまして実施したいというふ

うにして考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 道路の整備で、バリアフ

リーの点でお伺いしたいのですが、全般にちょっと

お伺いいたします。 

 上富良野町の場合は、高齢者、あるいは車いす、

あるいは乳幼児を車に乗せた、そういう人たちがな

かなか歩きにくいという状況があります。これは、

都市計画において、きちっとその対応がなされる部

分があると思います。 

 今、御存じのように、汚水ます出ていたり引っ込

んでいたりだとか、歩道の幅そのものが狭いもので

すから、それを改良して歩きやすいまちづくりを目

標に、もっと改善すべき余地があるのではないかな

というふうに思いますが、この点、他の地域見まし

たら、歩道そのものを掘り下げている部分もありま

すし、低くしている部分もありますし、そういった

改善ができる部分からやるという必要があると思い

ますが、見直し等、これはどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（早川俊博君） ５番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 町道が何本かあるうち、バリアフリー対応という

道路につきましては、東２線道路は我が町最初で何

年か経過しているわけですけれども、その間、そう

いった対応を図っていないところでございますけれ

ども、バリアフリーに対応するためには点字ブロッ

クですとか、車いすが交差できるような歩道の幅が

必要な部分が出てきます。現状の歩道でそういった

対応をするという場所は、本当に限られた場所と

なってございます。 

 ですから、今後につきましては、公共施設周辺で
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すとかそういった経路につながる、例えば駅からバ

ス停から、そういった部分を計画的に整備しなけれ

ばならないという認識は持っていますけれども、実

施計画にのっけるまでといたしましては、なかなか

今現在の財政事情からして、本当に厳しいものがあ

るかなというふうに考えてございます。 

 確かにバリアフリー化の対応は本当に必要という

感じで、今後の５次総計についてもそういった位置

づけがなされるのなかというふうに感じてございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 副町長、今後そういうもの

も含めたまちづくりというのは絶対必要になってき

ていますし、また、なっています。町の人たちに聞

いても、上富良野はどこでもそうなのかもしれな

い、特に歩道、あるいは車道の出っ張り引っ込みが

あって歩きづらいのだという声があります。そうい

うものを改善することを目標としたまちづくりとい

うのがとても大切ですし、その点、担当課長がおっ

しゃったように、５次総合計画の中にきっちり位置

づけるという取り組みというのは絶対必要だと思い

ます。この点どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

お答えしますが、考え方なりは私ども同じ気持ちで

いるところであります。ただ、今、整備済みのとこ

ろを全面的に大々的に改良するということについて

は、財政的にも不可能だろうというふうに思います

が、部分的に修繕が必要だとか、そういう機会を通

じまして今申し上げられますような、できる限り高

齢者の方々にも歩行にできるだけ支障のないような

形で部分的な対応されていますので、それらをもう

少し進めるような形ができるのかどうかについては

十分検討してまいりたいというふうに考えていると

ころであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、さきの９番

中村委員からの質問がありました４款クリーンセン

ターの覚書の件で、環境衛生班主幹から答弁があり

ます。 

 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（服部久和君） ９番中村委員の

御質問にお答えいたしたいと思います。大変時間が

かかりまして申しわけございません。 

 協議会のほうに１００万円を出すようになったの

は、御存じのように１３年度からでございます。そ

れで、平成１２年１２月７日の会議において、迷惑

をかけた部分に対して協議会の補助金を見直しする

という地区からの要望がありまして、それについて

会長とその会議の後、増額するように進めるという

会議録を双方承認、判こを押して確認しているとこ

ろです。金額については、その後、うちの誠意とし

て１００万円という形で協議会のほうに提示したと

いうことです。 

 先ほど言ったことに違う部分がありまして申しわ

けございません。今言った話が正確な話でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 再度確認します。 

 協議会との会議録は平成１２年１２月７日。そし

て、その中には１００万円という字句は入っていな

いということで、その後、話し合いで１００万円と

いうことですね。はい、わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、８款土木費の質疑を終了いた

します。 

 次に、９款消防費の１９２ページから１９３ペー

ジまでの質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、９款消防費に

ついての質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、１０款教育費の

１９４ページから２４５ページまでの質疑を行いま

す。 

 その前に、さきの中村委員から質問がありました

給食配送車の件につきまして、前田課長より答弁が

あります。 

 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） 先ほど中村委員の

ほうから御質問がありました給食配送車の修理の件

でございます。 

 １８年修理の件でございますけれども、６月の車

両検査の際に監査委員の方から、後ろの荷台のドア

の破損について御指摘がございました。ただ、その

御指摘の際に、直ちに修理ができればよろしいので

すけれども、毎日の配送という稼働の中でちょうど

夏休みに入る、給食車が休む期間を利用して、１８

年８月にドアの修理をさせていただいてございま

す。なお、その修理以降につきまして、監査で指摘

を受けておりながら、修理後修理をしましたという

最後の報告を怠っていたということもございます。

― 50 ―



 

そういう意味も含めまして、今後については遺漏の

ないように努めてまいりたいと思います。 

 大変申しわけございませんでした。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、質疑に入り

ます。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １９７ページ、特別支援教

育事業のところでございます。 

 これは、西小と上小に特別支援の助手の方のあれ

だと思いますけれども、上富良野中学校にも特別支

援をする授業が一番よろしいのですけれども、助手

なんかも必要ではないかと考えておりますけれど

も、いかがでございましょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） 御指摘のとおり、

今現在、特別支援教育指導助手につきましては、上

富良野小学校、それから西小学校に１名ずつ配置を

させていただいております。ただ、上富良野小学

校、西小学校、それぞれ複数の対象児童がおりま

す。その中で、特別支援教育の担当、特殊学級とか

いろいろな形の中で担当教員もおります。ただ、そ

の担当教員の指導助手ということで配置をさせてい

ただいております。 

 その中で、上富良野中学校については、対象生徒

自体がまだ少人数でございましたし、またその対応

についても学校とも協議はしておりませんけれど

も、その形の中で配置していないという状況にござ

いました。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） やっぱり中学校にも何名か

の方が、こういった特別支援を要する方がおられま

すので、そちらのほうにも目を向けていただいて、

今回、予算に比べまして１８万２,５７３円マイナ

スになっておりますね。それで、上富良野中学校に

ひとつ何とかお考えを、教育長、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ２番村上委員の御質問で

ありますが、先ほど課長のほうからお答えをさせて

いただきました。 

 西小学校には複数の特別支援学級がございます。

その中で、多くの児童がいます。上富良野小学校に

おきましては、ことばの通級学級や何かというよう

なことで、道教委のほうから担当の職員が配置され

ているわけでありますが、それでは不十分だという

ことがありまして、そこに配置をしていたところで

あります。 

 なお、平成１８年度の上富良野中学校の実情とい

たしましては、知的学級１学級のみであります。そ

ういうことで、当然、道教委のほうから担当をする

教諭が派遣されておりますので、その者で十分とい

うようなことで平成１８年度は終えているところで

あります。 

 今後につきましては、学級や何かの増減に基づい

て、また対応を図っていかなければならないとは考

えるところでありますが、今のところ学校との打ち

合わせでは大丈夫ということで押さえているところ

であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） １９５ページ、教育委員会

活動費の交際費の関係でお尋ねいたします。 

 昨年は年度末ぎりぎりで、我々の理解のできない

ものの購入等が若干あったのですけれども、今回、

情報コーナーで見ますと、適切に運用されているな

という感じをいたしました。 

 まず１点目は、今回の決算委員会で交際費の支出

基準を出していただきました。これは平成１６年４

月１日改正です。ところが、情報コーナーにある教

育長交際費、一番最初のページは平成１１年４月１

日付なのです。ですから、教育委員会の会議録の関

係も別な中でちょっと申し上げましたが、これが適

切にされていないと。それから、１６年４月１日改

正からの中身を見ますと、例えばスポーツ振興審議

会は１８年３月３１日で廃止になっている。それか

ら、給食センター審議委員は１９年３月３１日で廃

止になっている。それから、議長・副議長、総務常

任委員というのは、今度の議会の改正で厚生文教常

任委員になっている。ですから、その時期に応じ

た、これはもう条例でも何でもないのですから、皆

さん方の事務方でやれる作業だと思いますので、ま

ず、そういう点を直していかなければならないので

はないか。 

 それからもう一つは、教育委員会各賞受賞者と

なっていますけれども、各賞受賞者というのはどこ

までのものを指すのかということで、ちょっと疑問

を感じました。 

 それからもう一つは、町長のほうは祝儀等と含め

て、もう一つ別欄で設定されているのですよ。今回

の教育委員会のあれ見ると、香典、生花、見舞い本

人それだけで、あとは注意事項の中で書いてあるの

ですけれども、現実に平成１８年度の支出の状況を

見ますと、会費１５件、祝儀９件、負担５件、香典

２件、贈答品２件、食事代１件ということで、実質

的には町長の交際費と似たような形で支出をされて

いるから、祝儀等ということをもう一欄設けてぴ
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しっと整備をしたほうが、皆さん方もやりやすい

し、我々も見た場合に、今度のこれは３,０００円

だな、５,０００円だなということでわかりやすい

ので、これはぜひ直していただきたいということ

で、町長部局と同じような形でやっていただきたい

と思うのですけれども、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） 中村委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 情報コーナー等におきましては、適時に提示をし

ていないということにつきましては、まず最初にお

わびを申し上げたいと思います。 

 なお、交際費の基準についてでございますけれど

も、まず教育関係表彰者ということでございます

が、対象としては、文化賞、スポーツ賞、科学奨励

賞、それからそれに伴う文化奨励賞、スポーツ奨励

賞等の教育委員会が行う表彰の対象者であります。 

 それから、基準についてでございます。委員御存

じのように１６年４月からの適用での運用を１８年

行ってまいりましたけれども、今、委員御指摘のと

おり、１９年４月からにつきましては新たな基準を

作成をして、その中で町長交際費とあわせた形とい

うのはちょっとおかしいのですけれども、そういう

形で、ただ違う部分、教育委員会独自の部分がござ

いますが、そういうもの以外につきましては、町長

交際費にあわせた形で基準を改正しながら、今、運

用を図っているところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２０１ページ、上富良野小

学校の管理運営費の中の消耗費でございますが、

私、小学校開放授業ですとか学園祭とかに行かせて

もらうのですけれども、トイレが非常ににおいまし

て、以前ほどではないのですけれども、今、大変い

い消香剤もございますし、家庭では和式でなくて今

ほとんど洋式を利用いたしておりますし、中学校に

は一つ洋式がありますけれども、小学校につきまし

ては第５次総合の中で建てかえるのか改築するの

か、これから計画に入ってくるかと思うのですけれ

ども、消香剤ぐらいはもうちょっとにおいの、毎日

子供たちは利用しておりますので、私はたまにしか

行かないですけれども、トイレが本当ににおうので

すけれども、これらについて何かいい手法か何かお

考えございませんか。ちょっとお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） 今の村上委員の御

質問にお答えさせてもらいます。 

 上小のトイレの臭気につきましては、本当に私ど

もも建築の担当者も含めて、技術長も含めて何度も

現場へ行きながらそれぞれ対応を考えているところ

でございます。ただ、私どものほうでも、今のとこ

ろ本当に原因が見えないという形の中で、委員御指

摘のとおり消臭剤ですとか、あるいは芳香剤ですと

か、いろいろなパターンを利用してみてはいるので

すけれども、なかなかその解消に当たっていないと

いうのが現状であります。そうした形の中で、さら

に現状を確認しながら、対策等についてはまた考え

ていきたいなと思っております。 

 それから、次にトイレ、和式トイレが多うござい

ます。ただ、各学校等確認を私どももしてございま

すけれども、各学校トイレそれぞれの箇所に、必ず

洋式のトイレを１カ所は用意はしてございます。た

だ、１カ所だけ、江幌小学校の男子トイレだけが和

式トイレしかございません。そういう形の中で、今

後に向けては計画的な改修も含めて考えていかなけ

ればならないということで、私どものほうで今計画

を進めていきたいとは考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） どうなのでしょうか、アン

モニアがこびりついているのでしょうか。お掃除、

生徒さんがされているわけでして、清掃の仕方なの

か利用の仕方なのか、何かちょっと考えて、理由が

わからないとおっしゃったのですけれども、何かい

い方法がないか、その点お願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は要りますか。 

 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） 清掃については、

児童がそれぞれ当番を持ちながら清掃をしていただ

いております。ただ、原因自体は清掃の仕方だとい

うことでは我々もとらえてございません。やはり構

造的なものも含めて、建築担当者の御意見を聞きな

がらその解消に向けて検討をしていきたいとは考え

ております。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２０７ページの消耗品学校

管理費活動です。振興費等に係って、消耗品や学校

図書、教材等に係ってお伺いいたします。 

 決算を見ますと、比較的山城だとか学校協会等の

消耗品や学校関係の教材が比較的多いように見受け

られます。上富良野町と他の購入の実態はあるのか

ということを聞きましたら、そういう統計はないと

いうことだったのですが、確かに価格的に地元で買

うよりは大きいところで買ったほうが安いというの
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もあるのかもしれませんが、しかし、全面的でなく

ても地元にこれだけ景気が後退するという中では、

一定努力もされているという話も聞きましたが、や

はり地元で買う努力をもっとする必要があるという

ふうに思いますが、地元と上富良野町と町外の実態

統計というのはとられているのかどうなのか。あわ

せて改善できるものは改善する必要があると思いま

すので、この点お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） 今の米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 まず、消耗品の購入等でございますけれども、基

本的にここで上げている消耗品につきましては、各

学校で使用する教材ですとか、そういう部類のもの

に当たります。ただ、各学校に予算配当をしながら

それぞれ使用している金額でございます。そういう

意味では、既に御存じのように、厳しい予算財政の

中で各学校においても予算的には厳しい状況に置か

れている中で、町内業者育成も含めた場合、町内で

の購入を最優先すべきではあろうかと思いますけれ

ども、そういう形の中で実勢単価も含めて、安いほ

うに行ってしまう傾向にはございます。 

 ただ、学校図書等につきましては、当然これは各

学校の図書等を取りまとめの上、全体で町内業者を

含めて、町外の業者もまぜながら５業者でそれぞれ

見積書を提出していただく。要するに随意契約では

ございますけれども、厳格な見積もり合わせの中で

購入をさせていただいて、当然、町内業者も参画し

ていただくという状況でありながら進めているとい

うことでございます。 

 今後においても、地域振興も含めたときに、地元

業者のかかわり方等についても考慮していかなけれ

ばならないのかなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 教育長にお伺いいたします

が、担当の課長は今後十分配慮も必要だということ

で言われておりますが、私もそうだと思います。こ

れは住民の皆さんのお金ですから、他の町村に流れ

ていく部分も確かにあるのですよ、今の社会ですか

ら。しかし、それをなるべく地元に還流できるよう

な環境づくりというのは絶対必要だというふうに思

いますので、この点、そういう方向で進めるという

形で考えがあるということでよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ５番米沢委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 課長のほうからお答えをさせていただいたとおり

であります。そういう中で、我々といたしまして

は、校長会とか教頭会、また事務担当者の会議等に

おいて、やはり地元業者についても配慮しながら

使ってもらうようにということは、要請をいたして

いるところであります。 

 ただ、先ほど課長が答えたように、やはり安いと

ころから買っていくということも学校の防衛意識と

いいますか、今、予算が厳しい中でそういうものが

ありますので、バランスある購入に今後も努力をし

てまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 図書館運営についてお聞き

したいと思います。 

 １７年度から１８年度までに処分というか破棄を

した本の数、それと破棄をする基準、あるいはその

破棄の権限をだれが持っているのか、現場の職員が

持っているのか、そういったところ。 

 次いで、購入の方法でありますけれども、購入に

つきましてもどの図書を購入しようと決定するのは

だれが権限を持っているのか。現場の職員が決める

のか、あるいはアンケート等をとってやっているの

か、そこら辺をお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） ６番今村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 図書館の本の廃棄でございますけれども、手元に

平成１９年の資料がございますので、その分だけに

なります。平成１８年度の廃棄処分ですけれども、

６,４１４冊を廃棄してございます。この冊数につ

きましては、平成１７年に図書館を改築いたしまし

て、その後、図書の整備を進めるということで、老

朽化した本ですとか新しい本を購入するに当たって

整理を進めた関係がありまして、例年に比べて多い

数字になっております。ちなみに、今年度は２,１

１８冊処分してございます。 

 それと、新しい本の購入につきましては、住民か

らの希望ですとか、あとは図書館の職員が今まで来

館者等の希望を聞きながら、それと社会情勢等も聞

きながら判断して購入しているところでございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） まず、だれが権限を持って

いるかというお話をしてほしいと。それと、破棄を

した、あるいは購入した本の題名だとか作者名、破

棄するのを掌握するのは非常に難しいとは思うので

すけれども、そういったものを掌握しているのかど

うか、それをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） ６番今村委員の
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御質問にお答えいたします。 

 済みません、先ほどの答弁漏れがございました。 

 本の処分につきましては、損傷の激しいもの等に

ついて廃棄処分をするということで、最終決定権は

図書館長の判断を仰いで決定しているところでござ

います。同じく購入についても、図書館長の判断に

よるところです。 

 それと、廃棄のリストですとか購入のリストにつ

いてなのですが、ちょっと小さくて見えにくいので

すけれども、今、図書館の本はすべてコンピュー

ター管理されておりまして、１冊１冊すべて本の名

前、それから発行者、それから著作者、発行年月日

と購入年月日をすべて記載されて、それに基づいて

廃棄処分、それから購入の手続を行っているところ

でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） どうもありがとうございま

す。非常にすばらしい管理だというふうに思いま

す。 

 私、この質問をした趣旨は、今から２,２００年

ほど前、中国の清の時代に焚書坑儒という事件があ

りました。現代の平成の民主主義の世の中で、気に

くわない本、思想を弾圧するような本を燃やすとい

うようなことはないと思いますけれども、例えば日

本のある県では、ある図書館員が自分の思想に基づ

いて、それと反対の本をその作者の１冊ぐらい残し

てすべて破棄したという事案がありましたよね。そ

ういったふうになっていくと、どういうものでも知

る権利を持っている人に対するものが偏ったことに

なるというふうに思いましたので質問させていただ

きました。 

 どうもありがとうございました。答弁は要りませ

ん。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今の関連でございますけれ

ども、図書の廃棄ということで、ブックランド的な

形で私も何冊かいただいてまいりました。富良野の

図書館にも、私、行ってまいりました。 

 ただ、僕は、上富良野の図書館で本をもらって、

リストに載ってあれしているものが、ただ、図書館

のところ黒く塗りつぶしているだけです。それか

ら、富良野へ行けば、ちゃんと富良野図書館廃棄と

いう判こを押しているのですよ。というのは、極端

に言えば、図書館から本を黙って持ってきて塗りつ

ぶせば、それで通用するのかというような感じを、

富良野のちょうど１０月の末ですから行ってきて、

何十冊かもらってきたのだけれども、そういう処分

の廃棄の仕方、僕は適切でないという感じを受けて

いたのです。あくまで上富良野の図書館、そして廃

棄というようなゴム印か何かでもつくってやってい

ただいたほうがいいかというのが１点。 

 それからもう１点は、文庫本があるのですけれど

も、これは蔵書の記録やあれも何も入っていないの

です。ということは、閲覧用にしていなかったのか

どうなのか。現実、私はもらってきてうちにありま

すから、それも七、八冊あるのですけれども、そう

すると、この本はどこにあってどうなったのかとい

う疑問が出てきたのです。それで、その点を２点お

伺いしたいと思うのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） ９番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のブックランド等で廃棄等の処分を

したものについてなのでございますけれども、先ほ

どの今村委員の御質問ともちょっと答弁漏れがござ

いましたけれども、ブックランドで廃棄する本につ

いては、ことしは文化祭のときと、それの１週間前

の図書館まつりというのがありまして、そのときに

６,０００冊余りの本を町民の方々に再利用してい

ただくということで処分させていただいておりま

す。そこでも引き取っていただけなかった本につい

ては、劣化のひどいものについては、最終的には廃

棄処分ということで処分させていただいているとこ

ろです。 

 それと、中村委員の御指摘がありました本の廃棄

についてでございますけれども、廃棄処分の本につ

いては、廃棄済みという判を押すことになっており

まして、その処理をしているはずなのですけれど

も、漏れたということであれば、おわびしたいと思

います。 

 それと、塗りつぶしについてはバーコードがあり

ますので、その部分については塗りつぶししている

ということでございます。 

 それともう一つ、文庫本等で登録がされていない

というような御指摘がありましたけれども、それら

の本につきましては、図書館に毎年御寄贈いただく

本がございます。その中に、文庫本等で大量にいた

だくことがあるのですけれども、既に図書館に収蔵

している本ですとか、文庫本以外に正規のハードカ

バーの本があったりということで、それらのものに

ついては申しわけないのですけれども、いただいた

のですが、図書館には収蔵しないでそのまま処分さ

せていただきますというか、ブックランド等でまた

還元させていただきますというような、事前に寄贈

者にお願いして、そのような形をとっている本がご

ざいます。それについては登録はしていないという

ことでございます。現在、図書館にある本について
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は、全て登録済みとなっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 関連でございます。 

 図書館の開館時間です。今、９時半から６時に

なっておりますけれども、富良野は９時からあいて

いるという状態で、この時間を９時からにできない

か、または後方のほうで６時半ぐらいにできないも

のかどうか、こういうようなことをお尋ねしたいの

ですが、どのようにお考え。この見直しにつきまし

てはいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） ２番村上委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 図書館の開館時間の延長ということでございま

す。委員御指摘のとおり、今、６時まで開館してご

ざいますけれども、利用者の希望の中には、当然

もっと遅くまで開館をしてほしいという声もござい

ます。それについては、それこそ職員の配置ですと

か、さまざまな条件をそろえた上での対応をしなけ

ればならないということから、現在まだ延長してい

ないというのが現状でございます。今後において

も、延長については検討させていただければと思っ

てございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） １９７ページの上富良野高

等学校振興会の関係でお尋ねをいたしたいと思いま

す。 

 先ほど、代表監査委員の関係等の報告等で質疑を

交わしたところです。それで今回、この問題で２２

８万円ということですけれども、昨年の中で私は上

富良野高等学校の振興会の体制を変えなければだめ

ですよと。平成１６年の振興会の臨時総会のとき

に、堀内さん、こんな不祥事が起きるのは教育委員

会の責任ですよということで、はっきりしてきてい

るのです。言うなれば、会長が教育委員長で、そし

て事務局、会計等も含めて教育委員、学校関係とい

うことで、それでいずれにしてもある面で、平成１

８年の総会の折に役員規約等も含めて変えなければ

ならないというようなことが言われておりましたの

で、平成１９年５月２９日に教育振興会の総会等が

あったということで承知をしております。そういう

ことで、この中で規約の改正、それから役員の体制

はどうなったのかということで１点お伺いをいたし

たいと思います。 

 それから、次に成果報告書の中で資格取得助成と

いうことで、一応５６４件がされたということで報

告を受けております。したがって、その内容につい

て、どのような資格を何名習得をしていたのかとい

う、それに対する費用はどのぐらいかということを

含めて報告を。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ９番中村委員の御質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、１８年度において、いろいろと御指摘を

賜ったところであります。その中で、特に規約、そ

れから役員構成のあり方、また監査のあり方、いろ

いろなことの御指摘を賜ったところであります。そ

のようなことを受けまして、平成１９年の総会時に

おいて規約の改正、また、役員構成のあり方、ま

た、監事の教育関係以外の方たちの就任をいただい

た。また、そのほか、教育委員会の事務監査のあり

方についても御指摘を賜っていたところでありま

す。年間１回、事務監査をするということでありま

したが、それも回数をふやさせていただいて、１８

年度から年２回監査をさせていただいております。

その中で、すべてパーフェクトにということはなか

なか大変なところもありまして、そういうことも是

正をさせてきていただいているところであります。 

 なお、３点目の御質問の資格取得助成の件につき

ましては、課長のほうからお答えをさせていただき

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） 中村委員の資格取

得の関係についてお答えをさせていただきます。 

 それぞれ資格取得についての助成を今後の振興会

の補助金の中からするということで、１８年度につ

いては実施をしていただいております。 

 まず、どういう資格を取っているかといいます

と、実用英語技能検定、これにつきましては５級か

ら準２級までそれぞれの段階の資格に挑戦していた

だいております。それから、漢字検定、次に食物調

理技術検定、硬筆書写検定、ワープロ実務検定、情

報処理検定、それからパソコンの入力スピード認定

試験ですとか日本語ワープロ検定、さまざまな検定

というのですか、そういう資格に生徒たちに挑戦を

していただいております。 

 なお、学年についても就職間近な３年生だけでは

なくて、１年生から３年生まで全体にわたってそう

いう資格に挑戦するようにということで、学校のほ

うにも推奨していただいた形の中で、延べ受験者数

については５６４件に至ってございます。費用につ

きましては、総体で８６万１,６３０円の助成をし

ているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 資格取得で５６４名が受験
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をしたのか、受験のために助成をしたのか。 

 もう一つは資格習得者は何名かということで聞き

たかった。どのぐらいの成果が上がったのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） ５６４名の方が受

験されて、すべての方が合格されているわけではご

ざいませんけれども、申しわけございません、全体

の集計をしていない中でお答えをさせていただきま

すが、まず、英語技能検定につきましては５級から

準２級ということで、４段階の挑戦をしてございま

す。その中で、例えば英語検定５級につきましては

５０名の生徒が受けてございます。１学年２１名、

２学年２９名ということで、その中で合格者につい

ては４３名、４級については１６名の挑戦をして１

２名、３級につきましては２５名の生徒が挑戦して

８名、それから準２級につきましては３名の生徒が

受験をしまして、２年生ですけれども１名が受かっ

ているという状況にございます。 

 それから、漢字検定につきましては、上のほうか

らいきますと、２級につきましては１０名の挑戦を

していますけれども、合格者につきましてはゼロで

あったと。それから、準２級につきましては１７名

挑戦して５名、３級につきましては６３名が挑戦を

しているのですけれども１０名の合格者、それから

４級につきましては３０人が挑戦してございますが

５名、５級につきましては３１名が挑戦して６名、

６級につきましては３５名が挑戦しまして５名、７

級につきましては５名のうち１名、８級につきまし

ては１１名のうち６名というふうに、すべての答え

を出したほうがよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２２３ページの子供の教室

実行委員会の補助という形で出ております。 

 単刀直入に伺いますが、いわゆる小学校、上小、

西小という形で利用されているかというふうに思い

ます。どの教室見ても確かに上小の場合は体育館、

あるいは空き教室を利用しているという形で、比較

的人数の割にはそう狭隘な中で放課後生活せざるを

得ない。西小に至っては、さらに料理教室、図書室

を使うという形の中でさらに狭隘になって、いすが

あったり障害物がたくさんある。やはりこういうも

のはストレスになります。子供にとっても指導され

る側にとっても。こういう改善というのは必要かと

いうふうに思いますが、今後のあり方等も含めて、

今すぐどうなるかという話ではない部分もたくさん

ありますので、将来に向けて子供たちが伸び伸びと

暮らせる環境づくりのためにも、どうするのかとい

う立場から改善する必要があるとかと思いますが、

この点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 今、１９年度から放課後子供プランということで

事業をしています。１８年度については子供教室と

いうことで実施をさせていただいてございます。そ

の中で、会場につきましては、上富良野西小学校、

上富良野小学校、それから東中、江幌等がございま

す。西小学校につきましては、委員御指摘のとお

り、図書室、あるいは調理実習室を子供教室のメー

ン会場という形の中で運用をさせていただいてござ

います。 

 この子供教室そのもの自体も、既存の学校施設を

有効利用しながら空き教室等を利用できれば、そう

いうところを利用し実施をしていくという趣旨がご

ざいますが、その中で、どうしても西小学校につき

ましては空き教室もなく、実態としてメインルーム

として使える場所が図書室、あるいは今年度であれ

ば人数が多くなってきてございますので、調理実習

室とか、そういう形の中で何とか運用を図っている

ところでございます。 

 ただ、委員御指摘のとおり、子供の安全面、ある

いは環境整備等々を考えると、できる限り広い場

所、あるいは何もない場所でというのが理想的では

ございますけれども、なかなかハード上の中で解消

ができない。ただ、その教室の中ですべてが進んで

いるのではなくて、例えば遊びのゲームですとか、

そういうときにはプレイルーム、あるいは体育館が

あいていれば体育館でということで、それぞれの事

業を実施しているというのが現状でございます。 

 今後についてもできる限り、子供が安心して遊べ

るような環境づくりについては、さらに進めていき

たいというふうには考えてございます。そういうこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 教育長がいつも言っている

のですから、一般的な答えではだめなのです。私、

これは緊急必要性があるから聞いているのであっ

て、将来どうするかのということを聞いていますの

で、この点を明確にしていただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ５番米沢委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 今、課長のほうからお答えをさせていただきまし

た。今、本当に我々が想像する以上の申し込みがあ

る、また、文科省とか厚労省やのほうで言っている

中では、当然、空き教室や何かが学校にはあるも

の、それは子供たちの数が減ってきているからとい
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うような押さえの中でやられているわけであります

が、今お話ししたように、実際は西小学校等につい

ては空き教室はないと。そして、例えば安定した場

所に移動するということになれば、足の確保はどう

するのだというような大きな課題等もあります。 

 ただ、この事業に対する地域の要望等は非常に大

きいものがありますので、平成２０年度に向けても

我々は当然これからそういう状況を解消すべく、課

題を解決すべく、そして安定した運営をどうとって

いくべきか、そういうようなことで今議論を重ねて

いるところであります。 

 学校としては、低学年は授業が終わります。でも

高学年はまだ授業をしている。そういう中で、低学

年が子供教室や何かに来て遊んで大きな声を出せな

いというような学校での問題点や何かも当然ござい

ますし、そういうことを解決するには本当に学校施

設だけでできるのかという課題も、我々には現実に

課せられているところであります。そういうことも

含めて、どのような形で今後運営していったらいい

か、また皆さんの意見を聞きながら我々も対応を

図ってまいりたいというふうに考えているところで

あります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ぜひその対応を図っていた

だきたいというふうに思います。 

 次に移りたいのですが、引き続き２２９ページの

図書の運営についてお伺いいたしますが、この間、

事業調書を見ましたら、成果報告書ですか、１７年

度から比べまして図書の購入費が比較的落ちて、１

００万円ぐらい落ちているのです。そんなにしょっ

ちゅう多額の費用をかけて図書を購入するというこ

とにならないとは思いますが、上富良野町と他の町

村の実態を見ますと、いろいろと多いところもあれ

ば少ないところ、富良野は大体約倍ですね、人口か

ら比較してみればそうなのかなというふうに思いま

すが、美瑛、あるいは近隣の町村から見ても若干落

ちる場合もある、上富良野の場合。そういう場合、

現場をいろいろ見ましたら、緊急に趣味の本だとか

そういった専門的な雑誌の購入はないかというよう

な、行ったらないというような話も聞いています。

すぐ購入できるような話ではありませんけれども、

それに対応するような予算というのは一定額必要な

部分もあると思います。そういった実態も含めて、

現状はどういう雑誌を購入してほしいのかという要

望が多いのか、それも含めて近隣の実態がわかれば

お伺いしておきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） ５番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 専門書等の購入についてですけれども、現在、趣

味等で切り絵ですとか、絵手紙ですとか、これから

のシーズンですと年賀状ですとか、夏になるとリー

スですとか花壇づくりの本ですとか、そのような形

で常に新しい形の雑誌の購入等を図っているところ

です。ただし、農業関係ですとか、園芸関係の専門

書については、なかなか予算の関係で購入できない

ところもあるのですけれども、一般的に皆さんが読

まれているような実用的な本については、順次購入

していっているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 比較的借りたい本があると

いう、満遍にはいかないと思いますが、そういう予

算というのはある程度確保できると。 

 行きましたら、子供たちも読み聞かせの広場で畳

の上で遊んで、お母さんと一生懸命になって本を読

んでいる。また、読み聞かせも成果を上げている部

分もありますので、ぜひこの点、次の予算に生かせ

るような財政措置も含めた検討をぜひしていただき

たいというふうに思っています。これはとりあえず

そういうことで、答弁は要りません。 

 次にお伺いしたいのは、このページに分館活動の

補助という形で載っております。聞きましたら、各

地域の公民館の分館で、江幌・静修であれば憩いの

家だとか、そんなふうに一応かかわっております。

その予算のあり方なのですが、今の住民会活動と並

行して行っている団体もあるという話も聞いていま

す。 

 そういう意味で、補助部分の削減ということであ

れば、こういった部分も見直しができるのであれば

住民会の補助金と統合しながら、やはり少しでもそ

の部分を住民のほうに還元したりだとかできるよう

な体制できないのかどうなのか。確かに分館長さん

は努力しておりますから、その点は評価もしており

ます。ただ、歴史的な経過もありますから、一遍に

これを見直すというわけにもいかない部分もあると

いう部分も感じておりますので、そういったことも

踏まえて、実態として、現状として課題と問題点が

あると思いますが、この点どういうふうにお考えか

お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 分館活動費についての補助、活動費、それから補

助の中身としては分館活動費の補助、それから管理

費の補助という形で、２本立てでこの補助金につい

ては構成をさせていただいてございます。 
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 ただ、今、委員御指摘のとおり、私どものほうも

実は分館活動についてのあり方等々も含めて、今後

のあり方についてもこれから検討していかなければ

ならないと。ただ、各分館におかれましても、さま

ざまな活動をしていただいてございます。そういっ

た形の中では、町全体としてのコミュニケーション

の場も必要でしょうし、それぞれ各地域において、

その地域間でのコミュニティーの場が必要というこ

とで、この分館事業そのもの自体も大変大切である

というふうにも我々は認識してございます。 

 ただ、委員御指摘のとおり、それも地域活動の一

環であるということをとらえたときに、今ある統合

補助金の中での運用も当然視野に入れていかなけれ

ばならないというふうには考えてございます。た

だ、分館をなくすためには、私どもも社会教育委員

さんですとか、教育委員さんですとか、組織、ある

いは諮問機関等にお諮りをしながら、今後について

は諮って検討していくような形で積極的に進めてい

きたいというふうに考えてございますので、御理解

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ２３３ページ、体育指導員

の報酬の関係でお尋ねいたします。 

 昨日、資料等を閲覧させていただきました。そう

しますと、体育指導員の活動費ということで、報酬

の関係が年２回に分けて支払われているのです。そ

れで、例えば１８年１２月１９日、伝票１１５３７

５、起票が１８年１２月１９日、支払いが１８年１

２月２７日、振り込みです。この内容を見ますと、

５月９日から１１月２７日まで６回の報酬が一括で

払われている。それからもう一つは、今度は後半の

関係は、起票番号、伝票番号１５４８８５ですけれ

ども、起票が１９年３月２３日、支払いが１９年３

月３１日ということで、これは１２月１９日から２

月４日までのということなので、課長に聞いたら、

それぞれ話し合いであれしているのかというような

こともあって、会計から聞けば、それはあくまでも

伝票が起きてくれば私のほうは支払うのだと。た

だ、原則的には、その月の報酬は遅くても翌月ぐら

いには処理をしたほうが望ましいのではないかとい

うようなお話も聞いたので、そのほかのやつを調べ

てみたらきちっとなっているのです。ですから、こ

の点がどうなのかと。どういう理由で年２回払いの

報酬の支払い方をしているのかということでお尋ね

いたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主査、答

弁。 

○社会教育班主査（林 敬永君） 中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 体育指導員の報酬につきましては、御指摘のとお

り年２回に分けて支出させていただいております。

その運用につきましては、体育指導員の方々とお話

をさせていただきまして、いわゆる活動が頻繁にあ

る部分について事務の繁雑を招くということで、そ

れを年２回程度に分けてもいいのではないかという

ことで、体育指導員の皆様方に了解得まして実施し

てございます。 

 ちなみに、その関係につきましては、今年度後期

から開催ごとに支出をさせていただいてございま

す。事務の手続上の問題でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ただいま体育指導員と話し

合いの中で、事務の簡素化ということで基本的には

進めたけれども、現実１９年度は、その月のものは

その月か翌月で処理をしているということですね。

はい、わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２３５ページ、クロスカン

トリースキー大会のスキーのことでございますけれ

ども、今回、日の出のスキー場が昨年と比べまして

１,４００人ぐらい利用が減っておりますけれど

も、これはリフトを少し修理したときにそんなのも

あったのかしらと思ったりするのですけれども、

１,４００人ぐらい利用が落ちているのですけれど

も、ここでスキー教室、何か夜しかしていないとい

うことで、しかも１週間に１回水曜日の夜から、そ

れと土曜日は午前中ということで、町民の方もお子

さんにつきましても昼間の教室、こういったものも

あればというような声が出ておりますけれども、こ

れらに対する対応をお考えいただけないかどうか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） ２番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 スキー教室の関係でございますけれども、上富良

野町に、今、スキーの指導員の方がおられるのです

けれども、皆さんお仕事をされているということ

で、なかなか日中スキーの指導ということはできな

いということがございます。 

 それと、日中については小学生等がスキー授業等

で利用している関係もあるのと、それから幼児にス

キーを教えるとなると、なかなか指導員の方々の人

数の確保もできないというようなことから、現在の

ところスキー教室等は日中は開いてない状況でござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 
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 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 指導員の関係だとかがある

ということでございますけれども、できましたら昼

間の教室、町民からスキー教室といったものがあれ

ばという声もたくさん出ているわけでございますの

で、よく現場を知っていただいて、何とか対応につ

いても考えていただけないかと思うのですけれど

も、もう一度よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） ２番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 今年度これからスキーシーズンに入りますので、

今、委員御指摘のとおり、日中でのスキーについて

もお願いしている指導員の方々と調整させていただ

いて、実施可能かどうか検討した中で、できれば実

施してみたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ２３５ページ、負担金補助

金の関係のスポーツ教室の開催の補助です。 

 きのう開催補助金の支出の伝票を見させていただ

きました。そうしますと、例えばバドミントン教室

４万円、伝票起票１９年３月２７日。そうすると、

開催の月日が載っていないのです。したがって、１

０回のスポーツ教室開催の伝票の中で、日にちが

入っているのはバレーボール教室、３月２７日。そ

れから、護身術教室、健康運動教室、インドアゴル

フ、言うなれば１９教室のうち６教室の部分が開催

月日が載っていないのです。これは載せなくていい

のかどうかということで、代表監査委員も監査をし

た立場があるから、その点は何と照合して開催日時

等の確定をするのかなという点も含めて、ちょっと

答弁をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主査。 

○社会教育班主査（林 敬永君） 中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 伝票等につきましては、おっしゃるとおり記載し

てございません。スポーツ教室等につきましては、

補助申請で期間を入れていただいております。その

後、実績報告をいただいておりますので、その実績

報告をもって実施というふうに理解してございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 我々が見た場合、いつ何を

開催した、我々はそれしか見えないわけだから、現

実に監査の人も実績報告書を対査しながら見ている

のかどうか。私はわかりませんけれども。１０教室

のうち４教室はちゃんと書いてあるわけだから、で

あれば監査がしやすいように、いつ開催したかとい

うことが入っていたほうが僕はベターだなと、入れ

るべきだという考えで書類を見させていただいたの

で、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主査。 

○社会教育班主査（林 敬永君） 中村委員の御質

問にお答えします。 

 確かにそのとおりでございますので、事務の書類

で今後明記していきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 学校給食の点で、２４３

ページなのですが、今回ボイラー等を整備しまし

た。逐次老朽化する部分については整備するという

方向で進められているかと思いますが、当面はこれ

でいいのかなというふうに思いますが、今後どうい

うような計画の中で改善、老朽化の部分を図ろうと

しているのか、この点。 

 さらにお伺いしたいのは、事業報告の中でアン

ケート調査をしながら、子供たちの給食の人気メ

ニューを選んで継続しているという話になっており

ますが、どういうものが一番人気の給食になってい

るのか、その点。 

 さらに、アレルギー対策という形の中で、実態等

がかなり詳細に書かれておりますが、これは上富良

野だけではなくて、例えば広域でやっている富良野

あたりの実態はどうなっているのかという点と、食

材等の使い方だとかそういったところにも、かなり

地元の食材、上富良野のを使っていますが、富良野

圏域においては地元の食材の調達の割合、あるいは

既に調理すれば、揚げればいいというようなものを

使う自治体も結構多いわけですが、しかし、上富良

野はやっぱり人の手をかけて、皮むきから始まって

それから揚げるだとかという、上富良野独特の食材

に対する、給食に対するこだわり持った献立を計画

しているというふうに思いますが、この点どういう

ような形で食材提供をしているのか、その点も含め

てお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） 米沢委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 まず、ボイラー等の設備の今後の方法、あるいは

方針でございます。基本的にボイラーにつきまして

は昨年度更新をした中で、今後も運営を図っていく

という考えでございます。ただ、施設設備等老朽化

の激しい部分はございます。そうした中でも必要最

小限、保守・修繕を努めながら、今後も安心で安全

な給食の提供のための安全管理、衛生面ですとか、
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あるいは対食中毒ですとか、そういうものに対する

万全の体制をしきながら設備の保持に努めてまいり

たいと考えてございます。 

 なお、人気メニュー、それからアレルギー対策等

につきましては、担当の給食センター主査のほうで

お答えをさせていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ５番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、２項目めのアンケート調査で、どういうも

のが好まれているかというようなアンケート内容で

ございますけれども、その質問につきましては、一

般的にラーメン、カレーライス、ハンバーグ等が１

番の人気かなというようなことでアンケート調査が

出ている次第でございます。 

 それと、３番目の食材の関係でございますけれど

も、我々もできるだけ食材につきましては地場産品

を使いながら、さらには手をかけるというような内

容から、ゴボウ一つにつきましても機械むきでな

く、自分の手でおばさん方が愛情を込めたものでな

るべく提供したいというのが基本でございまして、

地場産品につきましてもなるべく地元のものを使う

というようなことで、今、野菜、果物２０品ござい

ますけれども、それと地場の肉を合わせまして地場

産割合というようなことで、約８０％ほど地場産品

を使用しながら給食の提供をしているのが実態でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主査。 

○学校教育班主査（阿部あき子君） 米沢委員の御

質問で、アレルギー対策等についてですけれども、

うちの施設でできることということで、牛乳をお茶

にかえる、また、つけ合わせのものですけれども、

加熱処理した食材のものをつけるということで、ち

なみに１８年度につきましては２５名の児童・生徒

に対応をしております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） 先ほど、アレル

ギーの沿線の実態はどうなのかという部分を聞かれ

たかと思いますけれども、大変申しわけございませ

ん、沿線の実態につきましては把握していないとい

うのが実態でございますので、御了解していただけ

ればというふうに思います。また、知りたいという

ことであれば、後ほど資料提供をしてもいいのかな

ということで思っております。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 上富良野と富良野の給食セ

ンターで調理の方法をいろいろ聞きましたら、やっ

ぱりレトルトを使っているとかいろいろあるので

す。上富良野のよさというのは、こういったところ

に給食のよさがあらわれていると思うのです。こう

いうものを広域の中でむしばまれては困るので、こ

ういったものは少しでも長く残すという方向も当然

必要だというふうに思います。 

 現場の話をいろいろ聞きますと、本当に血のにじ

む努力をされて、給食のあり方、給食指導もされて

いるということですから、そこを最大限に、上富良

野の給食はこんなにすばらしいのだぞという形で、

子供たちも本当喜んでいるのです、話を聞いたら。

おいしいよと。好き嫌いは当然ありますからあれな

のですが、やはりそういうものを最大限に生かす努

力というのは今後とも追求する必要があると思いま

す。この点、さらに感想、教育長は実際食べている

かと思いますが、お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ５番米沢委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 今、委員からお話がありましたように、うちの町

の学校給食については、本当に自信を持てる安全で

安心、おいしいと、そして喜ばれているところであ

ります。ただ、うちの町の給食が１００％パーフェ

クトであるということではないと思いますし、ま

た、他の施設や何かでもすばらしい運営をしている

ところもございます。そういうところと切磋琢磨し

ながら、さらに安定した学校給食を提供していきた

いというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 学校給食の関係で、収支状

況等を含めてお聞きをしたいと思います。 

 昨日、平成１８年度の上富良野町学校給食会の事

業報告、それから収支決算報告書を見させていただ

きました。この中で、一つ、平成１７年度の決算報

告の町の補助金２１０万円の中で炊飯の加工賃の関

係。例えば、１７年は単価１２円７０銭掛ける９万

５,８４３食云々となっているのですが、片や今年

度の配付された資料を見ますと、単価２６円６３

銭、９万７,６９０食というようなことで、炊飯加

工賃が恐らく２１０万円に合わせる値段と、それか

ら４０３万９,０００円の中での２１０万円に合わ

せる資料で、この単価の操作をしているのかなとい

う感じがしたのですけれども、その点まずお聞きを

いたしたいと思います。 

 それから、平成１８年度のあれでは未収が３０万

８,５０３円とあります。１７年度の決算で未収が

２０万８,３０８円で、前年度のやつ等を含めて８
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万６,０５２円入っていたので、未納のトータルは

１７年末では１２万２,２５６円になると思うので

すけれども、１８年度の未収３０万８,５３３円に

この数字の金額がどのような形で入ってくるのか、

それから繰り越しの未収金があるのかないのか、そ

の点お聞きをいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主査。 

○学校教育班主査（阿部あき子君） 中村委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 最初の１点目の炊飯加工費の町補助金についてで

すが、１７年度と１８年度の収支決算報告の数字が

違う点でございますけれども、この加工賃について

は道の基準で給食費の中で加工賃を抑えておりま

す。１７年については、１６年に値上げしたときの

加工賃で試算しておりまして、１８年の加工賃につ

いて道の基準に１年おくれで合わせて、給食費の値

上げとともにその内容が加工賃の値上げとなってお

りまして、その関係で数字が違っております。（発

言する者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午後 ５時２１分 休憩 

午後 ５時２８分 再開 

──────────────────                

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開します。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事が５時３０分以降に及ぶ

ことが考えられますので、あらかじめ延長したいと

思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認め、

よって本日の会議時間は、あらかじめ延長すること

に決しました。 

 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田 満君） まず、中村委員の

１点目の米飯給食の単価等についての御質問にお答

えしたいと思います。 

 １６、１７年度と前年度等につきましては、基本

的に北海道給食会の中で、それぞれ米飯の場合の給

食単価というのが定められてございます。その中で

も、私どもと学校給食会と米飯の受託者との契約の

中で、その単価よりかなり低い金額で正直１７年度

までについては契約をしていたというのが実態にご

ざいます。ただ、道で決められている米飯単価に合

わせると言ったら変ですけれども、より近づけるた

めの方策として、１８年度につきましては単価が上

がってきているということで御理解を賜りたいと思

います。 

 なお、未収等につきましては、担当のほうからま

た別にお答えさせていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ２点目の未収金

の関係の御質問でございますけれども、平成１７年

度におきましての未収金でございますけれども１２

万２,２５６円で、平成１８年の未収金ということ

で３０万８,５３３円という内訳でございまして、

今現在の残りにつきましては１１万５,７７４円と

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） そうしますと、累積の未収

金というのは、今言った１１万５,０００円何ぼと

いうことで理解をしていいのかということで、その

中で卒業した児童・生徒というのが含まれているか

どうか。というのは、私、先ほど保育料の関係でお

話をしたのです。卒業、卒園されていくと、このこ

とがなしというような感じでいかれる可能性がある

ものですから、学校給食会としてまた負担をしなけ

ればならないかという心配があるものですから、そ

の点ちょっと確認をいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） 先ほどお答えし

ました１１万５,７７４円の中には、これが今現在

のすべての残でございまして、この中にはもう在籍

している生徒はいない、卒業した人は、確認をして

いないのが実態でございます。（発言する者あり）

大変申しわけございません。卒業しているか否かの

実態につきましては、ちょっと把握していないとこ

ろでありますけれども、今現在、ここの精査につき

ましては、保護者のほうに徴収に歩いているという

実態でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） そうすると、今、１１万

５,０００円何がしの未収金は、まだ上富良野町に

在住しているから、生徒が在籍しているかどうかは

別にして、そういうことで未収金の収納に努力をし

ているということで理解していいですね。わかりま

した。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、１０款教育費

についての質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度として、延会にいたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 本日は、これをもって延会とすることに決定いた

しました。 

 本日は、これにて延会といたします。 

 今後の予定につき、事務局長から説明いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 今後の日程について御

説明申し上げます。 

 １１月１９日は、本委員会の３日目で開会は午前

９時でございます。定刻までに御参集くださいます

ようお願いいたします。 

 なお、本日の予定の日程が延会となりましたの

で、１１月１９日も引き続き平成１８年度上富良野

町各会計歳入歳出決算の一般会計歳出１１款公債費

からの質疑を継続していただくことになります。 

 以上です。 

午後 ５時３３分 延会  
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平成１９年上富良野町決算特別委員会会議録（第３号） 

 

平成１９年１１月１９日（月曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成１８年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

議案第 ２号 平成１８年度上富良野町企業会計決算認定の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長      長 谷 川 徳 行 君           副委員長      渡 部 洋 己 君            

   委 員      向 山 富 夫 君           委 員      村 上 和 子 君            

   委 員      岩 田 浩 志 君           委 員      谷 忠 君            

   委 員      米 沢 義 英 君           委 員      今 村 辰 義 君            

   委 員      金 子 益 三 君           委 員      中 村 有 秀 君            

   委 員      和 田 昭 彦 君           委 員      佐 川 典 子 君            

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）    ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長        尾 岸 孝 雄 君             副 町 長        田 浦 孝 道 君         

 教 育 長        中 澤 良 隆 君             代表監査委員        高 口  勤 君         

 会 計 管 理 者        佐 藤 憲 治 君     議選監査委員        岩 崎 治 男 君         
                        産業振興課長       
 総 務 課 長        北 川 雅 一 君              伊 藤 芳 昭 君         
                        農業委員会事務局長       
 保健福祉課長        岡 崎 光 良 君     町民生活課長        尾 崎 茂 雄 君         
 建設水道課長        早 川 俊 博 君             教育振興課長        前 田   満 君         

 ラベンダーハイツ所長       菊 地 昭 男 君             町立病院事務長        大 場 富 蔵 君         

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長        中 田 繁 利 君             主 査        大 谷 隆 樹 君         

 主 事        廣 瀬 美佐子 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会第３日

目を開催いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程について、事務局長から説明をい

たさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御説明申し上げます。 

 本日の議事日程につきましては、第２日目の１１

月１６日が延会になりましたので、本日の議事日程

を変更し、１１月１６日に引き続き、町長が途中退

席しました、平成１８年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の一般会計歳出第８款土木費の町長への質疑

から継続していただき、以下、さきにお配りいたし

ました日程で進めてまいりますので御了承いただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、平成１８年

度上富良野町各会計歳入歳出決算、一般会計の歳出

８款土木費の町長への質疑から行います。 

 ８款土木費の町長への質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、以上で８款

土木費の質疑を終了いたします。 

 次に、９款消防費の質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、９款の消防費

の質疑を終了いたします。 

 次に、１０款教育費の質疑を行います。 

 ございませんか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） パークゴルフ場の運営の関

係についてお尋ねを申し上げたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしければ、ページ

数と資料を。 

○９番（中村有秀君） ２４１ページです。 

 それで、ＣＳＴから指定管理者ということで、平

成１９年５月７日に開催要望等が来ております。そ

れから、もう一つは住民の中で開設時期の問題、そ

れらについて、できれば時期的に早く、それから条

例では４月２９日から１１月３日までということに

なっています。それで、お金を払ってでもいいから

やっていただきたいという要望が、パークゴルフを

愛好する皆さん方から出てきております。 

 今後の考え方も含めて、実際にそういう要望が

あったのだけれども、それらの体制ということで可

能なのかどうなのか。一応指定管理者ということ

で、平成１８年から２１年３月までなっておりま

す。したがって、それらの関係で、実際に運用の中

でどのような形かということで、ほかの町村では、

特に富良野の金満あたりは１１月の中旬までオープ

ンをしているということで、非常に収益を上げてお

ります。 

 ＣＳＴとしても、できるだけそういうことを努力

したいのだけれども、条例の壁、それからもう一つ

は指定管理者等の協定の中でできないということな

のですけれども、それらの関係で、町長としてそう

いう要望を受けているというのは当然承知している

だろうと思いますけれども、その点でどう判断をさ

れていたのかという点でお尋ねをいたしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番中村委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 基本的にはパークゴルフ場の運営管理、すべては

教育委員会の所管事項でございまして、私が直接関

与する問題ではありませんが、指定管理者のほうか

ら要望事項等々が上がっていることも承知しており

ますし、私は当初からいろいろな対応の中で、条例

等々で細かく足かせ手かせをつけて指定管理者に管

理させるということは、指定管理者の管理運営に当

たる発想的な、あるいはいろいろな対応に支障を来

す、基本的な部分だけ条例で制定し、他のことにつ

きましては、応分のことにつきましては協定の中で

対処していくべきというふうに認識しておりますの

で、このことにつきましては教育委員会のほうにも

是正するように指示をいたしているところでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） というのは、１０月１９日

にそれらの打ち合わせを仕上げて、できれば何とか

ならないかというような話だった。あくまでも１８

年度の決算ということですけれども、一つはことし

の９月２８日の課長会議の中で、副町長は指定管理

者制度はサービスの向上と費用効率化が主目的であ

るが、仕事の場をつくり雇用機会を活用する意味で

も意義があると。それから町長は、条例規則等の厳
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しい規定や指定管理者協定書が指定管理者の自主

性、経営意欲を損なわせていないか、また、経営努

力が事業者収益に反映できるようになっているか、

点検を加えて改正を含めて検討してもらいたいとい

うことで、ことしの９月２８日の定例課長会議で、

町長並びに副町長はこういう会議録に残っているの

です。 

 私は、この指定管理者をする段階で、特にパーク

ゴルフ場の関係は３年間の協定と、それから１年ご

との協定書もありますよということで、自治体のこ

の中に指定管理者が特集になっている中でそのこと

が出ているのです。そのことも私は言ったのですけ

れども、あくまで３年ということでございました。 

 したがって、今後もこういうことが出てくると思

いますので、３年間なり５年間、いろいろな管理者

に任せる期間がありますけれども、そういう点で単

年度全体の協定と、それから１年協定という二通り

の方法等が今後も考えられるのではないかという点

がございます。 

 確かにパークゴルフ場については教育委員会でご

ざいますけれども、根幹になる指定管理者という関

係については、町自体がある程度責任を持つ立場で

やっていかなければならないということなので、そ

の点で今後、全体の協定と１年協定という二つの方

法でいく考えはあるかどうか確認をいたしたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ３年なのか１年なのか、受

ける側にしてみれば１年１年で変更されては対応も

困るということを、私は受ける側の立場を考えるな

らば３年というのが適当であるというふうに認識し

ております。 

 ただ、３年で契約しているから契約内容は一切変

更できないということではありませんので、契約内

容は逐次１年１年変更できますので、そういう観点

から、私としては短期契約ではなく長期契約で受託

した業者の発想が継続されて生かされていく、そう

いうような問題がなければ、そういうような契約を

進めていくべきであるというふうに考えておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 僕は１年契約をしなさいと

言うのではなくて、基本協定書というのは３年なら

３年でいいのです。そして、あと年度協定書という

形のものがあってはいいのではないかということで

言っているので、確かに１年１年短期であれば、雇

用体制からいろいろなものが大変だろうと思います

ので、基本協定書は３年でも５年でもあれですけれ

ども、そのうちまた年度契約協定というのがあって

もいいのではないかということでなのです。その点

いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） そのとおりで答えているつ

もりであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 以上で、１０款教育費の質疑を終了いたします。 

 次に、１１款公債費の２４６ページから、１２款

の諸支出金、１３款の給与費、１４款の予備費、１

５款災害復旧費の２５１ページまで一括して質疑を

行います。 

 ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） ２４６ページから７ページの公

債費について、ちょっとお尋ねをさせていただきま

す。 

 実はこの公債費、減債基金の積立金も含めてです

けれども、１８年度の歳出の総額はおおよそ６９億

円というふうに伺ってございますけれども、この中

の８.３％、１２億５,０００万円余り、これが公債

費だというふうに認識をさせていただいておりま

す。 

 一般会計の中で町債と言われるものが１００億

７,０００万円余り。これをすべて含めますと、特

別会計あるいは企業会計も含めますと１５３億円に

なるということであります。 

 この中に、いわゆる民間からの借り入れ、縁故債

と言われるものが、先日伺いますと１８億１,７０

０万円余りあると。これは１５３億円の内数だと私

は認識しているのですけれども、この中でこれは間

違いないか、まず１点お尋ねをさせていただきま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（北川雅一君） ４番谷委員の御質問で

ございます。 

 今の谷委員の御説明の内容のとおりになってござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） バブルが崩壊したのが大体平成

２年ぐらいということでありますから、この内容を

精査しますと、その当時のものについては多少少な

くなってきているというふうに認識をいたしてござ

います。 

 その中で、多少残っているものもありますから、

当時の金利状況からいくと、縁故債のものについて

は国が発行する地方債から見ると割高になっている

のだろうという認識をさせていただいてございます

けれども、当時７％台、あるいは８％台のものも

あったかと思いますけれども、これは平成７年ごろ

になると３％から４％ぐらいになっていると思いま
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すけれども、現況は今どのぐらいになっているの

か。ここ一、二年は多少上がってきているかなとい

う状況でありますけれども、これらのいわゆる利息

の高いもの、繰り上げ償還が可能なのかどうか。 

 あるいは、政府が発行している地方債というもの

は、それぞれ借り受けの内容等で条件等もあるのだ

ろうと思いますけれども、これらについては固定金

利制が引かれているというふうに存じておりますけ

れども、縁故債については変動制なのか、あるいは

５年なり１０年なりで見直しをかけられているもの

なのか、その辺についてお尋ねをさせていただきま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 今の高金利の縁

故債の残債等についての御質問かというふうに思い

ますけれども、高金利の縁故債につきましては、基

本的に平成９年あたりから四、五年の年月をかけて

低金利のものと借りかえをしてきた経緯にございま

す。 

 今、委員のおっしゃるように、７％台、８％台の

金利につきましては過去の残債の中でそういうもの

がありましたけれども、今現在そういうものは残っ

ていないところであります。 

 また、政府系の資金の関係ですけれども、それら

につきましては５％以上の高金利のものもまだ残っ

ておりますけれども、特別１８年の決算とは関係し

ないのですけれども、昨年度の地財計画の中で５％

以上の高金利のものにつきましての補償金なしの繰

り上げ償還の関係の制度が措置されましたので、町

長におきましても、それらにつきまして条件の許す

範囲で、高い５％以上の金利のものを１９年度から

３年間かけて繰り上げ償還をしていきたいというこ

とで、国のほうとも調整をしている最中でございま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） １８年度の町債の関係ですけれ

ども、これは４億円台に抑えているということです

から、極めて以前から見るとこの部分については、

国が景気のいいときといいますか、バブル最盛期の

ころについては、こういうものを市町村によく借り

るようにというような指導もあったと思います。 

 その中で、借りなければペナルティーもあったの

だというような話を聞いていますけれども、現在は

４億円台に抑えているということでありますから、

そのことが歳出の削減を図るということについては

極めて有効な手段だろうというふうに思ってござい

ますけれども、それがかえって町の活性化につなが

らないという部分もあって、相反しているというよ

うなこともあります。 

 であったにしても、私はやはり歳出の削減を図っ

て健全化に持って行くということが第一の目的だろ

うというふうに思ってございますから、町長にお聞

きしたいのでありますけれども、ぬれたタオルを絞

ることはだれでもやるのでありますけれども、乾い

たタオルをもう一絞りするというような歳出の削減

方向について、町長のお考えをお聞かせいただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいまの４番谷委員の御

質問にお答えさせていただきますが、谷委員おっ

しゃるとおり財政計画を立てまして、起債の一般財

源負担金に４億円以内の起債ということで今まで財

政運営をさせていただきました。 

 行財政改革等の実施を伴いながら歳出の抑制を

図って、今、谷委員のおっしゃるように、現在はぬ

れたタオルでなくて乾いたタオルを絞っているよう

な状況で、そのことが地域経済に及ぼす影響という

のははかり知れないものがあるということは十分認

識しておりますが、財政運営を第一に私は考えなが

ら町政運営をさせていただいているところでありま

して、今現在計画を立てております行財政計画にお

きます歳入に見合った歳出構造の財政運営ができ

る、そういうような財政運営に持って行くために今

努力をいたしておりまして、そのことが私の財政運

営の基本的な考え方であるということで御理解をい

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） 今の関連でお聞きしたい

ことがあるのですけれども、先ほど国の起債、この

金利の件で５％以上という話なのですけれども、当

時我々がしろがね事業で随分と国に交渉した件も

あって、あの当時５％だったのですけれども、この

５％というのは法律で変えない限り変わらないとい

う話をされて非常に大変な思いをしたのですけれど

も、今、１９年度から変えて、切りかえとか、そう

いう話があったのですけれども、これは５％以下に

今はなるのですか。その辺をちょっとお聞きしたい

なと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 率が変わるとい

うことではなくて、５％以上の政府系の資金につい

ての繰り上げ償還の措置を昨年度の地財計画で措置

されたということで、率が変わるということではな

くて、今までは政府系の資金の繰り上げ償還につい

ては補償金を支払わなければ繰り上げ償還できな

かったものが、その補償金をなく繰り上げ償還でき

るようなことが地財の中で盛り込まれたということ

― 68 ―



 

で、条件が整えば繰り上げ償還ができるということ

ですので、町としても条件の整うものについては、

そういうものはすべて手を挙げていきたいなという

考えでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １番向山委員。 

○１番（向山富夫君） 私もその公債費のところで

お尋ねをしたいのですが、現在、上富良野町に対す

る交付税の中から公債費の償還に充てることを目的

とした、そういう交付税算入がなされていると思う

のですけれども、ことし幾ら、積み立てを別にいた

しまして。元金と金利とで約１０億円ぐらい償還し

ているのでしょうか、１０億円ちょっと超えていま

すか。そのうち、償還費の中で交付税で手当されて

支払われている金額というのをお知らせいただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 交付税での算入

につきましては、約４５％ぐらいが交付税で算定さ

れているものであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １番向山委員。 

○１番（向山富夫君） 例えば、その中には減税補

てん債だとか臨財債のように１００％というものも

あると思うのですが、大体臨財債だとか減税補てん

債はこれからもずっとあるというふうには考えられ

ませんので、これからおしなべて平均的に交付税の

中で見ていただけるパーセンテージというのは、今

４５％とお聞きいたしましたけれども、大体それぐ

らいの数値というのはこれからも見込んでいけるの

でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 交付税につきま

してはおおむね４５％ぐらいの算入をいただいてい

るということで、今後におきましてもしばらく１０

億円から１１億円ぐらいの年度の償還額があろうか

と思いますが、ここ数年５億円ぐらいが交付税で算

入をいただける数値というふうに承知をしていると

ころであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １番向山委員。 

○１番（向山富夫君） ということなら、歳入側か

ら見れば、逆に四、五億円は借金払いのための交付

税だという解釈になるのですが。それと、さらに近

年、三位一体改革に伴って補助金、負担金の中で一

般財源化されてきているものもあって、その影響額

もあるというふうに示されております。 

 そういったことで、大ぐくりになりますけれど

も、大体２８億、９億の交付税の中で、最初から借

金を払うために手当されている額というのはどれぐ

らいというふうに認識しておけばよろしいのでしょ

うか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） １番向山委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 今の御質問の正確な答えになるかどうかちょっと

あれですけれども、基本的には一般会計の起債総額

は１００億円近くあるわけでありますが、そのうち

の４５％前後は交付税算入をしていただけるものと

いうふうに認識しておりますので、毎年の支払いに

つきましてはそれ相当の交付税の中で見られている

と。 

 それともう一つは、近年、町は起債を起こすとき

に有利な起債でないと起債を起こしていない。基本

的に予算のときに皆さん方に起債の明細を提示させ

ていただいておりますけれども、交付税算入率が非

常に高いものでないと町は起債を起こしていないと

いうようなことでおりますので、これからにおきま

してもそういう体制、対応でいきたいと思っており

ますが、大体２６億円ちょっとぐらいの交付税のう

ち、起債償還が約１１億円から１２億円であります

から、そのうちの４５％は交付税の中に含まれてい

ると。ですから、その起債がなくなれば、その額だ

けは交付税額は減額されるということで御理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １番向山委員。 

○１番（向山富夫君） 今、町長にお答えいただき

ましたけれども、私として心配するのは、せっかく

の決算の委員会でございますのであえてお尋ねして

おきますけれども、交付税自体が年々減少されてき

ている中でさらに国も、私は国の責任だというふう

に思いますけれども、国の財政計画の見通しの甘さ

からこういう地方にまで影響が来ているのだという

ふうに思うのですが、ただでさえ少なくなってきて

いる交付税の中に、さらに公債費に向けなければな

らないウエートがだんだん高まってきていると。ま

してや、補助金、交付金の一般財源化に伴っての影

響額もさらにそれに重なってきているという中で、

ざっと考えますともううちの町で５億円ぐらいの、

最初から交付税も５億円ぐらいはもう使途は決まっ

ているというような、そういうような状況かなとい

うふうに認識できるのです。 

 それで、先ほど同僚委員のほうからも若干触れて

おられましたけれども、そういう財政が非常に窮屈

な中で町の活力を落とさないようにしていくため

に、やはり投資的経費というのは、これは絶対必要

だと思うのです。これから町長において、平成２０

年度の予算編成以降の、強いては５次総に向けて、

こういう財政の歳入がタイトになってきている中で

非常に財政運営は苦慮されると思いますけれども、
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しかし国においても近い将来プライマリーバランス

をゼロにというふうに、そういうことも言っており

ますので、非常に御苦労でしょうけれども、投資的

経費に充てられる財源をどのように将来確保して、

町の活力を落とさないでさらに５次総に向けて町民

に明るい期待を持っていただけるような計画プラン

をどうやって練っていくのか、最後にお聞かせいた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） １番向山委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 さきにも委員の御質問にお答えさせていただきま

したが、今、町は財政運営にいかに対応していくか

ということを前提とした町政執行をさせていただい

ているところでありまして、そのためにやはり投資

的事業に向ける総額予算、従前は投資的事業に約４

０億円から４５億円を毎年投資していたと。しか

し、今は１５億円ちょっとと非常に大きな金額が落

ちております。それは、基本的には１００億円の一

般会計予算が６２億円の予算になったということ

で、そこの落とすべきものは、経常経費でどうして

も賄い切れない部分は投資事業で全部予算化せざる

を得なかったと。 

 しかし、今、平成２０年度を最終年度として計画

しております行財政改革が着実に実行されれば、歳

入イコール歳出の財政運営ができるのだと。そのと

きには、第５次総計からの対応の中で、私としては

第５次総計に向けて健全な財政運営ができるような

行政執行をさせていただいておりますので、第５次

からはスクラップをした予算はビルドに向けていけ

るようになるだろうと。そういう状況の中で、限ら

れた６０億円前後の総予算の中で移行されると思い

ますけれども、その中でいろいろな新たな投資財源

というものをスクラップすることによって生じてく

る。 

 そしてまた、今までのように歳入不足のために基

金を使うのではなくて、新たな事業を展開するため

に基金を使うというような状況が可能になってくる

であろうというふうに思っておりますので、今しば

らくは厳しいですけれども、決してこのまま厳しい

状況がいつまでも続くということではないというふ

うに、私はそういう財政運営に向かって努力させて

いただいているということで御理解いただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、１１款の公債

費、１２款の諸支出金、１３款の給与費、１４款の

予備費、１５款の災害復旧費についての質疑を終了

いたします。 

 これをもって、一般会計についての質疑を終了い

たします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

 次に、特別会計につきましては、審議の進行上、

国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保

険特別会計、ラベンダーハイツ事業特別会計、簡易

水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計の順で

質疑を行います。 

 最初に、国民健康保険特別会計全般２５５ページ

から２９１ページまでの質疑を行います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２６３ページ、国保の関係

でございますけれども、不納欠損額が４８１万１,

３００円ということで、昨年に比べまして約５００

万円という非常に大きな額を不納欠損として落とし

ているのですけれども、その２８件につきましては

後ろにいろいろと詳細をつけていただいていますけ

れども、亡くなられた方２件につきましては仕方な

いとしましても、居所不明、こういった国保税を使

用しながら、上富良野にもいらしたと思うのですけ

れども、重複３件を除いて１１件が居所不明がある

ということで、この居所不明の方についてどのよう

な調査をされているのか、ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ２番村上委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 この不納欠損につきましては、従来から財産調

査、住所等の調査結果、特に無財産、それから生活

困窮、居所不明等の理由によりまして徴収困難とい

うことで判断した場合につきましては、地方税法に

基づいて滞納処分の停止、資産状況の回復を見込め

ないなどの停止が３年間継続した者につきまして、

特に分納や納付指導を続けた徴収権の時効が完成し

たものを中心に不能欠損をしたところでございま

す。 

 それで、この居所不明につきましても、所在、財

産がともに不明ということから不納欠損をしたとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） そういう調査をされている

のはわかるのですけれども、生活困窮者ですとかそ

ういった実態はわかりますけれども、この居所不明

の人についての実態調査をどの程度、ここにいらっ

しゃらないというわけですから、毎年そういった状

態で不納欠損として落とされるのですけれども、そ

の調査実態をどこまで居所不明者に対して、非常に
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１１件という件数も多いわけですので、そこのとこ

ろをちょっとお聞かせいただければ。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） ２番村上委員

の居所不明の捜索の方法についての御質問にお答え

をしたいと思います。 

 まず、居所不明の方は、まず町外に転出された

方、町内の情報はほぼ水道の開栓状況や何かを見な

がら、町内についてはほぼ掌握をしてございます。

いわゆる転出をされた方がこの居所不明に該当しま

すが、まず転出時点では住民係で滞納者が転出した

時点で私どもに連絡が入るようになってございま

す。 

 そこで、大体の場合は、代理で来られる方以外は

ほぼ本人と面談をその時点ではさせていただいてお

ります。そこで請求をいたしますが、大概の場合は

その場で払っていただけない状況があります。 

 したがいまして、ちろん住民票の転出先を確認

後、分納等の確約をとるわけですが、そこから以降

納入がされませんと、そこの住所に督促、あるいは

催告状を送付する、それが実際には届かずに返って

来るという場面であります。 

 したがいまして、そのときには転出先の市町村に

照会をかけます。住民票を送ってもらうような手続

をしますが、住所が移転されていますと当然その移

転先に請求をかけるのですが、実際にはそこに届か

ないという状況がまた発生をします。 

 先日もお話ししたかと思いますが、特に今の若い

方は、現実に今住んでいる住所に住民票を置かない

という事例が相当数ございます。転出先の市町村に

対して住民票の送付を求めて調査をかけ、もちろん

わかればどんどん何カ所も市町村を転出されていれ

ば調査をかけますが、それでもなお請求行為自体が

できないというような事例を、この居所不明として

地方税法に基づいて不納欠損をしている状況でござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ただいま詳しく御説明いた

だいたのですけれども、転出先を住民係と連絡を密

にして督促をしているということで、それが届かな

いということでございますけれども、今回のこの欠

損で５００万円近く落とすわけですけれども、これ

は若い方が多いですか。今、若い方がそこの住所に

住まない傾向があるというのですけれども、ではこ

の居所のわからない人の１１件につきましては、大

変若い人が多いというわけでございましょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） 村上委員の御

質問ですが、特に若い方ばかりではもちろんありま

せんで、国保の被保険者の構成を見ますと、委員御

承知のとおり農業者、自営業者はもとより、いわゆ

る現役世代を終えた退職者、あるいはパート、無職

も含めてですが、そういった方々の構成で成り立っ

ているという状況からすると、言い方は適当ではな

いかもしれませんが、いわゆる収入の不安定な方々

が相当数構成されているという現状があります。 

 したがいまして、払いたくてもなかなか払えない

状況、いわゆる生活に困窮している方々の収納対策

が非常に困難になっているという現状が一方ではあ

ります。さらに、御指摘のあるような、特に若い

方々の納税意識の低下というのも非常に課題になっ

ているのも事実であります。 

 したがいまして、ここに内訳がございますが、い

わゆる生活困窮で払えなくなってしまった方、プラ

スそういう住所を住民票のとおりに置いていかな

い、いわゆる若年者が多いですが、そういった方々

が一方でふえている現状があって、この４８０数万

円の不納欠損に至ったという現状であります。 

 さらに付け加えますと、今、私どものところでは

強力な収納対策を進める一方で、不良債権化になっ

ている債権の整理を今始めているところでありまし

て、今回４８０万円という大きな数字を欠損させて

いただいていますのは、それらの整理も含めて進め

ているという現状でありますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） ちょっと関連させていただきま

すけれども、その不良債権化されているものなので

すけれども、これは企業では当然そういうものはリ

スク管理上、簿外で管理するという手法がとれるの

ですけれども、行政の場合そういうことが可能なの

かどうか。積立金でやるのかどうかはちょっとわか

りませんけれども、引き当てしていくというような

状況。 

 それは、提示して載せてあるということについて

は、分割納入されているのだと私はすべて理解して

いたのですけれども、不良化になってきて、それが

当然過去のものについては居所不明であったりとい

うことも含めた場合に、放棄をしてしまうというこ

とではなくて簿外で管理する、貸借対照表から外し

て管理をする、別で管理をするという方法がとれる

のかとれないのか、その点についてお伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） ４番谷委員の

御質問にお答えをしたいと思いますが、まず町の徴

収金全般について、二つの性格を有する徴収金がご

― 71 ―



 

ざいます。一つは、いわゆる公法上の債権と司法上

の債権に大きく分かれます。 

 税金などは、まさに公法上の債権でございまし

て、地方税法あるいは国税徴収法の規定に基づく徴

収金になってございます。時効を迎えるものについ

て、公法上の債権については自動執行になりますの

で、先日お話ししました三つの時効をとめる技は別

といたしまして、この時効を迎えますと自動的に徴

収権が消滅をいたします。したがいまして、簿外で

管理するようなことはあり得ないというふうに御理

解をいただきたいと思います。 

 一方、司法上の債権につきましては、時効は時効

として、ただしその請求権を失うわけではもちろん

ありませんので、それらは簿外の管理として管理し

続けることは可能です。 

 税金につきましては、先ほど言いましたように公

法上の債権になりますので、先ほど課長が説明いた

しましたように、例えば滞納処分をする財産がな

い、あるいは滞納処分をすることで生活困窮を招い

てしまう、もう一つは居所不明により請求行為がで

きないと、この三つの理由により執行停止をしなが

らこの欠損を法的には認められているという状況で

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） これは後のことになって、企業

会計のほうに当たりますけれども、この企業会計の

ほうについては強制執行ができないから、その分に

ついては司法上の債権、金銭の債権に当たるという

ことで、そういうことは可能だという認識でよろし

いですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） 谷委員の御質

問ですが、司法上の債権につきましては谷委員の

おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） 結果的にお金がないのだから、

引き当てして積む金もないということになるから、

現実的には不可能というふうに判断をさせていただ

きます。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 保険証の短期交付と資格証

明の交付。短期は４９世帯、資格は２０世帯が交付

されているという状況にあります。 

 お伺いしたいのは、それぞれ世帯数でいえばどの

ような世帯、どういう所得階層、職業、いわゆる所

得階層別、職業階層別に分けたらどうなるのか。ま

た、年齢構成別で見ますとどういうような、一世帯

一世帯説明いただきたいのですが、どういうような

年齢の方々が、世帯主がどういう年齢なのか、これ

をちょっとお伺いしておきたいと思います。 

 次にお伺いしたいのは、国民健康保険税が近年高

いという状況があります。上富良野町は町長が言う

ように、一人当たりの調定額が少なくなってきてい

ますということが言われておりますが、この一人当

たりの調定額が低い要因というのはどういうふうに

考えておられるのか、まずこの点についてお伺いし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ５番米沢委員の御

質問でありますけれども、まず短期証と資格証の関

係でございますけれども、短期証につきましては過

年度滞納者すべてに交付ということで、先ほど言っ

たような件数でございます。 

 また、資格証につきましては１年以上滞納で、特

に悪質な滞納者に対しまして弁明の機会を与えた上

で、審査会にて協議しまして交付しているところで

ございます。 

 この弁明の機会につきましては、納付相談がある

者につきましてはまだいいのですけれども、税への

自覚が薄れがち、特にうちの町におきましては資格

証を交付することによって納付相談の機会がふえま

して、一定の効果があったというふうにして考えて

ございます。 

 特に、生活状態を把握した上において、悪質な滞

納者のみに資格証を交付しているところでございま

す。 

 年齢、職業別につきましては、主幹のほうから御

説明をさせていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹。 

○収納対策担当主幹（田中利幸君） ５番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思いますが、まず、短期

証と資格証の交付世帯の内訳につきましては、今、

手持ちにございません。これら一人一人を公表する

ことにはもちろんなりませんので、その点御理解を

いただきたいなというふうに思います。 

 ただ、どういう方にこの資格証を交付しているの

かという点について御説明をしたいと思います。 

 まず１点、短期証の交付につきましては、基本的

には過年度の国保税を滞納されている方全員に対し

てこの短期証を交付してございます。その理由は、

少しでも面談の機会を確保するという観点から、３

カ月に一度、３カ月間の短期証を交付して、その更

新のときには最低でも面談、あるいはその生活状況

に変化がないかどうか、これらをつかむために短期

交付をしてございます。 

 一方、資格証を交付する方につきましては、私ど

も具体的な事例をつくり、マニュアルをつくってご
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ざいます。こういう方について、悪質な定義とし

て、その方には先ほど課長が言いましたように行政

手続法に基づく弁明の機会を当然与えまして、その

滞納になっている理由等を述べる機会を与えて、さ

らには審議会で個人の判断ではなくて、組織的な判

断のもとにその資格証を決定しているという現状で

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ５番米沢委員の先

ほどの御質問の中でちょっと答弁漏れがありまし

た。失礼しました。 

 調定額が低い要因でございますけれども、医療給

付の状況を見ますと、一般被保険者では前年対比９

５％、前期高齢者では前年対比８０％、老人保健に

つきましては前年対比９８％でありますけれども、

退職者では前年対比１０７％と伸びておりまして、

さらに前期高齢者の退職分につきましては、前年対

比１２６％と伸びておりまして、この調定につきま

しても今後もさらに医療費の動向を見きわめなけれ

ばなりませんけれども、このようなことから特に生

活習慣病の予防検診の充実を図りまして、保健指導

の実施によりまして医療費の削減に努めなければな

らないなというふうにして考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） もう１点確認しておきたい

と思いますが、この短期資格証明書を交付されてい

る方については、７５歳以上の方というのは入って

いるのかどうなのか、ちょっと確認したいと思いま

す。 

 この間、２１世紀の国保のヘルスアップ事業に

よって、町のほうでは一定の医療費削減の効果も出

てきているということで言われております。調定額

が低くなっている要因は、はっきりおっしゃられな

いのですが、いわゆる所得にかかってくる部分があ

ります。そうしますと、この国保税が高いのだとい

う理由が出てくるわけなのです。 

 前回、資料をいただいた中にも、国保加入者の世

帯の多くは１００万円以下、あるいは２００万円以

下という世帯が８割を超えるという状況になってき

ています。平成１８年度のこの資料を見させていた

だきましても、算定規則のある所得割額が３年前か

ら見ても低くなってきている。また、高額医療費は

一定その年度によって変化がありますが、高齢者ほ

ど高くなってきている。いわゆる循環器系が傷んで

高額になるという、そういう現象になってきている

わけです。そういう中で、今、国保税が高いという

のは、やはりこの長引く経済不況の中で所得が下

がってきている原因と、給付で言えば若干医療費の

削減の予防効果も出てきていると同時に、私はこの

ように考える。 

 今、国の制度が変わりまして、入院すれば医療費

が、あるいは救助費が実費負担という形になってき

ています。こういう中で聞きますと、やはり今まで

行く回数を減らした、あるいはなるべく我慢して病

院に行かないという高齢者の方が一部聞かれます。

全部とは言いませんが。そういうものがおしなべて

この医療給付費の減額の感じであらわれたり、その

年によってはいろいろな病状でふえたりしますが、

そういう要因だというふうに感じていますが、この

点はどういうふうにお考えなのか、担当者にお伺い

いたします。 

 私が常日ごろから述べたいのは、国保加入者の世

帯数が減るという状況で高齢者がふえて、所得階層

がどんどん低所得者階層に移行していくという状況

に、いかに国保税の担税能力が、負担する能力が減

少してきていると。また、担当者が言われたよう

に、生活環境悪化の中で支払い能力がない方も一部

ふえてきていると。これは数字で見れば明らかなの

です。 

 ですから、今回こういった部分に国保税の軽減策

を町長はとって、こういう国保加入者世帯の多くは

自営業者であったりするわけですから、季節労働者

であったりするわけですから、こういったところに

軽減策をとって引き下げを図るということが今必要

だと思いますが、町長この点はどのようにお考えな

のかお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活班主査。 

○町民生活班主査（及川光一君） ただいまの米沢

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、税の調定額のお話ですが、国民健康保険税

の税率につきましては平成１５年度から据え置いて

いる状況にあります。その中で、１６年度の一人当

たりの平均調定額で言いますと８万４,０００円余

り、そして１７年、１８年度につきましては７万

８,５００円というふうに下がっている現状にあり

ます。 

 この状況につきましては、委員おっしゃられると

おり現役世帯の退職者、あるいは老人世帯、そして

国保の構成といたしましては農業者の方が含まれて

おります。その中で、１６年度の前年ではあります

が、１５年度につきましては７万８,０００円余

り、１６年度が若干突出して一人当たり平均が多い

状況になっている内容でございますが、この部分に

つきましては主に１５年の農業収入が反映する、１

６年度の農業者の所得が大きかったという要因がご

ざいました。それも含めまして、１５年度からは若

干減少傾向にはありますが、ほぼ安定した一人当た
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りの平均税収になっているのではないかというふう

に思っております。 

 さきの御質問の資格証明書の関係なのですが、７

５歳以上の資格証明の交付者についてでございます

が、資格証明の交付要件の中に７５歳以上、あるい

は６５歳以上の方でも一部障害者の方については老

人保健受給対象者として認定をしてございます。こ

の老人保健受給対象者につきましては、資格証明の

要件から除外することで要項を定めております。そ

ういうことで、老人受給者につきましては資格証明

の対象者はいない現状です。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 国保税の軽減の関係につ

いては私のほうからちょっと説明申し上げますが、

この問題については幾度となく御意見をいただいて

いるところでありますが、委員も御承知かと思いま

すけれども、国保の制度については法律によって、

その被保険者については地縁をベースにして成り立

ている保険であります。 

 法律の中で被用者保険等については除くというこ

とでございますので、今、委員がおっしゃられるよ

うに限られた自営業者、それから結果として季節の

労働をされている、いわゆる所得の低い方が被保険

者の階層に多くいるのが実態であります。 

 と言いながら、この国民の総医療費については、

国保、それから被用者保険にかかわらず総じて増嵩

している実態にございますことから、いろいろな制

度を駆使しまして医療費の抑制を図っているところ

でありまして、それらを町としましても受けまし

て、私どもの町においても保健、それから特に予防

を重視しまして、長期的にはそういう仕組みの中で

医療費の軽減を図ることによりまして国保税総額の

軽減を講じてまいりたいというふうに考えていると

ころでありますが、いかんせん町におきましてはこ

の制度、公的保険制度の枠組みが今申し上げました

ようなことでございますので、裁量を発揮する部分

というのはなかなかないわけであります。 

 しかしながら、短期的にはいろいろ申し上げられ

るように、今現行の枠の中で軽減の仕組みをどうし

たらいいのかについて鋭意研究をしながら取り進め

てございますので、なかなか十分被保険者の方々に

は満足いただけるような大きな軽減策を講じること

にはつながりませんが、何回も申し上げますよう

に、制度の根幹がそういう枠組みになっております

ことについて繰り返し申し上げるわけであります。 

 長期的に予防の取り組みをしまして、何とか地域

の方が幸せに生活できるようなことで、結果としま

して国保税についても軽減につながるように鋭意ま

た努力してまいりたいと思いますので、御理解をい

ただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 医療制度がそういう枠だか

らということで、町長や副町長は逃げられます、い

つも。私は、今そういう事態では、現状ではないと

思っているのです。だから質問をするのであって、

やはりこういう今の不納欠損を見ても不均衡が生じ

ている、細かく言えば、転出していった者がどんど

ん居所不明でいなくなってしまって、その分全部私

たちや住民の負担になるという不均衡が生じてい

る。こういう不均衡を是正しようといったら、居所

不明だからわからないと、滞納制度もそこに及ばな

いというような状況になっているわけですから、何

よりも生活実態をきちっと見ていただきたいという

ことです。 

 基金の取り崩しを行うだとか、何とかして、やは

り軽減策をとることは可能なのです。医療費の動向

がわからないから基金の取り崩しはできないという

ふうに言われます。取り崩しはしている部分もあり

ますが、そういうことをやらないで、ただ収納率が

低くなった、滞納者がふえたというだけを追求して

しまって、町のこういう実態、国保税を少しでも引

き下げて負担軽減を行うということもやって、この

税のあり方ということを考えるべきなのにもかかわ

らずやらない、ここが僕は問題だと思っているので

す。もう一度、この財源もありますから、そういう

ものを活用すればいいのです、こういうところに。

ここをどう思うのですか町長。ここをもう一度お考

え、町長の見解を求めたいと思います。 

 それと、国保のヘルスアップ事業について、予防

医療については大いにやるべきだと私は主張してお

りますし、また、この間、資料を見させていただい

ても、やはり若年層の健診についても受診率がどん

どん上がってきているということが、成果として、

取り組みとして、こういった点は誇るべきところだ

というふうに思います。 

 一方で、そういうものをやりつつ国民健康保険税

の引き下げもやらないと、私はこういう問題という

のは解決できないのだと思うのです。同時に私が言

いたいのは、国の補助率の引き下げというものもあ

りますが、また同時に、国だけではなくて地方自治

体がこういう現状を踏まえてどうするのかというこ

とも、こういう医療面から今求められているという

ふうに思うのですが、この点もう一度町長に確認し

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番米沢委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 収納率の問題、あるいは保険税の額の問題等々の
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御質問であります。私も保険税額は少しでも軽減し

たいと思っておりますし、収納率は少しでも上げた

というふうに思っております。 

 経済的に非常に厳しいから収納率が落ちるという

ことでありますが、そういうようなことも含めなが

ら、私としては基本的にこれらの改善に努力しなけ

ればいけないと思っております。 

 今状況を見きわめますと、北海道１８０自治体の

中で、上富良野町の国保の税額につきましては平均

以下の率で徴収させていただいておりますし、収納

率も決して悪いほうではないと、それだけの対応を

図りながら努力をいたしているつもりございます。

あたかも上富良野町の税額が非常に高いということ

ではないというふうに思っております。 

 このことは、今、ヘルスアップ事業等々の対応の

中で、老人療養給付額一人当たりの平均額につきま

しても、一般国保の療養給付額につきましても、全

道の平均よりもずっと下にいるというようなことが

保険税の軽減化につながっておりますし、そういっ

た状況を見きわめながら収納率も向上させていただ

いている。ただ、厳しい状況の中で、我が町の収納

率が低下しつつあることは事実であります。 

 いろいろな形の中でいつもお答えさせていただい

ておりますが、これはあくまでも目的税ということ

で対応しておりますので、必ず町民の人口の３分の

１相当が加入している国保会計に一般会計から税の

つぎ込みということは、私としてはこの国保の性格

からしても似つかわないというふうに思っておりま

す。 

 ただ、今の我が町の税のあり方が他のところより

応能割と資産割等々の対応をさせていただいており

ますけれども、それらの税の方法、あるいは低所得

者層に対する軽減の方法、これを高所得者が負担し

ていくという基本でありますけれども、下のほうに

薄く上のほうに厚くというような税の方法等も十分

見きわめながら対応していかなければならないとい

うように思っておりますが、さきにお答えさせてい

ただきましたように平成１５年に税率を改正させて

いただいて以来、今日その税の中で対応させていた

だいておりますので、そういった部分につきまして

は今後の課題かなというように思っているところで

あります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） もともとこの国民健康保険

は社会保障制度でできているわけであり、別に町民

の税金を使ったからといって、町民の皆さん方がこ

れを批判する何者もないのだと思います。 

 町長が絶えず言うことで問題だなと思うのは、そ

ういうことをおっしゃるのだったらこれ以外にも特

定のものというのはたくさんあるのではないです

か、補助団体やらいろいろなもの。数限りないので

す。だけれども、補助を出しているということは、

それは社会性があったり、公共性あるいは必要性が

あったり、この町の生産を上げるためにやはり当然

必要だと認めて出しているわけですから、そういう

理由にはならないわけで、こういったところをきっ

ちり押さえればこういった国民健康保険税の引き下

げにも十分お金を投入しても私はいいのではないか

なというふうに思うわけですが、この点、町長どの

ようにお考えなのか、もう一度お伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番米沢委員の御質問にお

答えします。 

 考え方が違うのかなと思っておりますが、私とし

てはさきに申し上げましたように、他の町民、３分

の２の町民の皆さん方は共済保険なり厚生年金、社

会保険なり、自分の医療のための保険料を支払って

おります。それに加えて、国保の分も税をかけて支

払っていただいている方々に負担させるということ

ではなくて、この国民健康保険の目的というのは、

国民健康保険に加入した人たちが自分で福祉のため

に、相互の医療の保障のために対応しているという

ことでありますので、その中でどう対応していくか

ということを十分考えていかなければならないとい

うように思っておりますので、ちょっと委員とは考

え方が違うのかなというふうに思いますが、私はそ

う思っているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） これをもって、国民健

康保険特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、老人保健特別会計全般の３１１ページから

３２５ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） これをもって、老人保

健特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、介護保険特別会計全般の３４９ページから

３７７ページまでの質疑を行います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ３７１ページ、地域支援事

業費の中の介護予防費ですが、通所型予防事業、こ

れは当初の予算の７０％ぐらいを評価しているので

すけれども、訪問型介護予防事業につきましては、

その予算額の２７％ぐらいしか執行されていないわ

けです。３３５万４,０００円の予算に対しまして

９３万２,５１８円ということでございますから、
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それで、この予算を立てられるときにもしっかりお

考えになって計画を立てられたと思うのですけれど

も、この事業につきましてはどういうことであった

のか。介護保険の進捗状況の報告書の中では、当初

の計画よりも大変大幅に下回ったということが出て

おりますけれども、予算額の３０％、２７％ぐらい

しか執行していないということにつきまして、この

事業はどうであったのかちょっとお尋ねしたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹。 

○介護保険班主幹（川鍋マサ子君） ２番村上委員

に対してお答えいたします。 

 この制度ができまして、平成１８年度から介護予

防制度ができたことによりまして利用者が減少、当

初は１７年からの継続で６名の方が利用しておりま

したけれども、介護予防制度ができたことによりま

して、そちらのほうに移行された方がおりまして、

今現在は２名の方が利用している現状でございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １８年度、そういったこと

で地域包括センターをつくりまして、しっかり介護

予防に取り組んでいこうということで、目玉事業と

いいますか、地域の支援事業であったかと思うので

すけれども、これが参加者が少ないとか、いろいろ

課題もとらえておられますけれども、余りにも計画

に対して確かに利用者が少なくなったということで

ございますけれども、では、町で計画した介護予防

プログラムは適切でなかったのかどうか。 

 これは、社会福祉協議会とかラベンダーハイツと

か、サービス実施事業と打ち合わせなんかも、横の

連携を密にしましていろいろとり合って実際に計画

に打ち込んでこられたのか、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹。 

○介護保険班主幹（川鍋マサ子君） ２番村上委員

に対してお答えいたします。 

 １８年度から月に２回、地域ケア会議を行いまし

て、こちらのほうで申請書を出してケアマネー

ジャーだとか民生委員さん方だとか、そういう方か

ら意見が出た方に対してうちらのほうで審査決定を

して行っている事業ですので、利用者がこぼれると

か、そういうこともなく進んでいるのではないかと

思われます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） それにしましても、非常に

当初の計画に対して２７％しか執行しなかったとい

うことは、そこら辺のところをしっかり踏まえてい

ただいて、これは初めて取り組んだ事業であったか

もしれませんけれども、やはり先ほど副町長が介護

予防には大変力を入れて医療費抑制につなげたいと

いうようなことをおっしゃっておりましたけれど

も、逆に介護支援サービス、給付のほうは非常に上

回っているわけです。 

 こちらのほうは全然予算が、参加者が少なかった

ということですけれども、それであれば給付のほう

も、３６７ページのほうでは介護支援サービスの給

付が３９３万円、４００万円ぐらい昨年に比べまし

てふえていますので、初めて取り組む事業、国の制

度もいろいろと変わるのでしょうけれども、その取

り組み方としてこの計画を立てるときの予算額が今

まで３割しか使われないということは、ちょっと私

はこの事業はどうであったのかと、こういうふうに

思われます。 

 そこで、これから保健福祉課、介護班の方も、こ

ういった事業、ことしはこれを踏まえて１９年度は

一生懸命連携を強化してやられるということですけ

れども、この計画、地方で計画した介護予防プログ

ラムそのものを、もう少ししっかりと実態を踏まえ

た取り組みをしていただきたいと思いますけれども

いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の御

質問でございますけれども、委員の御意見のよう

に、この単年度予算で見ますと、消化率といいます

か予算に対しての考え方はどうであったのという指

摘になりますけれども、介護保険計画は１８年度か

ら２０年度までの３カ年間のスパンの中での事業で

ありますし、やはり単年度ごとに見るとそういった

当初の予測と異なる結果かという事態も出てくる場

面もあるかと思います。 

 いずれにしましても、介護保険の中ではやはり介

護予防、この部分についての取り組みというものを

これからも念頭に置いて鋭意取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 何点か質問をさせていただ

きたいと思います。 

 保険給付費の不用額が全体で３,０００万円出て

おります。この中で居宅介護サービス、訪問介護

サービス（「米沢委員、ページ数を伝えていただけ

ないですか」と発言する者あり）３６７ページ全体

で言いたいのです。１,４５０万円、施設介護サー
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ビスの給付費等々が比較的多く不用額が出ている。

この不用額が出ている中身はどういうふうに分析さ

れているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の御

質問でございます。 

 １８年度決算におきまして、介護保険計画に基づ

いて実施をしているわけでありますけれども、当初

の見込みよりもやはり施設介護サービスという給付

は下回っているという状況にあります。 

 この要因としましては、やはり介護予防、そして

在宅志向という中で施設入所の伸びというのは、そ

ういうふうに大きな伸びには至らなかったというふ

うに考えているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 担当の課長もおっしゃるよ

うに、この年度から新予防給付が始まりました。国

は総体的にこの介護の費用を削減しようという形

で、要介護１を要支援に振りかえる、要支援を要介

護１に振りかえるだとか、こういうあらわれなので

す。 

 現場はどうなっているかと、そう多くはないので

すがいろいろ現場を見てみました。訪問回数が減っ

た、あるいは食事をつくってもらう時間も減った。

泣いているのです、困っているのです、実際現場

は。在宅を受けておられる方。こういう現状がこう

いう数字になってあらわれているのです。 

 もう一つ、ちょっとお聞きしたいのは、３７５

ページの上乗せサービス費が全く今回使われていな

いという状況になっています。上乗せの特別給付の

やっているやつです。この資料を見ましたら、在宅

サービスの進捗率を見ましても明らかなのです。訪

問介護は平成１８年度でいえば、回数でいえば１万

３７１に対して８,５６１なのです。あと、訪問介

護が逆に２,６７５に対して３,１７０にふえている

のです。これは、施設介護から在宅に移しなさいと

いう形のあらわれなのです。訪問リハビリもふえて

いるのです。 

 こういう現象が、いかにこの訪問介護を受けてい

る方にしわ寄せが来ているかということを物語って

いるのではないかなと私は分析するのですが、この

間のケア会議や居宅支援の会議の中でこういう実態

というのは報告されていませんか。ちょっとお伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主幹。 

○介護保険班主幹（川鍋マサ子君） ５番米沢委員

に対してお答えいたします。 

 ケア会議等を毎回月２回実施しております。こう

いう中で、それぞれの担当部署の者がいろいろ打ち

合わせを行いながら連携で行っております。 

 その中で、やはり医療費制度、この数字に当たっ

ては医療費制度が一部改正になったことによって、

在宅重視ということではないのですけれども、病院

に長いこといられないということもありまして、こ

ういう形で通所リハだとか、そういうリハビリや何

かの部分はふえてきたのではなかろうかと考えられ

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 私はこの１８年度の決算を

見て、やはり実態調査というのはやるべきだと思う

のです、今もう一度。現場は居宅で訪問介護の受け

ている方の実態はどうなっているのかということ

を、どれだけ今の医療費制度の抑制の中でこういう

人たちが本当にどう変わっているのかということの

調査をやれば、今後の上富良野町の訪問介護や居宅

サービスのあり方という点でも大事な資料になりま

すから、これをやる必要があると思いますが、この

点お伺いいたします。 

 それともう一つは、これだけ不用額が上がってい

ると、介護保険の未納者もふえてきていると。毎回

言いますが、私はこの不用額が出るのであれば、介

護保険料の引き下げに使うべきだと思います。 

 町長は、また同じことを繰り返すのだろうと思う

のですが、特定の人たちということになるのかもし

れませんが、そうではないのです。これはすべてが

社会保障ですから、こういったところにこの不用額

があって保険料の軽減につなげる。ただ不用額が出

たから、ただ積み増しをする、一般会計に繰り戻し

をするというのではなくて、こういったところに使

うことが必要だと思います。 

 もう一つは、答弁されていないのですが、特別給

付が全くゼロというのは、前年度は実績があって１

８年度全く使われていないのです、これは。知らさ

れていないか、また同時に、その保険、ケア計画の

中で十分足りるのかどちらかだと思うのです。だけ

れども、実際、前年度実績があって、今年度１８年

度が全くゼロだというのは、私は腑に落ちないと思

うのです。もしもこの制度が実態にあわないという

のであれば、町長、これをかえて別な給付のところ

に軽減策をとるということも私は一つの方法、手段

だと思うのですが、今この使われていない実態とい

うのはどういうところから発生しているのかという

ことを分析されているのかどうなのか、この２点に

ついてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番米沢委員の御質問に、
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私のほうで質問を受けた分に答えさせていただきま

す。次のほうに続いては、担当のほうからお答えさ

せていただきます。 

 こういう余剰金が出てくれば、介護保険料の軽減

につなげるべきであるという委員の御質問、私もそ

のとおりであると。このことにつきましては当然に

して、今後、介護保険料の見直しの段階で、この余

剰金は介護保険料の軽減につないでいくということ

であります。 

 これは、委員も御承知のとおり、３年ごとに見直

しをするということでありますから、次の見直しの

段階でこの余剰金すべてに余剰金が出たとすれば軽

減策につないでいくと、他のものに流用することは

全くないということでお答えさせていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の御

質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 現場実態はどうなっているのかという、その状況

をということでございます。訪問サービス、それか

ら在宅におられてサービスを受けている方々の利用

者の声というものにつきまして、やはりケア会議の

中で利用者の声を反映すべく、その実施事業者の

方々の連携を密にいたしまして、今後それらの意見

を十分吸収いたしまして事業実施を進めてまいりた

いというふうに考えてございます。 

 それから、特別給付の１８年度実績はゼロであっ

たという内容で、これは町の単独の施策でありまし

て、介護給付で不足だと、足りないという部分が

あった場合、上乗せの策として何回かの回数を利用

できるという制度でありますけれども、この制度周

知は当然ケア会議でもなされているところでありま

すけれども、１８年度においては所定の介護給付の

範囲内でおさまりまして、この制度の利用がなかっ

たということで実績はなかったということでありま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 知らされていないという事

実はないですね、そうしたら。この点。 

 今後、こういう制度というのは残していく必要性

があるというふうに思いますし、もしも使われない

ということであれば、実態に見合ったものにかえて

いくだとかということは考えておられるのか、お伺

いいたします。 

 例えば今回、訪問リハビリ等がふえてきていると

いう実態もあります。また同時に、こういったとこ

ろに使うだとか、この間、町が補助軽減策をどんど

ん削ってきた部分があります。そういった部分にこ

ういったものがきちっと予算化するだとか、そう

いったところが必要だと思いますが、この点もう１

回お伺いいたします。 

 この介護の認定者数と給付数のあらわれなのです

が、平成１８年度の一人当たりの給付数は１３万円

で、１７年度が１３万７,０００円、１８年度が１

３万３,０００円なのです。ここと介護の認定者数

は一目瞭然、見ればわかるのですが、介護度が認定

者数がそう伸びていない。これは、国が示している

水準でとどめておこうということで、上富良野だけ

ではないと思うのですが、他の自治体もそうだと思

うのですが、やはり在宅に抑えるというあらわれに

なってきているというふうに思っていますが、こう

いう分析をされたことはありますか。 

 介護給付費の抑制をしようという形の最たるもの

だと思いますが、もしくは実態がそこまでいってい

ないからという形で、そのサービスの範囲の中だと

いうのであればそうなのかもしれませんが、どうい

うふうな認識なのかもう一度お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の２

点の御質問でございます。 

 最初の上乗せ策の継続につきましては、１８年度

はなかったということでありますが、だからといっ

て即もう事業をやめるということは考えていないと

いうふうに、今のところそう考えてございます。 

 また、介護給付の中で在宅を、給付費の抑制の意

図的なところがあるのではないかということに関し

ましては、全体として介護予防であるとか、そう

いった重度化をさせないという考え方のもとに全体

の事業を進めているという状況でございます。決し

て意図的な介護費給付の抑制というような見地から

ではないというふうに考え、事業を進めているとこ

ろであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １８年度の認定者状況の計

画と実績を見ましたら、要介護１、１２２に対して

実績は１０６という形になっております。 

 もう一つは、大体この要介護１、２あたりを全体

的に要支援に移っただとかというあらわれです。そ

ういうものが給付費の抑制につながってきている部

分が、この数字を見れば一目瞭然、明らかになって

きていると思うのですが、この点どうでしょうか。 

 それと、これとあわせて、在宅のここにも書いて

ありますが、福祉用具の貸与の問題でお伺いしたい

のですが、この制度が改正されたと同時に福祉用具

の貸与の利用者数が減ってきているのです。多くは

福祉用具の購入、１割負担で購入する方が逆にふえ

てきている。これも利用者の方からしたら、いろい
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ろな戸惑いがありました。今まで貸してもらったも

のがどうして１割負担になるのだろうかだとか、そ

ういう実態が伺えます。こういう実態というのはケ

ア会議の中でも出されていないのかどうなのか、お

伺いいたします。 

 また、居宅支援の中で連携が必要だということが

言われております。いわゆるケアマネージャーの資

質を向上する、あるいはそこで起きている問題を介

護支援センターがきっちりと指導、援助するという

ような内容で、この包括支援センターというのが設

置されました。 

 ここの進捗状況の中にも書かれていますが、いろ

いろジレンマがあって、現場のケアマネージャーの

方の意思だとか疎通が図れなかったり、あるいは介

護の現場でなぜ私は１から２になったり、２から１

になったり、１から下がったりだとかするというこ

との戸惑いもあったということが報告されていま

す。現在はかわってきているということで聞いてお

りますが、この１８年度にはそういうふうに書かれ

ております。こういう実態というのは、受けている

方の問題だとか疑問だとかというのが、もし細かく

わかれば教えていただきたいと思います。 

 もう一つ、施設介護の中で入所されている方が１

週間、ショートだとかを利用していれば、経過を利

用者さんに報告する義務があるかどうかわかりませ

んが、比較的もらわなかったりもらったりだとか、

どういう一日、１週間の中でＡという方はこういう

経過で過ごしていましたよだとか、排便が何回ぐら

いありましたよとかというのを利用者さんに知らせ

る報告書というのがあると思いますが、それが一部

見ましたら、出されなかったり出したりという経過

があります。介護計画とは別ですよ、これは。そう

いう実態があるのかどうなのか、これは報告義務が

あるのかどうなのか、この点もお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の何

点かの御質問にお答え申し上げたいと思います。 

 介護予防重視の中で要介護者が要支援というふう

に、こういったこれも一つの効果なのかなというと

ころがあります。決して意図的な給付を制限という

見地からではないということで先ほどもお答えした

ところでございます。 

 また、居宅給付に関しまして、関係機関との連携

であります。ケアマネジャーとか我々のほうの包括

支援センターが中心となって、全体の事業者との連

携のもとに事業を進めているということでありま

す。 

 １８年度におきましては、スタート直後間もな

かったということもありまして、いろいろな戸惑い

もあったかというふうに、一つそういった実態も

あったかと思います。 

 今後におきましても、連携を深めた中で、円滑で

効果的な事業の推進を進めてまいりたいというふう

に考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主査。 

○介護保険班主査（岩崎昌治君） ５番の米沢委員

の質問に答えたいと思います。 

 福祉用具貸与から制度改正によって一部借りられ

ない用具、介護度の軽度者の方から借りられないも

のが出てきたという中では、改正後の制度の中で現

場と利用者との話し合いの中から福祉用具購入でき

るものはしていただきましたし、貸与できなくなっ

たものについてはそれぞれ自費購入なり、ほかのも

ので介護が受けれるような状況で、混乱もないよう

な形で組みかえといいますか、利用者の介護状態に

合ったものを用意して行ってきております。 

 施設介護の利用者についての結果報告ですけれど

も、義務ということではなくて、利用者がショート

などの施設の中で適切に過ごされたかという経過は

報告しているというふうに思っていましたが、され

ていない事実があるとすれば、町のほうからも適切

に改善するように指導していきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 他ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） これをもって、介護保

険特別会計の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 再開時間は１０時５５分からといたします。 

─────────────── 

午前１０時４２分 休憩 

午前１０時５５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開し質疑を続けます。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計全般の３８

１ページから４０１ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） これをもって、ラベン

ダーハイツ事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

 次に、簡易水道事業特別会計全般の２９５ページ

から３０７ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（長谷川徳行君） これをもって、簡易水

道事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、公共下水道事業特別会計全般の３２９ペー

ジから３４５ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） これをもって、公共下

水道事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 以上をもって、各会計歳入歳出決算についての質

疑を終了いたします。 

 続いて、企業会計の質疑に入ります。 

 最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） これをもって、水道事

業会計の質疑を終了いたします。 

 次に、病院事業会計全般の質疑を行います。 

 ございませんか。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） まだまだ勉強不足です

が、気になるところがございますのでよろしくお願

いいたします。 

 １８ページのところに載っております委託料の中

なのですが、毎月１４８万円の事務計算費が支払わ

れております。これは主婦感覚ですと、とても高い

と思うのです。年に１,７７６万円になるのです。 

 以前は計算できる職員がいらっしゃったというこ

とだったのですけれども、自分たちにはちょっと無

理だというお返事をいただいておりました。ここに

いらっしゃる皆さんも、運営委員会を立ち上げた

り、まちづくりトークなどで本当に大変努力してお

ります。そして、町民の皆さんも、町立病院の経営

改善や経費の削減に注目しております。そして本当

に心配しているところです。 

 これが適材適所ということで委託料が軽減できる

のであれば、財政運営の健全化と適正化を目指すと

いう面におきましても、決算の意義においてもいい

ことですし、今後の前向きな対応として行っていく

べき一つだと思いましたが、どのようにお考えなの

か教えていただきたいと思っております。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長。 

○病院事務長（大場富蔵君） ただいま佐川委員の

医療事務等に係る委託料の件についてでございます

けれども、この業務は平成１２年に初めて委託を行

いました。 

 当時、全部職員がやっていたのですけれども、経

営改善の中から試算をいたしまして、職員がやるよ

りも委託をしたほうが６００万円ほど安く済むとい

うような試算結果から委託を始めたものでございま

す。 

 その委託によって、窓口を含め医療事務の請求等

を行っていた職員３名を町のほうに異動をいたしま

して、そして当時窓口業務、それから医療の請求業

務、それとレセプトの関係、これらの業務を行って

もらったところです。 

 そのスタートの時点におきましては、窓口でお金

をいただく会計の部分を病院の職員がやったところ

です。それで、それにつきましても人件費を少しで

も減らすというようなことから、その分も含めて委

託に今なってございまして、当時ざっと概算ですけ

れども、職員が３名で諸手当を全部含めまして、共

済費とかも含めまして１,８００万円、それが委託

で１,２００万円ということで、ここで６００万円

が浮くという試算でございました。 

 それで、平成１５年だったかと思いますけれど

も、ずっと職員が会計事務をやっていたのですけれ

ども、その部分も含めて委託をすることになりまし

て、それでまた事務職員が１名減、そして委託料は

ふえましたけれども、それらを考えたときに職員が

やるよりもはるかに安いということで現在委託を

行っているものでございますけれども、委員おっ

しゃるとおり、まだまだ詰めていく部分がないかと

いうことについては、今後またさらに検討を加えて

いきたいというふうに思っているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

 １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 病院経営のあり方につい

て御質問したいと思いますけれども、病院は町民の

健康と生命にかかわるということで、赤字になって

もしようがないのではないかというような気持ちが

関係者の中で、町とか病院の職員の間でありはしな

いか。今まで健全経営について鋭意努力されてきた

かと思うのですけれども、そういう気持ちが少しで

も心の隅になかったかということをお聞きしたいの

と、我々農業者も人間の生命にかかわる仕事をして

いると思っているのですけれども、赤字経営では私

たち生活していけませんから、できるだけ黒字経営

になるように努力しております。 

 しかし、それでもやむを得ず赤字になる場合があ

るのですけれども、そういうときは減価償却費を生

活費に充ててやっているのが現状なのですけれど

も、そういうことで先日、厚生文教常任委員会で四

国のほうに町立病院を視察に行ってきたのですけれ

ども、そこではやはり病院といえども赤字ではいけ

ないという姿勢で、町も病院自体も、病院の院長が
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先頭になって取り組んでいる姿を見てきました。 

 そういうことで、急に黒字ということにはもちろ

んできないでしょうけれども、先日、医療機関別医

療費集計表というのを出していただきました。これ

によりますと、町外の病院にかかった医療費はかな

りあります。町立病院の診療科目にない科目、医療

費も結構この中の大半だとは思いますけれども、そ

うではなくて、町立病院で十分対応できる患者も町

外に流れているのではないかなというふうに予測さ

れます。 

 そういったことで、そういった患者を町立病院に

引き留めるという努力がこれまでなされてきたかど

うか、ちょっとその辺をお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長。 

○病院事務長（大場富蔵君） ただいまの和田委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の病院のあり方につきまして、赤字

になっても仕方がないという、いわゆる甘えがあっ

たのではないかというような御指摘かと思います。 

 確かに私ども救急部門とか、そういう不採算と言

われる部門をやっているわけでございまして、そう

いう中では委員おっしゃるとおり親方日の丸といい

ますか、その甘えという話がなかったとは言い切れ

ないかというふうに思います。これからは十分そう

いう点も反省をしてまいりたいと思います。 

 次に、さきに提出の資料に基づきましての御質問

ですけれども、委員おっしゃるとおり町外が非常に

多いという中で、私どもも見てはいるのですけれど

も、委員がおっしゃられたようにうちの病院には内

科と外科の２科だけでございますので、この診療科

にない部分で大多数が行っているものというふうに

は思っているのですけれども、確かにうちの病院で

診療できるものも相当数はあるのかなというふうに

は思っております。 

 ただ、何と申しますか、町立病院のほう、件数で

見たときには、例えば金額で比較をすると１７％と

かという部分ですけれども、件数で比較をすると２

８％とかということで、この件数による比率と金額

による比率に１０％ぐらいの開きもあるところでご

ざいます。 

 これは何から発生するかというと、恐らく単価の

高い高度な医療は総合病院で当然行ってくるわけで

ございまして、そういう面からうちの病院を利用さ

れている方は安定期に差しかかった、単価的にも安

い方の利用ということが大きいのではないかと思っ

ているところでございます。 

 十分なＰＲといいますか、広告をしてきたかとい

うことになりますけれども、確かにその部分では弱

いものがあったなというふうに今思っているところ

です。 

 今後につきましては、十分町の広報とか、あるい

は独自のチラシとか、それから出前講座とか、あら

ゆるものを利用してＰＲに努めていきたいと、うち

の病院でもこういうことができますよと、例えば、

今、医大のほうから平日の午後毎日のように出張医

師が来てくださいまして、それぞれ得意とする分野

がございますので、そういう部分のＰＲ等を十分に

行い、そして医大にわざわざ行かなくてもうちの病

院でできるということを強くアピールをしていきた

いというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 今、事務長から申し上げ

ましたとおりでありまして、と言いながら、委員も

御承知かと思いますけれども、公的病院については

多くが赤字の実態であります。 

 私どももいろいろな努力をしながら、現金収支の

バランスが図れるように最低限努力をしたいと思い

ますし、一番大事なのは、私どもの公的病院も町民

側から見ますと赤字で閉鎖するという選択肢は多分

ないだろうと、住民感情からしますとそういうこと

でありますので、私どもも使命感を強く持ちまし

て、今申し上げましたようないろいろな諸対策を講

じながら収支の改善を図ってまいりたいと思います

ので、御理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） これからも自治体病院と

して存続していこうというのであれば、やはり町、

病院が一体となって、またそれに町民も病院を信頼

し、頼れるような病院にしていくという努力が大切

でないかなと思いますので、今、答弁いただいたよ

うなことをぜひ実行して町民から信頼され、病気に

なったらまずは町立病院にかかるという、そういう

ふうに持って行っていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願います。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は要りますか。 

○１０番（和田昭彦君） 一言。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長。 

○病院事務長（大場富蔵君） ただいまの和田委員

の御質問でございますけれども、十分意にとめて努

力してまいりたいというふうに思います。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） これをもって、病院事

業会計の質疑を終了いたします。 

 これで、企業会計についての質疑を終了いたしま
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す。 

 これより、分科会ごとの審査意見の取りまとめを

行います。 

 分科会ごとに審査意見を検討し、取りまとめるの

で委員長まで提出願います。 

 会場等について、事務局長より説明をいたさせま

す。 

○事務局長（中田繁利君） 分科会の会場でござい

ますけれども、第一分科会は第２会議室、第二分科

会は議員控室といたします。 

 なお、分科会で審査意見の取りまとめが終了いた

しましたら、議事堂で全体の成案作成を行います。 

 説明員の方は、理事者の所信表明から議事堂にお

入りいただきたいと思います。 

 それでは、移動方よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午前１１時１４分 休憩 

午後 １時５２分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 報告と委員相互の意見調整を行います。 

 初めに、第一分科会の審査意見報告をお願いしま

す。 

 第一分科長村上和子君。 

○２番（村上和子君） それでは、第一分科会のほ

うから御報告させていただきます。 

 一般会計。 

 １、町税及び税外収入について。 

 １、滞納額、収入未済額については、滞納者の状

況分析に基づいたきめ細やかな督促と納税相談を実

施するとともに、分納誓約書の活用、保証人制度の

厳格な適用と悪質な滞納者には強制執行を含め、一

層の解消に努められたい。 

 ２、不納欠損については、その内容を明確に区分

するとともに、十分精査の上実施されたい。 

 ２番目、委託業務について。 

 指定管理業者を含め、委託業務についてはその内

容をよく精査し、十分効果が高まるように努められ

たい。 

 ３、物品の購入について。 

 物品の購入は、町内業者を利用するよう進められ

たい。 

 ４、燃料費について。 

 燃料費については単価の是正を図り、経費節減に

努められたい。 

 次、国民健康保険事業特別会計。 

 その１です。短期保険証及び資格証明書の交付に

ついては適切な対応を図られたい。 

 ②としまして、保険税の軽減を図るよう努められ

たい。 

 介護保険特別会計。 

 在宅介護、介護予防を含め、介護のあり方につい

てさらに改善を図るとともに負担の軽減に努められ

たい。 

 次、病院事業会計。 

 １、病院運営については、将来を見きわめるとと

もに、今後の病院のあり方を十分検討し、さらに経

営改善に努められたい。 

 ２といたしまして、町民に信頼される病院である

ように努められたい。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、第一分科会の

審査報告を終わります。 

 次に、第二分科会の審査意見報告をお願いいたし

ます。 

 第二分科長中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 決算特別委員会第二分科会

の審査意見の報告をいたしたいと思います。 

 本分科会が担当した各会計歳入歳出決算及び企業

会計決算の審査について、次のとおり結果を報告す

る。 

 平成１９年１１月１９日、第二分科長中村有秀。 

 決算特別委員会委員長長谷川徳行様。 

 記。 

 一般会計。 

 １、町税及び税外収入について。 

 ①滞納額、収入未済額は減少傾向にあるが、より

一層の収納率向上に努められたい。特に、悪質な滞

納者については、強制執行を含め一層の解消に努め

られたい。 

 ②不納欠損処分については、不納欠損処分に至る

前に十分な方策を図り対処されたい。 

 ③保証人制度のある未収金については、保証人の

現行維持と保証人制度の活用を図られたい。 

 ２、需用費について。 

 経費節減に努め、特に燃料費については節減に努

められたい。 

 ３、学校教材費等の購入について。 

 学校の教材、備品等の購入は、町内業者を利用す

るよう進められたい。 

 ４、防災について。 

 自主防災組織の計画的な組織化と、その活動の促

進に努められたい。 

 ５、公共施設整備について。 

 生活道路及び公共施設の改修促進に努められた
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い。 

 国民健康保険事業特別会計。 

 短期保険証及び資格証明書の交付については、適

切な対応を図られたい。 

 病院事業会計。 

 病院運営については、地域医療を守るとともに経

営意識を高め、企業の経済性を発揮されるよう努め

られたい。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、第二分科会の

審査意見報告を終わります。 

 ただいまの各分科会の審査意見報告を一括して意

見調整を行います。 

 意見はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、成案調整を

行いますので、暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 １時５７分 休憩 

午後 ２時５９分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 意見書の整理を行いましたので、事務局長に朗読

させます。 

○事務局長（中田繁利君） それでは、意見書案を

朗読いたします。 

 平成１８年度上富良野町決算特別委員会審査意見

書（案）。 

 一般会計。 

 １、町税及び税外収入について。 

 ①滞納額、収入未済額については、滞納者の状況

分析に基づいたきめ細やかな督促と納税相談を実施

するとともに、分納誓約書の活用、保証人制度の厳

格な適用と悪質な滞納者には強制執行を含め、一層

の解消に努められたい。 

 ②不納欠損処分については、処分に至る前に十分

な方策を図り対処されたい。 

 ２、需用費について。 

 経費削減に努め、特に燃料費については単価の是

正を図り、節減に努められたい。 

 ３、物品の購入について。 

 物品の購入は、町内業者を利用するよう進められ

たい。 

 ４、委託業務について。 

 指定管理業者を含め、委託業務についてはその内

容をよく精査し、十分効果が高まるように努められ

たい。 

 ５、防災について。 

 自主防災組織の計画的な組織化とその活動の促進

に努められたい。 

 ６、公共施設改修について。 

 生活道路及び公共施設の改修促進に努められた

い。 

 国民健康保険事業特別会計。 

 短期保険証及び資格証明書の交付については、相

談を受けながら対応を図られたい。 

 介護保険事業特別会計。 

 在宅介護、介護予防を含め、介護のあり方につい

てさらに改善を図るように努められたい。 

 病院事業会計。 

 病院運営については、地域医療を守るとともに経

営意識を高め、企業の経済性を発揮し、さらに町民

に信頼される病院であるように努められたい。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、意見書案の

調整を行います。 

 意見書案について、御意見はございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 国民健康保険と介護保険の

料の負担軽減というところが抜けていますが、そち

らで調整したということだと思うのですが、これに

ついてお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 現に、今、２割、５

割、７割ですか、ちょっとはっきり覚えていないで

すけれども、そういう軽減もされていると。それが

十分とは言えないけれども、ある程度の軽減もされ

ている。その軽減されている人たちが多くいる。

５,５００万以上のあれになっているということも

ありまして、各分科長と私と副委員長で精査した結

果、排除させていただきました。 

 また、それついては、いただきました資料をごら

んいただいて考慮していただきたいと思います。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 今言われたのは法定的に決

められた減免制度ですから、私が言っているのは、

それでもいわゆる一般の方、軽減以外のされている

方というのが一番大変になってきているわけですか

ら、この部分の軽減なくして本来の軽減というのは

あり得ないわけですから、この点、私は介護にして

も国民健康保険にしてもあったほうがいいのではな

いかというふうに思いましたものですから、この件

です。 

○委員長（長谷川徳行君） 私たちの案としては、

その軽減のときの財源のことも少し話が出ました。

どこからその財源を持って行くのかと。先ほど理事

者も言っていましたけれども、国民健康保険だけで

はない、介護保険の場合は皆入っていますけれど
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も、先ほどの国民健康保険のところで出ていたので

削除の結果になったのでございます。 

 介護保険のあれは出ていなかったのです、意見書

として。（「いや、出ていた」と発言する者あり）

介護でしたか。一緒になっていましたか。ちょっと

勘違いしていました。 

 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午後 ３時０３分 休憩 

午後 ３時１５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 ５番米沢委員の質問に対しまして、介護保険の軽

減については先ほど理事者側も答弁にありましたよ

うに、軽減に努めるという発言があったと思いま

す。また、国民健康保険の軽減につきましては、国

民皆保険制度の維持のため、また、町の国民健康保

険の維持のため、そして町の財政の厳しい中、今の

現状の軽減でいいのではないかという第一分科長、

第二分科長、また、副委員長と私の案で削除をさせ

ていただきました。 

 以上でございます。 

 介護保険のほうについては、先ほどの理事者側の

答弁で軽減に努める旨の発言があったと思われます

ので、それを考慮しまして文言を入れなかったとい

うことでございます。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、決算意見書の

調整を終わります。 

 理事者に意見書を提出いたしますので、暫時休憩

いたします。 

─────────────── 

午後 ３時１７分 休憩 

午後 ３時３６分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 理事者より所信表明の申し出がございますので、

発言を許します。 

 町長尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま、決算特別委員

長、副委員長さんにおいでいただきまして、特別委

員会の委員の皆さん方が御審議いただきました過程

でのそれぞれ審査意見書につきまして拝読させてい

ただきました。 

 それぞれに町税及び税外収入について、あるいは

歳出等々の対応について、また加えて防災の対応、

あるいは公共施設の改修等々、また、国保特別会

計、あるいは介護特別会計、病院事業、企業会計

等々におきます意見書につきましては、私も執行者

として御意見ごもっともであるというように認識を

いたしている項目ばかりでありまして、ただいま特

別委員長からちょうだいいたしました審査意見につ

きましては、今後も行政執行上におきまして十二分

に配慮した行政運営を図っていきたいと。 

 また、委員の皆さん方が１５日からきょうまでい

ろいろと審査を賜りまして、それぞれの御意見を賜

りましたことにつきましても、審査中の御意見につ

きましても十分に配慮してまいらなければならない

御意見であるというように認識しておりますし、加

えまして監査をいただきました監査委員からの監査

意見書等々も十二分に呈した中で、今後の財政運

営、行政運営を図っていくように努めてまいりたい

と思いますので、ひとつよろしく皆様方の御理解を

賜りまして、１８年度各会計並びに企業会計におき

ます決算の認定を賜りますようお願いを申し上げる

次第であります。よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 ただいまの理事者の所信表明により、今後の町政

執行において十分その意見を尊重し、最善の努力を

いたしたいとの確認が得られましたので、討論を省

略し、議案第１号平成１８年度上富良野町各会計歳

入歳出決算認定の件及び議案第２号平成１８年度上

富良野町企業会計決算認定の件を採決いたしたいと

存じます。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 異議なしと認めます。 

 よって、討論を省略し、議案第１号平成１８年度

上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案第

２号平成１８年度上富良野町企業会計決算認定の件

を起立により採決いたします。 

 最初に、議案第１号平成１８年度上富良野町各会

計歳入歳出決算認定の件は、意見を付し、原案のと

おり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決しました。 

 次に、議案第２号平成１８年度上富良野町企業会

計決算認定の件は、意見を付し、原案のとおり認定

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決しました。 
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 お諮りいたします。 

 本委員会の決算審査報告の内容については、委員

長及び副委員長並びに各分科長に御一任願いたいと

存じます。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の決算報告書の内容について

は、委員長及び副委員長並びに各分科長に一任され

ました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は全部終了いたしました。 

 終わりに当たりまして、一言ごあいさつ申し上げ

ます。 

 １８年度決算特別委員会が、委員各位並びに理事

者の皆様方の協力をいただきまして無事終了するこ

とができました。まことにありがとうございまし

た。 

 また、進行上、不手際も多々ありまして、皆様に

大変御迷惑をおかけいたしましたことを、ここでお

わびを申し上げます。 

 町においても非常に厳しい財政の中、１８年度執

行された決算に際しまして、多くの委員からの意

見、または質疑があり、それに対しての答弁もあり

ました。委員と執行者がお互いの立場に立って議論

を多く交わしていただきました。これも委員と執行

者が両輪となって、住民のためのよりよいまちづく

りを考えての議論でなかったかと思います。 

 １９年度の予算は執行されておりますが、今委員

会で出されました意見を十二分に反映されまして、

執行部におかれましては少ない財政の中で最大の効

果を出せるように、２０年度の予算編成に向けてぜ

ひ反映していただきたいと思います。 

 委員の皆様、そして理事者の皆様の協力によりま

して委員会運営がスムーズに運営されましたこと、

感謝申し上げましてお礼の言葉にかえさせていただ

きます。 

 どうもありがとうございました。 

 これをもって、決算特別委員会を閉会いたしま

す。 

 御苦労さまでございました。 

午後 ３時４３分 閉会 
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